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行政常任委員会 

 

平成３０年１２月１１日（火）               

午 前 ９ 時 ５ ９ 分 開  会               

 

○南委員長   おはようございます。  

 ただいまより、行政常任委員会を開催させていただきます。  

 きょうは６課、行きたいと思います。建設まで行きたいと思いますので、御協力

をお願いいたしたいと思います。  

 初めに、髙村委員さんはインフルエンザで、小川委員さんは病院のほうへ行くと

いうことでございます。それから、村田委員は、後刻出席の報告を受けております

ので、よろしくお願いをいたしたいと思います。  

 それでは、防災危機管理課、議案第７４号の補正予算の説明を求めます。  

 済みませんけど、きょう、課長がのっぴきならぬ所要で欠席をさせてくださいと

いう報告も受けておりますので、あわせて御報告、申し上げます。  

 では、お願いします。  

○大和防災危機管理課係長   それでは、防災危機管理課から議案第７４号、平成

３０年度尾鷲市一般会計補正予算（第６号）の議決についてのうち、当課に係る分

につきまして、補正予算書及び予算説明書により御説明いたします。  

 まず、歳入についてであります。  

 補正予算書及び予算説明書の１４、１５ページをごらんください。  

 １４款県支出金、２項県補助金、１目総務費県補助金につきましては、補正前の

額７３３万６ ,０００円、補正額１４万８ ,０００円、計７４８万４ ,０００円とす

るものでございます。内容につきましては、地域減災力強化推進補助金の額の確定

によるものでございます。  

 次に、歳出についてであります。  

 補正予算書及び予算説明書の５０、５１ページをごらんください。  

 ８款消防費、１項消防費、１目常備消防費につきましては、補正額４４４万６ ,

０００円を減額し、合計４億２ ,０４９万４ ,０００円とするものでございます。内

容につきましては、三重紀北消防組合負担金として１９節負担金、補助及び交付金

４４４万６ ,０００円を減額するもので、主に人件費に伴うものでございます。  

 ２目非常備消防費につきましては、補正額４７万９ ,０００円を増額し、合計４ ,
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９０７万５ ,０００円とするものでございます。内容につきましては、台風の襲来

に伴う消防団の出動手当として、１節報酬４７万９ ,０００円を増額するものでご

ざいます。  

 続きまして、債務負担行為補正でございます。  

 それでは、補正予算書の７ページをごらんください。  

 当課に係る債務負担行為補正は１件でございます。  

 ７ページの上段から６段目の行政協力員団体傷害保険料、期間、平成３１年度、

限度額４３万７ ,０００円につきましては、市内に１０５門ある樋門等の操作業務

を三重県から水防費として委託されております。４月１日から公務として実働する

水防団員のために加入する傷害保険料でございます。  

 以上で、当課に係る歳入歳出の補正予算説明とさせていただきます。  

○南委員長   ありがとうございました。  

 以上が防災危機管理課の補正予算の説明でございます。  

 御質疑のある方は、御発言をお願いいたします。  

 よろしいですか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○南委員長   それでは、ないようですので、引き続いて、報告事項の防災行政無

線デジタル化についての報告を求めます。  

○大和防災危機管理課係長   それでは、防災行政無線デジタル化計画策定業務に

つきまして報告いたします。  

 この業務は、第３回定例会、委員会におきまして、事業概要、事業予定、基本設

計に係る留意事項、本部局、中継局、拡声局の配置などについて中間報告として御

説明させていただいておりますが、今回事業が完了したことに伴い、見込みの事業

費も含め、追加の説明をいたします。  

 まず、資料１の１をごらんください。  

 １の事業概要につきましては、第３回定例会、委員会と同様の御説明となります

が、本市のアナログ式防災行政無線は、電波法改正により２０２２年１２月１日以

降使用できなくなります。  

 また、緊急防災・減災事業債の期限が現状では２０２０年度までとなっているこ

とから、デジタル化への移行を円滑に進めるため、今年度に基本計画の策定を行っ

たところであります。  

 本市のアナログ式防災行政無線は、平成９年度に整備して以降２０年以上経過し、
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部品の製造終了などにより機器の保守に費用がかさんでいること、現在、操作卓が

いつ使用不能となるかわからない状態であることから、早期に防災行政無線のデジ

タル化を図る必要があると考えております。  

 次に、２の事業予定及び事業規模についてでございますが、来年度４月に詳細設

計の入札を行い、詳細設計委託業務を５月から８月にかけて実施する予定で、この

費用を約４００万円と見込み、当初予算への計上を考えておるところでございます。

詳細設計業務の中で本体工事及び施行管理に関する仕様と設計内容を固め費用を積

算し、９月に補正計上させていただきたいと考えております。  

 資料１には、今年度の計画策定業務の中で大枠の金額を積算しており、本体工事

費用約２億５ ,０００万円、施工管理費用５００万円としております。  

 また、３の本体工事の発注につきましては、条件付き一般競争入札を検討してお

ります。  

 以上で、防災行政無線デジタル化計画策定業務の報告とさせていただきます。  

○南委員長   ありがとうございます。  

 報告は以上です。  

 御意見のある方は。  

○野田委員   まず、資料１のところで、緊急防災・減災事業債の期限が２０２０

年ということで、財政との絡みなんですけれども、ちょっと教えてください。  

 ２０１９年度、来年度で詳細設計、費用４００万、来年度から次年度に施工管理

費用５００万と本体の２億５ ,０００万ってあるんですけれども、これは、財政の

中に行くと、副市長に聞いたほうがいいんですかね、２億５ ,０００万の中には落

とし込まれていると思うんですが、どのような内訳になるんですかね、財源の内訳。  

○藤吉副市長   来年度当初予算は、まだこれから中身を聞きますのであれですけ

ど、一応、全体計画として３年間の入りと出の計画の中には、このデジタル化につ

きましては、緊急防災・減災事業債という形で、それを活用するということで話は

聞いております。  

○野田委員   本体価格の２億５ ,０００万については、この間の耐震化については、

３０年の会議で、限度最高で６億の中でというような話があったんですけれども、

そこら辺のある程度の数字というのは、まだされていないということですかね……。  

○南委員長   マイク、してもろうて。  

○野田委員   要は、２億５ ,０００万の中に、２０２１年度までの計画の中に、あ

やうくこれも落とし込んでいかんとという気はするんやけれども。  
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（発言する者あり）  

○野田委員   いや、それやで、副市長に聞いておるんです。  

○藤吉副市長   だから、先ほど言いましたように、３年間の入りと出を計画する

ときに、これについては、ちゃんと考慮した上でつくっておりますということ。  

○三鬼（和）委員   関連してなんですけど、減災債等、これ、自費は要らないん

ですか。１００％全部使えるものと、それと、据え置き期間はどれぐらいなのかと

いうのをちょっと説明してください。  

○大和防災危機管理課係長   ここの２番に書いております詳細設計の費用、本体

工事の費用、施工管理の費用、それらが減災・防災事業債のほうに、１０割、全額

起債として借り入れることができます。  

○南委員長   これ、結局は、２億５ ,０００万は、全額充当、当たるということで

すか、補助の中に。  

○三鬼（和）委員   いや、この設計業務ということやろう。  

○南委員長   どんな、もう一回、はっきり。  

○大和防災危機管理課係長   済みません、本体工事２億５ ,０００万、それから、

詳細設計の費用、施工管理の費用、それぞれ全て起債のほうを。  

○三鬼（和）委員   何年から返済。  

○大和防災危機管理課係長   それで、据え置き２年というようなことで、２年据

え置きの、その後、８年返済というふうなことになろうかと思います。  

○南委員長   そうすると、えらいのう。  

○三鬼（和）委員   あとね、３番のこの条件付き一般競争入札の、この条件とは、

どういうことですか、ちょっと詳細に説明してください。  

○大和防災危機管理課係長   今現在考えておりますのは、条件につきましては、

地域の条件を入れたほうがええんじゃないかというふうに、地域の絞り込み、三重

県内の業者というふうなことで、現在、検討しておるところでございます。  

○三鬼（和）委員   確認します。市内じゃなくて、三重県内を全体で、緊急時の

ときにはメンテやりに来ていただくとか復旧というのは問題ありますからね、そう

いったところで、支店が近くにあるとかということを含めて、県内の事業所を一応

対象とするような条件を検討しておるということでええんかな。  

○大和防災危機管理課係長   県内で尾鷲市に登録していただいておる業者を対象

として入札のほうを執行していきたいというふうに考えております。  

○奥田委員   これ、僕、前回の委員会でも確認させてもらったんですけど、これ、
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国が法律を改正してやれということやもんで、本当言ったら、国や県が補助出して

くれてもええと思うんですけどね、これね。それはないので、今さら言うてもしよ

うがないんですけど。  

 ただ、今ちょっと話聞いておって、ちょっと怖いなと思ったのは、これ、２億５ ,

９００万かな、これでね。８年で返すということだと、もう３ ,０００万以上、こ

れ、ずっと返していかないかんと、２年間据え置きがあったとしてもね、８年。大

きいなという感じがするんですよ。これ、副市長と市長に聞きたいけど、耐震も６

億かかるという話やし、ごみ焼却施設もね、何十億という負担が出てくるし、ＳＥ

Ａモデルの話があってね、市長はつり桟橋やりたいんやという話も出ておるし、こ

れ、財政的に大丈夫なのかなと僕非常に不安なんやけど、財政計画というのは、こ

れ、３年間乗り切ったらええというもんじゃないですからね。４年後、夕張になっ

たら終わりですからね。この辺、どうなんですか、再生計画、ちょっと不安になっ

てきたんですよ、僕。６億という話とか、こういう３億近い話が出てくると。それ

で、つり桟橋をやるんやという話も出てくるとね。ごみ焼却施設もあるでしょう。

これ、どうですか、副市長、市長。財政的に、もつものなんですかね。財政計画示

せませんか。財政の話になって申しわけないですけど、委員長。  

○藤吉副市長   今回、この防災行政無線デジタル化については、ここにも説明さ

せていただいておるように、緊急防災・減災事業債を活用します。  

 この緊急防災・減災事業債につきましては、償還のときに交付税措置がございま

すので、それを十分活用した上での返済計画という形になりますので、そのあたり

は、その交付税措置も勘案した上で、先日示させていただきました財政計画という

のを検討させていただいております。  

○大和防災危機管理課係長   済みません、単純に金額の見込みのことなんですけ

れども、今、表のほうに入っております本体工事と詳細設計と施工管理、これらが

２億５ ,９００万となっております。起債のほう借りた場合に、元利償還金の７割

が地方交付税措置というふうなことで、単純に２億５ ,９００万の３割を市が負担

しなければならないというふうな計算をした場合に、それを８で割ると１年で１ ,

０００万弱というふうな計算になるというふうに考えております。  

○奥田委員   いや、その辺をね、副市長もね、担当課も、ちょっとよく考えたほ

うがいいと思いますよ。これね、幾ら緊急防災・減災事業債、７割交付税バックす

るんですとなっても、一旦返済しないといけないんですよ。返済のお金が要るんで

すよ。いいですかね、副市長。一旦返さないといかんのですよ。返した上での交付
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税措置なんですよ。それも計算上のもの。計算上なら載ってきますけど、今の交付

税というのは地方交付税。じゃ、今、過疎債発行しておってね、バックしていくん

ですよと言いながら、地方交付税、ふえていますか。ふえていないでしょう。これ、

からくりがあるんですよ、国は。国は、自分らで補助金も出さんとおって、これ、

国が。こういう有利な事業債がありますからやりなさいと言っておいて、これ、あ

くまで計算上のものであって、率を変えてくるんさ。下げてくるんですよ、ぽんぽ

んぽんと、零点幾つとか、ぽんぽんって。だから、もう丸々くれないんですよ。だ

から、交付税減っておるわけでしょう。減らす方向で来ているわけですから。ある

意味、まやかしみたいなところがあるんですよね、市長が得意……。得意って言っ

たら怒られるな。そうやけど、そういうところがあるんですよ。それをよく考えな

ね、一旦返さなあかん。資金手当ても要るんですよ、これ。返さなあかんのやで。

返した上での交付税の計算上のものなんですよ、あくまでも。だから、７割は戻っ

てこないって考えたほうがいいですよ。半分戻ってきたら、ええほうやな。これか

ら、今、地方交付税減ってくるんやで、どんどん減ってくるんやでね。だから、そ

ういうことを踏まえて財政計画を組まないと。（聴取不能）ですよ、７割返ってく

るんだという、だから、負担は、３割なんですよ。尾鷲市が払うお金は３割、違う

んですわ。満額返した上での交付税の計算上のものであって。それの……。  

○南委員長   答弁もらいます。  

○奥田委員   何割かなんですね。  

○南委員長   ちょっと市長に。  

○奥田委員   そこをね、よく考えないと。  

○加藤市長   よく考えているんですよね。  

○奥田委員   地方交付税は、ふえていないんですよ、今。  

○加藤市長   だから、交付税の分でね、それでもって……。  

○奥田委員   まやかしなんですよ。  

○加藤市長   一応、基本的に７割というような形の中でやっているときに、それ

を基準としながら財政計画を立てるのは当たり前。ゼロだったら何にもできません

よ、はっきり言って。  

○南委員長   もう、奥田委員、物事を進めるのに財政計画は当然なんですけれど

も、できたら、防災無線のさ、ただの説明で、２２年１２月以降使用禁止になるも

んでじゃ、その説明は当然なんですけれども、もっとデジタルになったらこうなり

ますよ、市民的にああなりますよという説明もあわせていただくと、一番よくわか
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るんです。  

 何でこんなことを言うかというと、確か、前々回でしたか、この防災無線のやり

とりの中で、デジタル化することによって現在ある拡声器が数が減るというお話も

されておりましたので、全体的なことを踏まえて、この防災無線の重要性も考えな

がら、このように移行していかないかんというような説明をもっと詳しくちょっと

していただきたいと思います。  

 財政的なことだけで終わっていくと、市民的にはね、どうも厳しいのはわかって

いるもんでさ、もう財政は、やっぱり、ある程度防災無線のさ、メリット、デメリ

ットというのも、ある程度はね。  

○大和防災危機管理課係長   まず、防災行政無線を更新していかなければならな

いというのは、委員長おっしゃっていただいたとおりなんですけれども、その中で、

単純に今ある防災行政無線、アナログのものをデジタルにするというだけではなく

て、この春からの基本計画設計の中で、音の通り方であったり電波の通りぐあいの

調査を行っております。そうした中で、あと、東北の大震災を見る中でも、津波に

よって防災行政無線が倒れてしまって音が出ないと、そういうようなことも踏まえ

まして、なるべく浸水域には防災行政無線の柱を立てない形で、立てないけれども、

浸水域の方にも当然音のほうが通るような配置を考えております。  

 そして、防災行政無線の柱につきましても、現在の柱よりも約半分ぐらいの本数

で、性能の少しいいスピーカーを使って、近くに聞いても、遠くで聞いても、同じ

ような伝わり方をするスピーカーを採用するなど、そのようにして、防災行政無線

の柱を少なくして、設計に係る費用を抑える、そのようなことも設計の中で組み込

まれております。  

 また、音の通りぐあいの調査の中で、それを反映する形で、新しく立てる柱につ

きましては、難聴地域を少しでも解消できるような位置に整備するように、整備位

置につきましては、そのような場所を選定してきております。  

 あと……。  

○南委員長   デメリットは、どう。  

○大和防災危機管理課係長   デメリットにつきましては、費用面のことです。  

○南委員長   当然。  

 奥田委員、よろしいですか。  

 財政面は、大事なことやけど、まず、物事のね、ちょっと議論へ、僕、入ってや

ってほしいもんで、大事なことやもんで、防災無線はね。  
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○三鬼（和）委員   市長、副市長にお願いしたいんですけど、今の防災無線につ

いて、担当職員は、説明係で、説明を受けるのは当然のことなんですけど、これは

あれでしょう、本市において、東南海地震であるとか豪雨が多い中で、防災無線は、

生活のインフラとして整備していく優先的な施策であるということでしょう。きの

うの中電のことが出ておりましたけど、あれは、幾ら要望しても、もし財源が伴わ

なかったらやめなくちゃいけないことが多々あるとは思うんですけど、このことは、

基本的に、生活というか行政を進めていく中で市民を守るということで必ず進めて

いきたいという事業なんでしょう、どうなんですか。それを言っていただいたら、

後の財政的な検討をするときに、我々は何が優先だったかというのがよくわかると

いうことじゃないんですか。それをきちっと、やっぱり、市長なり副市長の言葉で

言ってほしいと思います。  

○加藤市長   冒頭に担当者から説明しましたように、今回のこのアナログ式の防

災行政無線は、要するに電波法という法律が改正することによって、２０２２年１

２月１日から使用できなくなるという話なんですね。  

（発言する者あり）  

○加藤市長   これが基本ですよ。皆さん方、御存じだと思う。それをもとにしな

がら、より一層、今、さっき御指摘のございましたような南海トラフ、この可能性

が非常に強いと。そういったときに、いかにして、要するにそういう情報を早く直

しながら正確に流して、それで、もちろん、流した上には、皆さん方が、今のアナ

ログの無線よりも、より一層、要するに聞き取りやすいような方法で今回計画を策

定したというのは、もう既に冒頭から申し上げている話なんですけどね。こういう

目的のもとで、２０２２年がこういう状況だから、デジタル化についての計画を策

定しますよというお話は既にさせていただいているわけなんです。それをもとにし

た形の中で、具体的に財政のものも含めて、費用の面も含めて本日御説明させてい

ただいていると、こういう状況じゃないかなと。だから、先ほど言ったのは、それ

は、もう既に第３回のときに、きちんとお話しはさせていただいていると思ってい

るんですけれども。  

○奥田委員   じゃ、一言だけ済みません、市長。誤解があるといけないんで言う

ておきますけどね、この防災行政無線のデジタル化というのは、これはもう国がや

れということですから、もうどうしてもやらなあかん事業ですよ、これは。尾鷲市

でも絶対やる、絶対やらなあかんのですからね。だから、私が、財政の話をして申

しわけなかったですけど、こういう絶対、もう国がやれと、もう尾鷲市は、どうし
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てもやらないといけない事業がありますからね、こういうことを見越しながら、ほ

かの事業というのは、国がやれと言っている事業じゃないことが多いことに対して

も、いろいろ耐震……。耐震はあれかな、ＳＥＡモデルとかいろいろあるじゃない

ですか。そういうところにもお金かかるわけでしょう。だから、どうしてもやらな

ん事業もあるわけなので、そういうことも踏まえてね、財政考えてやってほしいと

いうことで申し上げたんで。これは、よくわかっています。これ、どうしてもやら

なあかんというのは。  

○加藤市長   ですから、当初から、財政再建委員会の中で、２０１９年から２０

２１年度までの一応今後の財政のあり方ということについて、どうしなきゃならな

いかという具体的にお話しさせていただいたと。  

 ただ、これは、３年間で終わるわけじゃないですし、今後もどんどんどんどんや

っぱり財政というものは厳しくなってきている中で、２０２２年以降の分について

は、私は、来年から、さらにもっとシビアに見ながら、その後の計画も立てなきゃ

ならないと。当然のことながら、既に尾鷲についても結構な起債を起こしておりま

す。それが満期になる云々ということも含めて、基本的には、そういう方向の中で、

２０２２年以降の、こういう起債分の話とか、公債費がどれぐらい負担するのか、

どれぐらい２０２２年度、現在と違ってどれだけ減るのかということも含めても、

今、担当課のほうで、きちんと詳細に整理しているような状況でございますので。

これにつきましても、先ほど担当課から申しましたように、とりあえず２年間据え

置きということで、実質的には２０２２年からというような話でございますので、

その辺のことを踏まえて、奥田委員、非常に財政のことを御心配で、我々も、それ

同様、あるいはそれ以上に、やっぱり財政計画がきちんとやっていかなきゃならな

いという思いでやっております。  

○南委員長   他にございませんか。  

 特に防災の今の柱、海岸壁がどうのこうのという話がありましたけど、十二分、

地域の市民の皆さんに周知徹底を図った上で事業計画は立てていただきたいと強く

委員会として要望しておきたいと思います。  

 特に、その他のものはないですか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○南委員長   ないようですので、防災危機管理課の審査と報告事項を終わります。  

 次に、市民サービス課、入ります。  

 ありがとうございました。  
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（休憩  午前１０時２６分）  

 

（再開  午前１０時２７分）  

○南委員長   それでは、市民サービス課の付託されておる議案の説明と７４号と、

報告事項として３件ばか、空き家対策、集落支援、国保の限度額のほうはもう終わ

っていますので、２点の報告がありますので、まず、補正予算の説明のほうをお願

いいたします。  

○内山市民サービス課長   市民サービス課です、よろしくお願いいたします。  

 それでは、議案第７４号、平成３０年度尾鷲市一般会計補正予算（第６号）の議

決についてのうち、市民サービス課にかかわるものにつきまして、平成３０年度尾

鷲市一般会計補正予算書（第６号）及び予算説明書に従い御説明をさせていただき

ます。  

 補正予算書、１２、１３ページをごらんください。通知をさせていただきます。  

 歳入から説明をさせていただきます。  

 １３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金、補正前の額７億８ ,

２０２万２ ,０００円に対し１ ,００１万７ ,０００円を増額補正し、７億９ ,２０３

万９ ,０００円とするものでございます。市民サービス課所管分といたしましては、

１節社会福祉費負担金、国保基盤安定負担金６８万８ ,０００円の減額です。これ

は、政令により義務化されている一般会計から国保会計への保険税軽減対象となっ

た被保険者数に応じた算定数の繰入金に対する国庫負担金であり、負担割合は２分

の１となっております。  

 次に、１３款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金です。補正前

の額１ ,０４０万３ ,０００円に対し２１９万２ ,０００円を増額補正し、１ ,２５９

万５ ,０００円とするものです。これは、旧姓併記事業に伴う住民基本台帳システ

ム改修に対する補助金でございます。今年度におきましても、一部システム改修が

必要と想定され、当初予算計上時におきましては国庫補助制度があるかどうか未確

定なところがあり、歳入の予算措置は行っておりませんでした。補助制度が本年度

も継続されたことに伴いまして、平成３０年６月に補助申請を行い、９月に交付決

定があったことから、今回補正計上させていただくものでございます。  

 なお、歳出につきましては、２款総務費、３項戸籍住民基本台帳経費、１目戸籍

住民基本台帳経費におきまして、一般財源から国県支出金に財源更正をさせていた

だいております。なお、国の補助率は１０分の１０の補助金でございます。  
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 次に、１３款国庫支出金、３項委託金、２目民生費委託金です。補正前の額５２

８万２ ,０００円に対し８６万４ ,０００円を増額補正し、６１４万６ ,０００円と

するものです。１節社会福祉費委託金、基礎年金事務費交付金８６万４ ,０００円

は、産前産後期間の国民年金保険料の免除に係るシステム改修業務委託料に対し国

から歳入をするものでございます。  

 次に、１４款県支出金、１項県負担金、２目民生費県負担金です。補正前の額３

億４ ,４０３万８ ,０００円に対し２８７万円を増額補正し、３億４ ,６９０万８ ,０

００円とするものです。市民サービス課所管分としましては、１節社会福祉費負担

金、国保基盤安定負担金２４８万２ ,０００円の減額です。これは、政令により義

務化されている一般会計から国保会計への保険税軽減相当額等の繰入金に対する県

負担金であり、負担割合は、保険者支援分としては対象事業費の４分の１、保険税

軽減分としては４分の３となっております。  

 続きまして、補正予算書、２２、２３ページをごらんください。通知をさせてい

ただきます。  

 歳出について説明をさせていただきます。  

 ２款総務費、１項総務管理費、１４目諸費、補正前の額９３２万６ ,０００円に

対し２０万円を増額補正し、９５２万６ ,０００円とするものです。財源内訳は、

全額一般財源でございます。  

 １１節需用費、防犯灯整備事業の修繕料でございます。  

 市民からの通報により現地確認を行うと、配線不良等で電球が消灯しているケー

スや支柱の腐食により損傷が激しいケースなど、さまざまな要因がございます。防

犯灯は、安全安心のまちづくりを推進するため、通学路や生活道路に設置させてい

ただいており、特に、支柱の腐食は、放置しておくと歩行者等に危険を及ぼすこと

も考えられることから優先的に修繕を実施した結果、今後予定している修繕費が不

足することから、補正計上するものでございます。  

 続きまして、補正予算書、２８、２９ページをごらんください。  

 最下段になります。３款民生費、１項社会福祉費、５目国民年金費、補正前の額

７７２万円に対し８７万円を増額補正し、８５９万円とするものです。市民サービ

ス課所管分としましては、国民年金一般事務費、１３節委託料８６万４ ,０００円

の増額でございます。これは、先ほど歳入で説明させていただきました産前産後期

間の国民年金保険料の免除に係るシステム改修業務委託料でございます。財源内訳

は、全額国庫支出金でございます。  
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 以上で、平成３０年度尾鷲市一般会計補正予算（第６号）の説明とさせていただ

きます。よろしくお願いいたします。  

○南委員長   市民サービス課の補正予算説明は、以上でございます。  

 御質疑のある方は、御発言をお願いいたします。  

○三鬼（和）委員   ２２、２３ページの市費１００％の防犯灯整備事業費ですね、

２０万、今後の予定しているって、もろもろ予測できなかった修理が出てきたとい

うことなんですけど、今後、予定、この３カ月、４カ月弱かなので、今後予定して

いる修繕とは、どういうものがあるんですか。ちょっともう少し詳しく御説明して

ください。  

○内山市民サービス課長   防犯灯の修繕の予定部分なんですが、ポールの取りか

えとかＬＥＤの電灯の本体の交換、それと、電材の修繕といいまして、電線部分の

修繕等がございます。基本的には、これで現在要望を受けておるものにつきまして

は対応できると考えており、また、３月、２月に要望があれば、ちょっと当初予算

まで待っていただくような形で修繕していきたいと考えています。  

○三鬼（和）委員   ということは、新設であるとか移転であるとか、そういった

ものというのは、そんなに今のところ、要望的にはどうなんですか。市全体を考え

たときに、防犯灯について。  

○内山市民サービス課長   市内の防犯灯につきましては、平成２３年から５年計

画でＬＥＤ化を行いました。約２ ,３００基余りＬＥＤに取りかえた部分がござい

ます。ここ一、二年は、それ以降、新規のものについては、空き家とか商店が閉ま

ったとかの関係で要望はあるんですが、現在の要綱にあわせて、つけられる箇所、

つけられない箇所を選定して対応している状況でございます。  

○三鬼（和）委員   あと一点、これまで栄町通りとか栄えてきて、みずからが防

犯灯というか街灯を整備してくださって赤々しておって、商店街によっては区域が

あるもんで、ちょっと修理にもいろいろあるんですけど、その辺がちょっと経済の

疲弊した状況の中で消されておるところが多いですよね。一度話は聞いたことがあ

って、防犯灯でどうですかという話をしても、なかなかやっぱり商店のイメージが

あるということで、商店街のあれをつけるような補助を欲しいとかということも、

いただけないかというのは話にならないかということもあったんですけど、そうい

ったところについて、商店街さんとの話し合いであるとか、今後どうしていくとい

う方針というんですかは、お考えはないんですか。  

○内山市民サービス課長   基本的に市民サービス課で所管している部分について
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は防犯灯ということで、一定基準の間隔でつけるというような要綱になっていまし

て、商店街のにぎわいとか、ちょっと明るさの部分で商店街さんとお話ししたこと

は今までございません。  

○三鬼（和）委員   ただ、あと一点、現在電気が消えておる中で、津波避難であ

るとかそういったところにやっぱり問題があるなという箇所については、商店街さ

んに、行政のほうから、こういったところには防犯的な意味合いとか、避難灯とし

ての意味合いを含めてという話は持ちかけていって、これは、商店街と市の話じゃ

なしに、住んでいる方とか住民のための防犯になっているかとか、防犯対策になっ

ているとか、避難対策になっておるかという見方はしなくちゃいけないのじゃない

かなと思うんですけど、その辺について、ちょっと考えを聞かせてください。  

○内山市民サービス課長   先ほども説明させていただきました、５年間でのＬＥ

Ｄ整備のときに、まず、停電時対応型の防犯灯も設置をいたしております。そのと

きには、防災とか地元住民の方の協力もいただきまして、避難路を優先的に無停電

のバッテリーつきのものを設置したのが現状でございます。  

○南委員長   他にございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○南委員長   では、ないようですので、引き続いて、議案第７５号、国保のほう

と、それと７６号の後期高齢者の説明をあわせてお願いいたします。  

○内山市民サービス課長   それでは、議案第７５号、平成３０年度尾鷲市国民健

康保険事業特別会計補正予算（第２号）の議決について御説明を申し上げます。  

 補正予算書、６３ページをごらんください。  

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２２４万４ ,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２６億６ ,９７２万１ ,０００円とするもの

です。  

 ７０、７１ページをごらんください。通知をさせていただきます。  

 歳入から説明をさせていただきます。  

 ４款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金です。補正前の額２億１ ,

９７３万５ ,０００円に対し１万２ ,０００円を減額補正し、２億１ ,９７２万３ ,０

００円とするものです。内訳といたしましては、１節保険基盤安定繰入金４２２万

８ ,０００円の減額、２節職員給与費等繰入金１９１万５ ,０００円の増額、４節財

政安定化支援事業繰入金２３０万１ ,０００円の増額です。  

 保険基盤安定繰入金は、見込みを下回ったことによる減額、職員給与費等繰入金
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及び財政安定化支援事業繰入金は、見込みを上回ったことによる増額でございます。  

 次に、４款繰入金、２項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金。補正前の額３ ,

２１３万４ ,０００円に対し２２５万６ ,０００円を増額補正し、３ ,４３９万円と

するものです。１節財政調整基金繰入金２２５万６ ,０００円の増額は、今回の補

正財源として財政調整基金から繰り入れを行うものでございます。  

 続きまして、補正予算書、７２、７３ページをごらんください。  

 歳出でございます。  

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、補正前の額５ ,１２５万８ ,００

０円に対し２１８万５ ,０００円を増額補正し、５ ,３４４万３ ,０００円とするも

のです。財源内訳は、全て一般財源でございます。市民サービス課所管分といたし

ましては、国保一般管理費、１３節委託料でございます。国保診療報酬等電算委託

料２７万円の増額です。これは、国保財政の県一元化に伴うもので、国の調整交付

金等の申請や実績報告のために使用する国保事業報告システムについてシステム改

修業務委託料でございます。  

 以上が、平成３０年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）の説明でご

ざいます。  

 続きまして、議案第７６号、平成３０年度尾鷲市後期高齢者医療事業特別会計補

正予算（第２号）の説明をさせていただきます。  

 補正予算書、７５ページをごらんください。  

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３万１ ,０００円を増額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６億２ ,１４８万円とするものです。  

 ８２、８３ページをごらんください。  

 歳入の説明でございます。  

 ３款１項１目繰入金、補正前の額４億１ ,６９７万２ ,０００円に対し３万１ ,０

００円を増額補正し、４億１ ,７００万３ ,０００円とするものです。これは、今回

の補正財源として一般会計から繰り入れを行うものでございます。  

 以上、平成３０年度尾鷲市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）の説

明とさせていただきます。  

○南委員長   ２議案の特別会計の補正予算の説明を受けました。  

 御指摘のある方は、御発言を願います。  

○奥田委員   済みません、国保会計のほうですけれども、財調２２５万６ ,０００

円繰り入れということで、今の時点の財政調整基金の残高、教えてください。  
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○小川市民サービス課係長   ３０年度のこの１２月補正承認いただきましたら、

残高が１億３ ,４１４万３ ,０００円になる見込みです。  

○南委員長   よろしいですか。  

 他にございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○南委員長   ないようですので、報告事項のほうへ入りたいと思います。  

 まず、初めに、各コミュニティーセンターの来館者数の状況についてからお願い

いたします。１本ずつ行きたいと思いますので、お願いいたします。  

○内山市民サービス課長   済みません、ここで一つ、金曜日に資料のほうをタブ

レットのほうへ入れさせていただいたんですが、ちょっと集計欄に誤りがございま

したものですから、今回別に追加の修正分としてコミュニティの資料を入れさせて

いただきましたので、そちらのほうを通知させていただきます。  

 現在通知をさせていただいておるのが、各コミュニティーセンター別の曜日別の

集計表でございます。上段が平成３０年度、下段の色つきの部分が２９年度の来館

者数でございます。これは、いずれも４月から１０月分までの集計の数字でござい

まして、ただし、平成２９年度につきましては、子供と大人の区別なしに集計をし

ておりましたもので、２９年度については、子供の欄が全て抜けているような形と

なっております。  

 次に、４ページをごらんください。このグラフが、前年度との来館者の曜日別の

比較でございます。  

 前年度、平成２９年度は土曜日が開館しておった関係と、平成３０年度、月曜日

を開館にした関係で、来館者数の大きな違いが見られるのがそこだと思います。火

曜日から金曜日につきましては、平日の来館者数は、集計的には伸びているという

ような状況が見られております。  

 今回、５ページ目にあります休館日変更後の状況といいましては、一つ目、平日

の開館日、月曜日がふえたことにより全体の来館者数が増加しているという傾向が

見られます。また、周辺部の各コミュニティーセンター運営委員会や利用者からは、

休館日の変更等について特に意見は出ていないという現状がございました。  

 また、子供の来館のことで指摘のございました矢浜コミュニティーセンターにつ

きましては、休館日の変更への対応としまして、親子で参加ができる講座やイベン

トを、土曜日、月一、二回開催して対応させていただいておったところでございま

す。  
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 ただし、参加者が少ない状況が見られましたので、次年度からの開催内容につい

て検討していく必要があると考えております。  

 以上のような状況を受けて、現在４月から試行的に運用している休館日の土日休

館、もとは日月休館の４月から試験的にやっておる土日休館という形で、来年３月

の第１回定例会において条例改正の議案を提出したいと考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。  

 コミュニティについては、以上でございます。  

○南委員長   コミュニティについては以上でございます。１年間、試行されたと

いうことで、来年の３月に条例改正を行うという運びでございます。  

 御意見、御質疑のある方は。  

○仲委員   先ほどの説明で、来年の３月議会に条例改正をしたいということでご

ざいますので、ここでしっかりと議論しておきたいと思うんですけど、休館日の変

更の状況ということで、各コミュニティーセンター運営委員会で議論して、変更に

ついて意見は出ていないということでございますけど、どのような議論をされたか、

もしくは、休館日の変更について議題を改めて出して議論されたか、まずお聞きを

します。  

○内山市民サービス課長   周辺部のコミュニティーセンターの運営委員会につい

ては、以前から休館日の変更については区長会からの要望もあって、平成２９年度

には来館者のアンケートもとった中で試行的にやらせていただいた経過がございま

す。各運営委員会において、運営委員さん、区長さんも入っておられる、婦人会の

代表の方入っておられる中で、月曜日が窓口になったことによって本庁とのやりと

りもスムーズになったというような意見が聞かれたというのは報告は受けておりま

す。  

○仲委員   しっかり議論されたのかなという疑問点は残るわけですけど、施行前

に休館日を変更してもいいかという問いかけの中では、７５％が、周辺地区のほう

ではいいですよという返事なんですけど、試行されてからの議論はもうちょっとし

っかりしてほしいなという気持ちはございます。  

 それから、１番の平日の開館日がふえたことに全体の来館数がどうかということ

なんですけど、全体的には実際にはふえています。  

 ただ、この表をじっくり見てみますと、火曜日から金曜日が、全体的に３０年度、

ふえておるんですね。これで２ ,８７２、ふえています。単純に土曜日と月曜日を

比較すると、土曜日の開館をしておった２９年度は３ ,７６８人、このグラフを見
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るとね。月曜日に開館したのが３ ,２８４人と、逆に、土曜日と月曜日比較すると

いと、４８４人少ないんですわ。逆に土曜日を開館したほうが集客率が多いという

結果になりますもんで、全体的にふえていますけど、平日開館日が月曜日がふえた

のに来館数はどうかというのは、いささか問題がある問いかけですね、これね。は

っきり言うたら間違いですわ、これは。  

 それで、それはそれで意見としてお聞きしておいてもらったらいいんですけど、

一方では、子供の居場所づくりとか子育て支援、それから、生涯学習、公民館機能

を残すということでコミュニティーセンターを移行したわけですけど、そこらの考

え方について、福祉保健課なり生涯学習課とどのように議論されて、どのような意

見が出たか。例えば、土曜日開館をしなくていいですよと意見であったかどうか、

ちょっと具体的な御説明ください。  

○内山市民サービス課長   子育て支援の子育て５課という、連携してやっている

事業、ハッピーデイとかやっています。その中で、今回、生涯学習課のほうといろ

いろ協議いたしまして、子育てに対する各イベントとかについて、各コミュニティ

ーセンターに掲示板を用意して、各課から情報共有を図って、コミュニティで、そ

ういう子育て支援に対するイベントとか、お母さん方の集まりとかの情報を集約し

て発信しようという形で掲示板を各コミュニティーセンターへ設置していただきま

した。  

 また、福祉保健課のほうにつきましても、各健康事業とかについて土日で行う場

合は、鍵の管理も含めて各課のほうで主体的に開け閉めを行うような形で対応して

いるというような状況でございます。  

○仲委員   そこら辺も今後の子育て、子供さんが少ないのは周辺地区では少ない

もんで、自主事業なりいろんなことしても、活気がないとか集まりが少ないという

ことになるんですけど、やはり、周辺地区のコミュニティーセンターは、各学校が

併合されてなくなっていく中では唯一の公共施設であるということなんですね。  

 それから、前回のときの資料で土曜日の利用状況を見ると、例えば、２９年度は、

九鬼、三木浦とか、ある程度土曜日が自主事業をやっているかというと、ほとんど

皆無なんです。自主事業を、子育て支援とかいろんなあれやで、中で、生涯学習な

ど自主事業をやらないから土曜日の開館が少なかったんです、事実があります。実

際に、３０年度は開館していないんですから、貸し館はやりますけど、自主事業は

やれませんね。ということは、土曜日に子育て支援とか生涯学習とか子供の居場所

づくり、本を読みましょうとかいうのが一切やっていないという状況なんです。僕
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は、これでいいのかなという疑問があります。  

 最後に、市長に聞きます。  

 梶賀、早田、九鬼、曽根、新しいコミュニティーセンター、できましたね。これ

については、やっぱり周辺地区の地域コミュニティの拠点として、やっぱりあるべ

き姿がやはり進展していくということが大事と思うんですけど、それから、また、

集客交流、市外からの集客交流、やっぱり土日がふえてくる可能性もありますね。

そういう中で、唯一の公共施設が地域コミュニティーセンターという中で、この利

活用の方向性、市長、どう考えていますか。  

○加藤市長   委員おっしゃるように、要するに、人の集まりの場といいますかね、

コミュニティーセンターは、そういう機能を有したそういうものであると思ってお

ります。  

 今後、要するに、交流人口というようなものを考えた場合に、どこにお越しいた

だくのか、おもてなしできるところはコミュニティーセンターと言っても過言では

ないと、こういう思いでおります。  

 ただ、新しいところ、また、古くからやっているところ、いろいろございますん

ですけれども、この辺の整備は必要かなとは思っておりますんですけれども、先だ

っても、三木浦の市長懇談会のときにもそういうお話がございましたし、当然のこ

とながら、コミュニティーセンターの充実ということはやっていかなきゃならない

とは思っているんですけれども、正直言って、そこで申し上げたのは、まずは３年

間ちょっと待ってというような話になっているんですけどね。  

 要は、趣旨は非常によくわかるんです。あと、これをいつ、どうやって整備して

いくのかということについては、またちょっと今のところ見通しが立っていないと

いう状況でございます。  

○仲委員   最後に。３月議会の条例改正をお願いするという中で、まだ時間もご

ざいますので、しっかりと考え方をまとめた上で決定をしていただきたいと思いま

す。  

 以上です。  

○南委員長   他にございませんか。  

○奥田委員   今のを聞いておってね、僕思ったんですけど、確かに、仲委員、言

われるようにね、土曜日、激減していてね、月曜日がふえたと言いながら、土曜日

は激減していてね、土曜日と月曜日比較すると、減っておるんですよね。だから、

やっぱりコミュニティーセンターというのは、出張所機能は一緒のところもありま
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すよね。それは、もう出張所の分はせんでもいいけれども、していないんですかね、

市役所もね。でも、従来のコミュニティの部分については、これ、土曜日でもあけ

て、地元の方でね、いろいろと、本当に拠点です。地元の方にとっては、コミュニ

ティーセンター、大きな拠点ですからね、地域のね。あけておくというわけにいか

ん。今の話を聞いておって思ったんですけど。せんと、コミュニティーセンターの

意味ないですもんね。どうですか。  

○内山市民サービス課長   輪内のほうですと、コミュニティーセンターの各運営

委員さんとか婦人会の方、鍵を持ってもらっています。緊急の場合の避難所とかで

あける場合がございます。  

 各、地元の自主サークルの団体さんには、土曜日も自由に使えるように鍵を管理

してもらっている状況もございます。そういう意味では、地元の方が使う分には大

丈夫です。  

○三鬼（和）委員   私もちょっと仲委員の話を聞いておって同感するというか、

子育てであるとかという、これまで今の現コミュニティーセンターというのは、公

民館というのがあったので、教育委員会のほうからカリキュラムをつくったりと、

いわゆるソフトの部分ですね、そういったことをやってきた中で、きのう、教育委

員会の審査をしたときも、学力とかテスト結果ですけどね、そういったのがあって、

もっとそういった教育面においても、コミュニティーセンターというのか、各地区

の、それと学校が集約されることによって、学校行事もなくなっていくわけですか

ら、教育委員会とやっぱり上手にコラボして、子育てと、そういった教育、あるい

は地域の連携というんですか、大人も子供もなってというか、そういったことを考

えていく中で、この土曜日の利活用というのは生かされるというか考えなくちゃい

けないんじゃないかなと。ただ来訪者だけのカウントではなしに、どのような形の

子育て、教育、あるいはまちづくりというのか、子供が少ない中での子供を見守っ

ていくかという中のソフト的なものをもっと抜本的に考えた上で、コミュニティー

センターのあり方を、庁内的に、政策会議かなんか、どうなんかというところもあ

ろうかと思うんですけど、それは、考えていくということは一個あると思うんです

けど、どうですか、市長、その辺のところは。ハード整備だけじゃなしに。  

○加藤市長   このデータを見ていただいてわかりますように、おっしゃること非

常によくわかるんですよね。土曜日の日に対して、土曜日の日、３０年度について

は、子供の入館者というのは、九鬼、早田、三木浦、ゼロなんですね。三木里が１

４１人、子供がいる、来館していると、こんな状況ですよね。ほか、古江もゼロで
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あったり、曽根もゼロであったり、梶賀。おっしゃるように、ここにやっぱり、管

理面では、さっき市民サービス課長申し上げましたように、誰かが鍵を預かって、

必要なときにあけますというような、そういう管理状態というのは、土曜日であっ

たとしても、必要に応じて、用途に応じてきちんとあけるようにしているんですよ。

だから、あとはソフトの話だと思いますよ。  

 さっき言いましたように、子供については三木里以外はほとんどゼロであると。

向井や矢浜が４０名とかそういうあれなんですね。そういうイベント、基本的には

コミュニティの人の集まる場、非常に人が集まって、そこで何かやる、非常にやっ

ぱりいい環境の場所だと思いますし、おっしゃるように、そういうこともやっぱり

考えていかなきゃならないんじゃないかなと僕は思っています。  

 そうすると、市民サービス課だけなのかというと、やはり、福祉あるいは生涯教

育、こういったもので、例えば一つには子育てでもってやるとか、いろんな方法は

あると思うんですけれども、やはり私自身もちょっと気になったのが、要するに閉

めた、一応誰かが鍵を持ってあける、その中で子供たちがしているのは、何か三木

里の、確か三木里、昨年のデータのよりますと、何かいろんな土曜日に行事をやっ

ているというような、行事があるから行くんですね。ここは、要するに、閉まって

いるから行事がないのか、行事がないから閉めているのか、どっちかわかりません

けど、おっしゃるような形のものについては、やっぱりソフト面で、もっともっと

検証していかなきゃならないんじゃないかなと思っています。  

○三鬼（和）委員   毎週とは言いませんけど、一月に１回でも、地域の方とか先

生のＯＢであるとか、福祉関係も含めて、子育てであるとか、教育というんですか、

これもあいているから子供に使えということを言っているんじゃなし、仲委員も一

緒のことを言っているんだと思うんですけど、やっぱり市としては、少子化になっ

てきたりとか人口が減っていく中で、やっぱり子供は宝で、言葉だけの話じゃない

ので、そういったのを行政がバックアップした中で、地域で子育てしやすいまちを

つくっていくということが全体の経済に結びつくという仕掛けというのは、これは

ずっとまちづくりの根底ではないかなと私も思いましたので、ぜひそういった取り

組み方をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいなと思います。  

○南委員長   他にございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○南委員長   では、他にないようですので、続きまして、次の報告を求めます。  

○内山市民サービス課長   以前から、空き家に対する条例化ということを議会の
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ほうから意見をいただいておりました。今回、空家条例の条例案という形で、まず

この１２月議会の委員会で説明させていただきまして、また、パブリックコメント

等を求めて、３月上程できればと考えておりますので、まず、案段階の条例案を説

明させていただきます。通知をさせていただきます。  

 まず、第１条につきましては、目的としましては、空家等対策推進に関する特別

措置法に定めるもののほか、空家等及び空地の適正な管理に必要な事項を定めるこ

とにより、これらが管理不全な状態になることの防止を図り、もって市民の安心安

全な暮らしの実現に寄与することを目的として制定するものでございます。  

 第２条の定義でございます。  

 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによると書いております。  

 まず、１番として、空家等につきましては、法第２条第１項に規定する空家等を

いう。この資料の括弧書きの部分につきましては、特別措置法とかの関係条文を書

かせていただいた部分でございます。  

 次に、空地の、２番、使用されていないことが常態である土地をいうとあります。

ここの使用されていないことが常態であるということに関しましては、総務省、国

交省の基本指針の中で、空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため

の基本的な指針というのがございまして、住居その他の使用がなされていないこと

が常態であるということは、建築物等が長期間にわたって使用されていない状態を

いい、例えば、概ね年間を通して建築物等の使用実績がないことは一つの基準とな

ることが考えられるというような見解が示されております。つまり、１年以上住居

状態のない建物、空地等について、使用されていないことが常態である土地という

ふうな定義をさせていただきたいと考えております。  

 また、３番の特定空家等につきましては、法第２条第２項の規定する特定空家等

をいうとなっております。下の括弧部分の特別措置法の第２条第２項におきまして

は、この法律において特定空家とは、１、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上

危険となるおそれのある状態、二つ目として、著しく衛生上有害となるおそれのあ

る状態、三つ目としまして、著しく景観が損なっている状態、四つ目が、放置する

ことが不適切である状態にあると認められる空家等をいうとなっております。この

ことにつきましても、国のガイドライン等が示されております。  

 その中で、構築物等がそのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれ

のある状態ということは、建築物が著しく保安上危険となるおそれがある、建物等
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が倒壊するおそれ、屋根、外壁等が脱落、飛散するおそれがあるような状態を示し

ております。  

 また、２番目の衛生上有害となるおそれのある状態につきましては、建築物また

は設備等の損壊等が原因で著しく衛生上有害となるおそれのある状態、ごみ等の放

置、または不法投棄が原因で衛生上有害となるおそれのある状態。次に、適切な管

理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態につきましては、そ

の他周囲の景観と著しく不調和な状態、既存の景観に関するルールに著しく適合し

ない状態となっております。  

 また、生活環境の保全を図るため放置することが不適切である状態ということに

つきましては、立木が原因で放置することが不適切である状態、空家に住みついた

動物等が原因で放置することが不適切な状態、構築物等の不適切な管理等が原因で

放置することが不適切である状態というものが国のガイドラインとして示されてお

るような状況でございます。  

 また、次に、第３条としまして市民の役割でございます。市民とは、市の区域内

に特定空家等または特定空地があると認めるときは、速やかに市長にその情報を提

供するよう努めるものとするとございます。  

 また、この場合、市民等の定義につきましては、市内に住居し、在勤し、または

在学する個人及び市内に事務所または事業所を有する個人、法人、その他団体とい

うように定義をさせていただいております。  

 また、第４条につきましては、市長は、法第１４条第２項の規定による勧告をし

ようとするときは、あらかじめ、第６条第１項に規定する審議会の意見を聴かなけ

ればならないという条文でございます。  

 この勧告につきましては、勧告を特措法に基づく勧告を行った場合、固定資産と

か都市計画税等の減額措置の適用が外れます。これは、住宅用地特例の適用除外に

なることでございまして、敷地面積が２００平米以下の場合は課税標準額の６分の

１が減額されます。また、２００平米以上につきましては３分の１、都市計画税に

つきましては、２００平米以下が３分の１、２００平米以上が３分の２というよう

な減額の特例がございます。これを特定空家に認定して勧告を行った時点で、その

減税の対象から外れますので、いわば６倍の税額がかかるというような状況が発生

します。  

 このような重い勧告を出す場合には、当然行政だけの意見ではいけませんので、

審議会を通して勧告の対象になるかどうかを判定していただくというような条文と
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なっております。  

 また、第５条では、特定空地に対する措置としまして、条文中、特定空家等とあ

るのを特定空地と読みかえる条文でございます。  

 次に、第６条でございます。９ページになります。  

 先ほどの空家等審議会の設置の条文でございます。  

 第６条につきましては、市長の諮問に応じ、第４条及び前第２項の規定により勧

告について調査審議するため、尾鷲市空家等審議会を置くと。第２項では、審議会

は市長が委嘱する委員、５人をもって組織する。３、委員の任期は２年とし、補欠

委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。４項として、

第３項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関する事項は、規則で定める

となっております。  

 また、第７条には関係機関との連携ということで、市長は、災害や犯罪を防止す

るため必要があると認めるときは、市の区域を管轄する警察その他関係機関に対し、

法第９条及び第１４条第１項から第３項まで並びに第５条の規定により準用する法

第９条及び第１４条第１項から第３項までの規定による調査、助言、指導、勧告及

び命令の内容を提供し、必要な措置を講ずるよう要請することができるとなってお

ります。  

 また、先ほどの第６条の空家審議会の内容につきましては、次の尾鷲市空家等対

策の推進に関する特別措置法及び尾鷲市空家等及び空地の適正管理に関する条例の

施行に関する規則の案をごらんいただきたいと思います。  

 ここの第４条に委員のことがうたわれております。  

 条例第６条に規定する尾鷲市空家等審議会の委員は、次の各号に掲げる者とする。

１として、法務、不動産または建築に関する有識者、２、市民団体の代表者、３、

その他市長が適当と認める者というふうにうたわせていただいております。  

 第５条、第６条に関しましては、会議に関する委員の互選等の内容でございます。  

 また、第７条には、意見の聴取等といたしまして、審議会は、必要があると認め

るときは、学識経験者、関係行政機関の職員その他の関係者の出席を求め、意見も

しくは説明を聴き、または、これらの関係者に対して必要な資料の提供を求めるこ

とができるというような条文でございます。  

 次のページをごらんいただきたいと存じます。  

 条例制定に向けての今委員会以降のスケジュールを示させていただいております。  

 まず、１番、今回条例案の説明をさせていただいております。第４回、定例会、
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行政常任委員会において条例案の説明をさせていただいております。  

 次に、２番として、パブリックコメントの募集としまして、今定例会閉会日であ

ります１２月１４日、金曜日から１２月２８日、金曜日、２週間をめどにパブリッ

クコメントを市のホームページまたは地区公民館に用紙等を配付させていただき、

パブリックコメントを求めたいと考えております。  

 また、３番として、パブリックコメントに対する回答を１月以降、また、これも

ホームページ等で回答させていただきたいと考えております。  

 また、４番目では、条例案の議案上程といたしまして、パブリックコメント等、

議会でいただいた意見も含めまして、第１回定例会において議案として上程したい

と考えております。  

 また、審議会の委員につきましては、法務局とか関係機関の委員を予定しており

ますので、異動等の関係もございます。また、条例、認められ次第、関係機関に委

員の推薦を依頼して、１月以降、委員の委嘱を行った上で、６月１日条例施行とい

うふうに考えていきたいと現在考えております。  

 次に、１３ページには、条例化による空き家対策のフロー図を示させていただき

ました。  

 現在、まず、１番として、市民からの相談や苦情等について、市民サービス課の

市民生活係のほうに市民から相談が寄せられている状況でございます。  

 ２番として調査、これには、外観の調査と管理者等、税務課の協力もいただきな

がら、市民課の住基情報をもとに管理者の調査を市民サービス課のほうで進めてお

ります。  

 また、外観等の調査につきましては、建設課さんの協力もいただきまして進めて

いる状況でございます。  

 次に、管理者が判明次第、改善の依頼と指導、助言というような形で、文書、写

真等をつけて送らせていただいております。  

 また、台風等で道路上にごみ等、空き家から散乱している場合につきましては、

緊急の安全措置といたしまして、建設課の協力をいただきながら敷地内へ飛散物を

押しとどめるような状況とか、トタンの飛んだのを回収したりするのは担当課のほ

うで行っているのが現状でございます。  

 今後、文書を送って管理者のほうから改善があった案件も何件かございます。そ

れ以外につきましては、庁舎内で検討委員会で、その案件についての現状を報告さ

せていただきまして、その上で、条例に基づいて設置する審議会で特定空家に認定
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するかどうか、国の基準等について協議をしていただきたいと考えております。  

 ８番、９番につきましては、条例後の動きになるんですが、審議会で特定空家に

該当する空家と、そこまで行かないけれども、もう管理不全な空家という判定をい

ただいた後に、勧告まで行くのか、それとも、勧告しても改善が見られない場合、

命令、最終的には代執行までが特措法の中ではうたわれておるような状況でござい

ます。  

 また、一番下の米印に書いてある、特措法による国の支援、補助等もメニューが

ございます。また、これにつきましては、各市町において空家等対策計画の策定が

必須事項となっております。また、これにつきましては、３１年度、市民生活係の

職員体制、また、建設課の応援もお願いしながら、３１年度審議会の意見等も聞き

ながら対策計画を立てていければと考えている状況でございます。  

 なお、今回の条例は、あくまでも市側の、執行側のある程度バリアというんです

か、行政側の代執行、すぐに代執行まで行くというわけではなく、代執行まで行こ

うと思うと予算も必要ですし、また、法的な根拠も必要となってくることから、慎

重に進めなければいけない条例でもありますし案件でもあると担当課では考えてい

ます。  

 条例案につきましては以上でございます。  

○南委員長   ありがとうございました。  

 今、空き家対策の、もう条例制定に向けての案をしていただいたんですけれども、

条例制定に向けてのスケジュール、もう見ますと、パブリックコメントの回答をホ

ームページ上でということなんですけれども、この中で行くと、委員会の審査とい

うのはね、もうほとんど、条例制定で終わっていくのかなというような感じがする

んですけれども、そうじゃなしに、やはりパブリックコメントのあり方も期間的に

も僕はちょっと短くて、どう周知するのかなというような疑問がありますし、でき

たら、当委員会といたしまして、今回、初めての条例案の説明ということなんです

けれども、もう、ほぼ、これでいくと固まっておるなという感じがするんですけれ

ども、どこを参考にされた条例なのかなという、自治体の。恐らく、どこかを参考

にした条例だと思うんですけれども。これ、いきなり、パブリックコメント、議案

上程じゃなしに、委員会としては、皆さんの意見なり、当然パブリックコメントが

出た時点でも当委員会にも報告をしていただいた後に審査していきたいなと考えて

おりますので、それも踏まえて質疑のほうをお願いいたします。  

 ちょっと待って、課長、答弁があったら。  
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○内山市民サービス課長   済みません。パブリックコメントを、ちょっと期間、

短いんですが求めて、それに対する回答なり示された意見について、まとまった時

点で、上程までには、この３番と４番の間には、一度また委員長にお諮りして、委

員会でパブリックコメントの内容、また、それに対する回答も含めて、委員会のほ

うへ説明させていただければと考えています。  

 以上です。  

○南委員長   できたら、回答する前ぐらいが一番望ましいと思うんですけれども。

パブリックコメントをまとめた時点での委員会の報告というのが。もう回答してし

まったらさね、それがもう既成の事実になってしまうで、委員会で変更云々という

ことじゃなくなっていくと思いますので、できたらお互いに情報を共有できる形の

もとで審査をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。  

○内山市民サービス課長   また、パブリックコメントまとまり次第、委員長に相

談……。  

○南委員長   そうですね、お願いします。  

○濵中委員   私も、それ、すごくパブリックコメントの募集の日程が気になりま

したし、今これ報告をいただくということは、１２月の広報には、この情報載って

いないですよね。そうなりますと、やはり、まずこの条例が制定されますよという

こと、パブリックコメントを募集しますよということに関しても周知がしにくいの

かなと思うので、されにくいなと思うので、ワンセグなどを使って、どなたへでも

届くような形のことをまず広報考えていただきたいというのがまず１点と、それと、

この資料の１３ページの最後のところにあるフロー図なんですけれども、条例が制

定されて、ある程度抑制されればええなとは思うんですけれども、空き家をお持ち

の方を特定するまでにはかなり時間がかかるのかなというものもありますよね。そ

れ以外に、もう空き家の持ち主がわかっている状態で、こういった状態になってい

るものをフロー図に当てたときに、最初の１から９まで来る間が、どれぐらいの期

間を想定していますか。  

○内山市民サービス課長   現状、管理者等につきましては、基本的には住基と固

定資産の納税義務者の情報をもとに調べることは容易に、期間はそんなに必要ない

と思います。  

 ただし、固定資産とか家屋の承継されていない物件が何件かございます。そこら

辺は、当然管理者が不明の状態にありますので、そこを手をつけていこうとすると、

法的な調査等も必要となってきますので、そこらはまだ現状そこまで踏み込んだ調
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査はしていないというような状況でございます。  

○濵中委員   だから、それは、大変な調べることがあるのは理解できておる中で、

持ち主がきちっと特定されている状態でこういうふうな対象になったときの１から

９までは、どれぐらいの期間がかかると想定されるかという。  

○内山市民サービス課長   ９までというと、代執行というか、勧告までのという。  

○濵中委員   もう一遍ちょっとちゃんと聞きます。  

 だから、建物がそういう対象になりましたとして、庁内検討委員会での協議をし

たり審議会をしてくる、この９番の手前までの期間がどれぐらいと想定しています

かということです。  

○内山市民サービス課長   済みません、参考他市町では、物件にもよると思うん

ですよ、物件の状態にもよると思うんですが、最低でも半年以上はかかるのではな

いかなと。法的なこともございますので、早くて半年、１年ぐらいはかかるのかな

というふうに想定はしております。  

○濵中委員   じゃ、最終的に、これは言葉の確認なんですけれども、条例案の中

に固定資産税とか都市計画税の減額の対象外になりますよという説明がありました。

これ、ちょっと簡単に理解できる言葉にしたいなと思うんですけれども、これは、

建物が建っていれば地面に対する減額があるのが、こういうふうな対象になってし

まえばそれはなくなって、建物があったとしても更地と同じことですよという、そ

れでよろしいですか。  

○内山市民サービス課長   お見込みのとおりでございます。  

○濵中委員   ありがとうございます。  

○三鬼（和）委員   関連してなんですけどね、特措法の中では、こういう条例も

受けていろいろすると、それを対応しなくても、いわゆる自治体にも問題が出てく

るということもあるんですけど、それ以上に、特定空家と認定されたというか、そ

ういったときに、今、濵中委員が言われていたように、むしろ反対に罰則規定を条

例へうたうほうがいいんじゃないんですか。例としては、固定資産税が最大６倍に

なるとか、そういった例があるじゃないですか、都市計画税が最大３倍になるとか、

命令をしたにしても応じなかったら５０万以下の罰金とかというのが特措法では国

のほうで認められておるところがあるんですけど、そういったところは、もう周知

するというのかな、わかりやすくするほうが、もっと対応してもらえるのではない

のかなと思うんですけど、どうなんですか、その辺は。  

○内山市民サービス課長   今回、条例制定に当たりまして、市の条例等の加除等
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を委託しております会社のほうにいろいろ相談させていただいて、全国各市の条例

を参考に、条例案として今回上げさせていただきました。  

 その中で、国の定めるもの以外の部分を条例で補完するという条例でどうかとい

うような意見をいただきました。  

 また、過料等につきましては上位法で定まっておりますので、アピールにはなる

とは思いますが、条例まで落とし込む必要はないのかなというふうに判断させてい

ただいたところでございます。  

○三鬼（和）委員   いやいや、連絡して、それに対応しなかったら特措法の中で

は、２０万かな、以下の罰金というかがあるんですけど、市として、やっぱり条例

つくって対応しますよって言っていても、それが進まなかったときもあり得るわけ

じゃないですか、現状として、もう何年も放置されておるようなところもあろうか

と思いますので。私が知っておる限りでも、うちの近所でも若干それに、こういっ

たのに適用するかなというようなところもなきにしもあらずみたいなところという

のは、今、市内を見ると少ないわけじゃないと思うんですね。  

 ただ、ある程度、もうこの国の法律ができた以上は、市町として具体的に、これ

は、もう代執行が簡単にできれば、自治体自体ができれば言うことはないですけど、

代執行ができずに何とか本人にやっていただくということを考えて、それがもとだ

と思うんですけど、でも、当たり触らずの条例であるというと、前へ進むんかなと

いうところがあって、むしろ市がそれ以上前へ進めないということも出てくるんじ

ゃないかなと思うんですけど、その辺は考えなかったですか、どうなんですか。  

○内山市民サービス課長   実際、この条例を使って、きつい条文にすれば、それ

だけ効果はあるとは思います。  

 ただし、先ほどもどのぐらいかかるんか期間的にという話もございました。  

 当然、管理者がおる場合の物件を手をつけようと思えば、法的な部分もクリアす

る必要があって、当然弁護士さんの費用とかも予算化する必要もございますし、ま

た、それでも対応できなかった場合は代執行という形で市の税金を使ってというと

ころまで行く可能性もございます。  

 現時点での担当課としましては、過料まで条文にうたわずとも行けるのかなとい

うようなことを考えて、こういう条文にさせていただいたものでございます、済み

ません。  

○南委員長   ちょっと課長の、皆さんの意見、いろんな意見出ると思うんですけ

れども、本当に御苦労してこの案をつくっていただいたなということにはある程度
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の理解は示すんですけれども、やはり、この時点でパブリックコメントの募集とい

うのは、ちょっと拙速やなと思うてね。難しいわ、この状態で、市民に対してどな

い説明するんかなということも理解できないし、僕は、委員長としてじゃなしに、

個人的にも、この３月定例会へ上程するのは、非常に僕はもう拙速過ぎるという考

え方を持っておるんですけどね。  

 確かに、条例を制定して市民に周知するというのは、空家対策は十分大事なこと

は認識をしておりますけれども、現時点では、ちょっとパブリックをとるというこ

と自体が僕は非常に難しいんじゃないかなというような、時間的にも、市民に対し

ての、もう説明不足で見切り発車で行くみたいな感じですので。  

○三鬼（和）委員   さっき、課長、答弁くれましたけど、上位法ができて、市町

としても条例を整備しなくちゃいけないという意味合いはわかりますけど、現実、

何とかしてほしいという住民も多いわけじゃないですか。それについては、いろい

ろ現状は苦労されておるということは理解するんですけど、もう少し、仮に代執行

してでも、尾鷲市内にあれば、これはあくまで本人に請求するものですから、原則

としては、市がやれる分はというのはあって、代執行は多分今の尾鷲市の状況であ

ったら難しいとは思うんですけど。  

 ただ、条例をつくるからには、やっぱり生きた条例にすべきじゃないかなとは思

うんですけど、もっともう少し踏み込むべきじゃないかなと思うんですけど、いか

がですか。  

○内山市民サービス課長   条例に関しては、今回初めて示させていただいたわけ

ですので、いろんな考え方があるとは思います。そこら辺も含めて、もう一度ちょ

っとスケジュールも含めて、また議会のほうへ相談させていただきながら進めさせ

ていただきたいと考えています。  

○仲委員   済みません、先ほどの課長の話から薄々わかったんですけど、一応、

この条例、特別措置法に定めるもののほかと書いていますもんで、多分これでいい

んでしょう。  

 ただ、やはり、この条例が市民にどういうふうに担当課が読んでいただきたいか、

感じていただきたいかと考えると、やっぱり周知をしていただいて抑制をすると、

そういう意味では、少なくても、所有者の責務とか、勧告しますよとか、助言あり

ますよとか、命令。代執行まで書けとは言いませんけど、そこらをやはり条文の中

へ落とし込まないと、例えば、第３条の市民の役割は情報提供するになっています

よ。市民の役割で、所有者の役割をやっぱり先書くべきなんですわ。それを書いた
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上で、やっぱり、所有者は、そうだなと思っていただくというのが一つの大きな狙

いだと思うんですわ。  

 今のところ、条例案は、特別措置法書いていますけど、これ、抜けていきますよ

って、全部。見た人が、わかりませんよ、これ。特に市外の人に見てほしいわけで

すから、そこらをやっぱり、この条例で何を所有者に訴えていくかというのを感じ

て、やっぱりつくってもらわんといと、やはり、ただつくっただけだという、代執

行は、僕は無理やと思っていますもんで、今のところ。そこら辺をちょっと、どう

でしょうかね。余りきついこと……。  

○加藤市長   現実問題としまして、この問題が非常に大きく取り沙汰されている

というのは、市民の皆さんの非常にいろんなお話を伺っていると。  

 まず、条例をつくりましょう、三鬼和昭委員がおっしゃった、条例をつくる以上

は、当たりさわりのない状態では意味がないというのは非常に理解できるんですよ

ね。  

 ただ、一つだけあれするのは、目的ではっきりとそのことをうたっているわけな

んですね。目的とその定義の中で。あとは、それをどうやって具体的にこの条例の

ところに含めるかという問題については、非常に考える、もう一度再度再考する余

地はあるなとは思っております。  

 ただ、日程的なことが急ぎましたものですからね、結局こういう形になったんで

すけど、しかし、本当に条例でもって、この条例でもって何を市民の方々にお願い

するのか、訴えるのか、そういった管理者の方々に訴えるのかという、こういうと

こが委員の皆様方のほうからもそういう強い要請もあるということでもって、正直

言って、４月、３月末でって、６月１日ありきじゃないなという気もいたしました。  

 委員長おっしゃっているように、パブリックコメントを出したら出すだけじゃな

しに、やっぱり市民の皆さんに御理解いただいた中でのやっぱりお答えを頂戴する

というような話もあるし、その内容についても、おっしゃっていますように、委員

会上程については、募集で回答する後じゃなし、どんなやっぱり募集があったんだ

というような内容と、じゃ、これについての執行部のほうの回答はこういうふうに

したいという、そういう手順というのは、僕、必要だと思うんです。非常に重要な

話で、急がなきゃならないんですけれども、もし、やれるんでしたら、もう一度、

再度今後のスケジュールについてはちょっと考えさせていただきながら、もう一つ

は、この条例の内容についても、もう一度、再吟味しながら、もう一度、執行部の

ほうに持ち帰るということと、私は、さっきの御意見とかあれしてきましてそう思
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いましたんですけど。  

○南委員長   お願いします。  

○三鬼（和）委員   関連で。  

 代執行等を含めて、今、市長が言われることもあるんですけど、それを執行部に

強要しておるわけではなしに、今後、人口減少が進んだりすると、空き家もふえて

こんとは確定できやんところがありますので、今後の一旦空き家になったときの空

き家のあり方というのか、それも含めてわかるような、わかるというかほらくって

おいたらこうなるんですよというような、わかりやすい条例にするということがや

っぱり抑制になるとは思いますので、その辺は、やっぱり再検討してほしいなと思

います。  

○濵中委員   皆さんと同じような重ねた話になってしまうのであれなんですけど、

さっき私が聞かせてもらった減額の対象ということ、改めて聞かなんだら、説明さ

れても、改めて聞かなんだら、ちょっと確認ができなんだということもあります。

これは、文章に書く書かん関係なく、こういう対象外がありますよということがあ

るんであれば、やっぱりそれは説明として、説明というか条例であらわすべきかな

というのを。同じようなことなので、済みません。  

○南委員長   先ほどの市長のほうから条例の中身も、また、スケジュールについ

ても再考していただくということでございますので、また、改めて、ある程度骨子

ができてきたら当委員会のほうへ報告を願って、やっぱりパブリックコメントにつ

いても、市民にある程度の理解の上でパブリックコメントをいただくように努力を

していただきたいと思います。特に、楠委員。  

○楠委員   事務局のほう、これ、内容を見ると、特措法ができる前の空き家対策

の条例については、個々細かく何十条という条文があちこちにあったんですよね。

特措法ができて簡潔にやられているので、私はそんなに問題ないのかなと。特措法

の中身を全部条例に入れる必要はない。これはあくまでも、お知らせとか、そうい

うパンフレットの中で説明すればいいだけの話で、それ、理解するかしないかは、

別の話。  

 もう一つ、濵中委員も言っていたように、税法上の説明、これは特にやっておか

ないと、いわゆる最終的に命令かけるときに問題起きるので、やっておかないとい

けないだろうと。  

 それと、あと、仲委員が言ってくれた市民の役割、市の責務、この辺がもう少し

ちょっとこってり書いておかないと、何だよ、俺たちだけかよという話になるので、
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この問題があるだろうと。  

 それから、あと、特措法の１４条の第３項で、命令を出すときに、ここが一番問

題なんだけど、告示とか手続をしておかないと、これ、裁判やったら負けちゃいま

す、この中身だけだったら。だから、告示をちゃんとして、その場合は、住所とか、

氏名の告示は、所有者等の個人名、これはもう絶対やっちゃいけないんですよ。だ

から、どこどこの場所のところに看板を立てるにしても、その土地の所在で、こう

こうこういう理由でこうですよというぐらいしかできないので、この辺のところも、

顧問弁護士さんの方によく相談してほしいなというのがあります。  

 それから、あと、法の９条の第１項で、基本的には立ち入りの関係も全部出てい

るんですけど、これ、入るのは別に立ち入り証があればいいので入れます、法律上、

何の問題もないんですけど、ただ、その前に、やはり実態調査をしておかないと、

市民から、いろんな提案とか情報をもらうフローにはなっています。苦情と書いて

あるんだけど。このときに、既に市がある程度把握しておかないと、来ました、行

きましたということじゃ、ちょっと後で問題が起きそうなので、先にやっぱり実態

調査をやっておくということが一つあるかと思うんですね。  

 このフロー図にも、あともう一つは、条例何条という表示がしていないんで読み

にくいんですよ。それもしっかりちょっと書いておかないといけないんだろうと。  

 それから、あと、この１３ページの米印のところもそうなんですけど、最終的に

は、これ、まちづくり協議会とか、ある程度団体をつくって、その地域の空地だと

か特措法の対象になる建物とか、そういうものについて、どういうまちづくりを進

めていくかということもやっていかなきゃいけないと思うので、その辺をぜひちょ

っと考えてほしいなということ。  

 それから、あと、委員長がよく言っているパブリックコメントの募集。これ、本

当に２週間でいいのかどうかというところ。  

 それから、あと、周知期間がありますので、正直言って、今の日程から行くと、

最短でも９月の条例制定でもいいのかなと。いわゆる周知期間が全体が少ないとい

うところで、もう少ししっかりパブリックコメントをもらうのと、この法律で重課

税になるんですよということをしっかり理解してもらったほうが早いのかなと思う

んですね。特に、６倍になりますから。その辺、ちょっともう一回整理してもらっ

たほうがいいのかと思いますので、ぜひちょっと、もう少し検討してもらって。  

○南委員長   いろんな意見があると思うんですけど、再度、当委員会としてもね、

互いにすり合わせしていきたいなと考えておりますので、きょうのところは、もう
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……。  

○奥田委員   一つだけ。  

○南委員長   もう、最後のほうで、簡潔にお願いいたします。切りがないで、こ

れやってしまうと、もう。  

○奥田委員   確認なんですけど、私は、これ、もう早くやってほしいなという気

はするんですけどね、というのは、先月、紀北町が白浦で代執行、空き家の特措法、

これを適用して代執行やっておるんですよね。これ、東紀州で初めてということで

すけど。台風もあってね、いろんな空き家の瓦が飛んだとか苦情結構あったでしょ

う、僕のところも結構届いていますので、それやもんで早く整備してほしいとある

んですけど。ただ、やっぱり周知期間が要るので、このパブリックコメント、１２

月１４日から２８日というのは、とりあえず延期という理解でよろしいですか。ど

うなんですか。  

○南委員長   いえいえ、もう。  

○奥田委員   やるんですか。  

○南委員長   それも踏まえて再考するという返事を市長にいただいておりますの

で。  

○奥田委員   そうしたら、もう延期ということでね。  

○南委員長   市長、もう一度お願いします。  

○加藤市長   今では、パブリックコメントの募集というのは、この時点では、こ

ういう御意見をいただいて我々持って帰るというんですから、できませんので、も

う一度スケジュール等も含めて、議会からの議員の皆さんの御意見も伺いながら、

もう一度再度やらせていただきたいと。  

○南委員長   条例もな、中身についても。  

○奥田委員   わかりました。  

○南委員長   また、すり合わせさせてもらいます。  

○野田委員   ちょっと一つだけ。  

 一つ、７ページの特別措置法のところで、助言または指導することができる、そ

の次に、相当の猶予期限をつけて、その勧告に係る措置をとることを命ずることが

できると中には書いてあるんですけれども、先ほど言ったように、改善への助言と

指導という部分を、そして改善がなければ勧告というところの手続が踏まれるわけ

ですよね。そこら辺は、この今回の空き家の条例の案の中に入れたほうが、より明

確にされるんじゃないかと。  



－３４－ 

○南委員長   もう、全てそれも踏まえて。  

○野田委員   そこら辺も踏まえて。  

○南委員長   再考ということですので、理解をお願いいたしたいと思います。  

○加藤市長   そういう話の中で、助言、その勧告、指導という言葉をどうのこう

の。ここには、一応、我々の今の案では条例については含まれていませんで、そう

いうことも含めてもう一度再考させていただいてお諮りしたいと、このように考え

ておりますので、よろしくお願いします。  

○楠委員   一つだけいいですか。  

○南委員長   簡潔にお願いします。  

○楠委員   簡潔に。三鬼委員からも罰則規定とかいろいろあったんですけど、罰

金が５０万、特措法でもう既にうたっている内容なんですけど、条例に設ける場合

だと、市の条例に最高の罰金が幾らかという問題が出てくるので、これ、比例原則

を間違えるとそれも大変なので、それもちょっと顧問弁護士の方とよく相談しても

らいたいと思います。  

○内山市民サービス課長   検討させていただきます。ありがとうございます。  

○南委員長   じゃ、済みません。続いて、集落支援の活動状況について、簡潔に

お願いいたします。  

○内山市民サービス課長   それでは、資料３で、九鬼の集落支援の進捗状況を報

告させていただきたいと思います。  

 このことにつきましては、昨日、福祉保健課のほうで地域包括ケアの中で細かい

説明をいただきましたものですから、私どものほうとしては、最後の今後の取り組

みというあたりだけを説明させていただきたいと思います。  

 本年、九鬼では、本年１０月よりボランティア候補者４名と具体的な支援サービ

ス内容の検討を開始するとともに、庁内有志によるボランティア団体として、基本

的に高齢世帯を対象に、平日、日中の買い物、通院を主たる目的とする尾鷲市街地

への移動支援及びごみ出し等の簡易な生活支援を目的とした会費制の互助組織の設

立に向け、活動を行っておるところでございます。  

 また、１２月には社会福祉協議会ボランティアセンターへ登録し、移動支援につ

いて２カ月程度実証実験を行った上で、三重運輸支局に相談しながら、年度内の正

式稼働を目指しているという状況でございます。  

 また、このことに関しましては、三木浦、梶賀の集落支援員さんと連絡会議を開

きまして情報共有を図って進めているところでございます。  
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 以上です。  

○南委員長   以上、集落支援員の簡単に説明をいただいたんですけれども、よろ

しいですか。  

 もう一点、墓地のほうの報告が口頭であるそうでございますので、よろしくお願

いします。  

○内山市民サービス課長   済みません、今回資料はございませんが、尾鷲港新田

線道路改良工事に伴い移転が必要な折橋墓地につきましては、墓石管理者の意向調

査を実施するとともに、土地や建物の補償交渉が県において進められている状況で

ございます。  

 一方、市においては、折橋墓地の移転先について周辺住民の同意に向けて調整進

めてきましたが、現時点で全ての周辺住民の皆様から同意を得るには至っていない

状況がございます。  

 しかし、今後発生が危惧される南海トラフ巨大地震発生時において、尾鷲港の耐

震岸壁と県の広域防災拠点を直結し、かつ、平時においては本市の活性化の拠点と

すべき港湾部と、国道４２号線を直結するこの尾鷲港新田線の早期供用に向け事業

を進めるため、現在の光ケ丘墓地に隣接する用地を新墓地造成地と決定し、移転事

業を進めてまいりたいと考えております。  

 なお、詳細設計等が完了しました後に、近隣住民の皆様から要望がありました説

明会等を開催させていただきたいと考えております。  

 また、墓地移転は、県からの補償を受けて本市にて新墓地の造成を行うこと、設

計等を含めた一連の新墓地造成の完了までには複数年を要することから、年明けに

は県と市において新墓地造成に関する基本協定及び年度協定を締結することとして

おり、協定書の内容等につきましては事前に委員会へもお示しさせていただきます

ので、御理解、御協力をよろしくお願いいたします。  

 以上でございます。  

○南委員長   ただいまの説明によると、大変に御努力をしていただいたんですけ

れども、最終的に全周辺住民の方の理解を得られなかったということなんですが、

やはり、尾鷲港新田線は、大きな防災道路としてもこれからも必要不可欠で、早期

完成を望んでおるということで、全員同意には至らなかったけれども、予定どおり

墓地候補地として事業を進めていく決定をされたと理解してよろしいんですか、そ

れだけ確認。  

○内山市民サービス課長   そのような経過でございます。  
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○南委員長   ただいまの、この今回の決定についての特に御意見のある方は。  

○奥田委員   それも、僕、前回もちょっと確認させてもらったんですけど、どう

いった理由が一番多いんですか、今、周辺の方。近くの方やね、光ケ丘墓地の。  

○南委員長   反対の意見ですか。  

○奥田委員   反対の理由、意見として。でも、きちっとしておかんと、これ、後

でもめたりするとね、大変ですよね。  

○内山市民サービス課長   周辺住民の方に説明に回った中では、お墓が近くに来

ると地価が下がるのではないか、また、大家さん等は、墓地が来ると借家に入る方

が少なくなってしまう、それと、造成後の土砂災害を心配される方、それから、人

家の上にお墓が来ると地域が廃れるとか、さまざまな意見がございます。  

 担当課としましては、まだ地質の調査とか工事概要もはっきりしてない中で、ち

ょっとまだ、住民説明会、望む声も当然ございます。ただし、詳細設計が進んだ後

に、工法も含めて、どこから工事車両が進入するとか連絡道路はどうするとかとい

うあたりは、まだまだ説明し切れる状況にないことに対する不安もございまして、

全ての方の同意はいただけないというのが現状でございます。  

○奥田委員   やっぱり、ごみ焼却施設もそうですけどね、やっぱり住民の同意っ

て、僕はまず第一やと思うんですよね。だから、大変とは思いますけど、その辺の

ところを、余り時間ないですよね、もうね。もう来年１月には、もう協定結ぶとか

何か言うていましたよね。大丈夫ですか、その辺は。住民説明会も、まだされてい

ないんですか。  

○内山市民サービス課長   住民説明会を求めるのは、工事の工法とか目張り、人

家から墓が見えないような対策をどうするんやというあたりの意見で住民説明会を

開いてというような声があるんですが、まだ設計も行っていない段階ですので、設

計が終わり次第、速やかに住民説明会を開きたいというふうに考えています。  

○南委員長   この種の問題はね、本来は地域の方々の全員の御同意で進めるのが

もう本当にベストなんですけれども、特にどうしても御努力はかなりされたと思う

んですけれども、やはり反対の方が複数おられるという、現実におられるというこ

となんですけれども、タイムスケジュールだとか、例えば、造成ね、予定ができて

きたら必ず地域住民に、もう懇切丁寧に住民説明会等を開いて説明をいただいて、

また１人でも２人でも理解を得られるような努力は最後までしていただきたいと強

く要望をいたしておきます。  

 これで市民サービス課の審査を終わります。御苦労さんでした。  
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 午後は、１時１０分から行います。環境から入ります。  

 休憩します。  

（休憩  午前１１時５１分）  

 

（再開  午後  １時０９分）  

○南委員長   それでは、休憩前に引き続き委員会を続行いたしたいと思います。  

 次に、環境課なんですけれども、あと、環境、水産、農林、商工観光、建設まで

行きたいと思いますので、御協力をお願いいたします。  

 それでは、環境課、付託議案７４号の補正予算の説明を求めます。  

○竹平環境課長   それでは、座って失礼させていただきます。  

 議案第７４号、平成３０年度尾鷲市一般会計補正予算（第６号）の議決について

のうち、環境課に係る部分について、補正予算書及び予算説明書に基づき御説明さ

せていただきます。  

 まず、第２条の債務負担行為の補正について御説明をさせていただきます。  

 ６ページをごらんください。通知いたします。  

 第２表債務負担行為補正のうち、環境課分といたしましては、下から７段目にあ

ります可燃ごみ・資源化物収集運搬業務委託、以下５項目でございます。  

 可燃ごみ・資源化物収集運搬業務委託につきましては、今年度末で３カ年の契約

期間が満了するため、次の委託期間を２０１９年度から２０２１年度の３年間とし、

限度額を４億１ ,１６６万３ ,０００円と定めるものであります。こちらの詳しい内

容につきましては、後ほど資料にて御説明をさせていただきます。  

 次の指定ごみ袋保管配送業務委託につきましては、指定ごみ袋の保管及び取り扱

い店への配送業務を委託するもので、期間は平成３１年度の１年間とし、限度額を

１６８万３ ,０００円と定めるものであります。  

 次の資源プラスチック類保管運搬業務と資源プラスチック類処理業務委託につき

ましても、昨年と同様に、４月１日からの業務を円滑に進めるため期間を平成３１

年度の１年間として、限度額をそれぞれ２７５万１ ,０００円と３１４万４ ,０００

円に定めるものであります。  

 次の廃棄物搬入受付・分別業務委託につきましても、期間を平成３１年度の１年

間として、限度額を１ ,１４４万８ ,０００円と定めるものであります。こちらにつ

きましては、清掃工場における平日作業員として７名、土曜日、祝祭日の搬入受け

付けに１名、第１、第３日曜の分別業務に２名の業務委託を毎年実施しているもの
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であり、年度開始の４月１日から業務が行われるため、引き続き債務負担行為とし

て定めるものでございます。  

 次に、歳入について御説明させていただきます。  

 予算書、１４、１５ページをごらんください。通知いたします。  

 １４款県支出金、２項県補助金、３目衛生費県補助金、２節清掃費補助金３３０

万４ ,０００円の減額につきましては、内訳は、総務課分１９万８ ,０００円と環境

課分３１０万６ ,０００円でありますが、事業不執行により三重県海岸漂着物等対

策事業補助金を皆減するものでございます。こちらにつきましては、当初予算にお

いて須賀利地区の海岸漂着物処理費用と総務課の漂着船解体処理費用を計上し、補

助率が８０％である本補助金を充当させていただいておりました。  

 しかしながら、事業計画書を提出した際に三重県より不法投棄と漂着船について

は補助対象外であるとの回答があったため、補助金申請を中止して事業不執行とい

たしたく、これらの予算につきましては皆減させていただきたいと考えております。  

 この件につきましては、当初予算をお認めいただきながら、まことに申しわけご

ざいません。  

 この三重県海岸漂着物等対策事業補助金につきましては、国の海洋ごみ対策とし

ての間接補助事業でございます。三重県としては、鳥羽から大王崎の区域の離島を

最重点区域として活用がなされていたものでございます。  

 本市においては、須賀利地区の一番奥、林道大根須賀利線入り口の近くの海岸か

ら沖のほうのあたりまで漂着ごみと不法投棄が散乱している状況を確認しており、

この１０分の８の有利な補助事業が活用できないかということで、平成２８年度よ

り三重県と協議をさせていただいておりました。三重県と協議内容では、廃家電な

どの混合廃棄物などの不法投棄されたごみであっても堤防より海側であれば活用が

可能であり、海上保安庁が引き揚げてきた漂着船も対象であるとのことで、平成２

９年度には要望額の調整も行い、三重県より実施可能の回答を受けた中で今年度の

当初予算に計上させていただいたところでございます。  

 しかしながら、事業計画書を提出した際、三重県より不法投棄物と漂着船につい

ては補助対象外であるとの回答があり、事業不執行としたいとするものでございま

す。  

 主な理由としては、三重県が環境省との調整において、不法投棄ごみや漂着船は

対象外となったということでございました。  

 この事業は、今、１０分の８の補助事業であることから、今回事業を中止させて
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いただき、歳出予算も減額させていただきたいと考えております。  

 取りやめになることから、ごみは放置されたままになってしまいますので、住居

地から離れた場所にあり、人力ではなかなか処理しにくい場所にありますので、今

年度は一旦処理事業を中止とさせていただきたいと考えておりますが、何らかの対

策を検討しなければならないというふうに考えております。  

 次に、１９款諸収入、５項雑入、１目雑入、４節衛生費雑入の資源化物売却収入

１２９万１ ,０００円の増額につきましては、飲料缶や金属類、アルミ等の売却単

価が２倍程度となり当初の予想を大きく上回ったことから年間予想売却収入３６０

万円として、当初予算額２３０万９ ,０００円との差額を増額補正するものでござ

います。  

 次に、歳出について御説明させていただきます。  

 予算書、３４、３５ページをごらんください。通知させていただきます。  

 ４款衛生費、２項清掃費、１目清掃総務費の環境美化推進事業３８８万４ ,００

０円につきましては、先ほど歳入のところで御説明させていただきました事業不執

行による海岸漂着物処理業務委託料の皆減でございます。  

 続きまして、次ページ、２目塵芥収集費のごみ収集費２４４万２ ,０００円の減

額につきましては、指定ごみ袋製造業務委託料の入札差金であります。  

 なお、指定ごみ袋につきましては、今年度は４５リットル袋、４５万枚、３０リ

ットル袋２７万５ ,０００枚、１５リットル袋１５万枚作成しております。  

 次の資源ごみ収集費１８４万２ ,０００円の減額につきましては、梶賀地区に設

置しました紙類の常設ステーション設置手数料８万８ ,０００円の減額と、備品購

入費１７５万４ ,０００円の減額であります。  

 なお、備品購入費の減額内訳としましては、常設ステーションの差金８万円と、

一般廃棄物の収集車両３トンリフト車でございますが、入札差金１６７万４ ,００

０円となっております。  

 続きまして、３目塵芥処理施設費のごみ処理費６１６万４ ,０００円の減額につ

いてであります。委託料４０４万９ ,０００円の減額につきましては、清掃工場に

おけるダイオキシン類等測定検査業務委託料９３万円の減額のほか、記載の金額は、

全て入札差金の確定による減額でございます。  

 工事請負費２１１万５ ,０００円の減額につきましても、二次灰出しコンベア更

新工事、１号炉誘引通風機シャフト交換工事、灰バンカー壁更新・カーテン取付工

事の入札差金となっております。  
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 次の資源ごみ処理費５万２ ,０００円の減額につきましては、公用車購入費の入

札差金であります。  

 続きまして、３８、３９ページをごらんください。  

 ２目環境調査対策費の環境調査対策事業７４万円の減額につきましては、賀田、

三木里、尾鷲局、３カ所の大気測定局定期点検業務委託料の入札差金による減額で

ございます。  

 それでは、債務負担行為補正の可燃ごみ・資源化物収集運搬業務につきましては、

委員会資料により担当より御説明させていただきます。  

○福屋環境課長補佐   それでは、可燃ごみ・資源ごみ収集運搬業務委託について

御説明いたします。  

 資料１をごらんください。  

 収集運搬の業務概要について、可燃ごみ収集運搬業務は、可燃ごみとして尾鷲市

指定ごみ袋に入れられたものを日曜日以外の祝祭日に関係なく、週６日、月曜日か

ら土曜日まで該当する地区の収集を行い、尾鷲市清掃工場に搬入する業務でありま

す。  

 また、資源化物収集運搬業務は、資源化物の紙類、缶類、ビン類などを、土曜日、

日曜日以外の祝祭日に関係なく、週５日、月曜日から金曜日まで該当する地区の収

集を行い、尾鷲市指定取引所または尾鷲市清掃工場に搬入する業務であります。  

 尾鷲市指定取引所というのは、尾鷲市が収集した資源化物、紙類、缶類を直接業

者に搬入する場所となります。  

 次に、債務負担行為の限度額でございますが、４億１ ,１６６万３ ,０００円、税

込みとなっております。  

 業務委託期間として、２０１９年度から２０２１年度までの３年間、入札方式と

いたしまして、競争入札を予定しております。  

 今後のスケジュール案でございますが、平成３０年１２月中旬に説明会及び入札

参加資格審査を受け付け、平成３０年の１２月の下旬に入札参加資格審査後、指名

通知を発送、翌年、平成３１年１月中旬から下旬に指名競争入札を行い、契約を締

結したいと考えております。  

 平成３１年３月、業務の引き継ぎというのは、入札によって現在の委託業者と変

わった場合、業務の引き継ぎということが発生しますので、３月を業務の引き継ぎ

期間として見ております。  

 平成３１年４月から業務の開始となっております。  
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 次に、現在の契約内容についてですけど、契約額、３年間で２億９ ,１６０万円、

税込みとなっております。  

 契約期間としては、平成２８年度から平成３０年度までの３年間、契約先として

は、山信運送有限会社様です。  

 入札方式としては、指名競争入札で行いました。  

 説明は以上です。  

○南委員長   補正予算の説明は以上でございます。  

 御質疑のある方。  

○楠委員   今の資料１のほうの説明の中で、新年度から債務負担行為限度額が４

億１ ,０００万、ところが現契約が２億９ ,０００万と。この１億２ ,０００万の開

きって、どういう内容ですかね。  

○竹平環境課長   これにつきましては、２８年度から３０年度３カ年ということ

で、前回の予算額としては２億をやっぱり超えておりました。それで、入札の前回

の請負率を見てみたんですけれども、６７％という請負率でございます。  

○楠委員   そうすると、６７％の額でできるんであれば、今度新年度のほうの組

み立ても、それなりの計算で行けば、現在の契約の近似値になるんじゃないんでし

ょうかね。  

○竹平環境課長   設計の話になりますけれども、基本的に、前回が４億３ ,５００

万程度でございます。それで、今回についても、やはり下げたいということもあり

ますので中身は精査をさせていただいたんですが、市として業務の考え方として設

計を組んだ場合の４億１ ,０００万程度になってしまうと。あとは、そういう形で

入札でということです。  

○楠委員   入札である程度結果が見えているときに、新年度の積算で、やっぱり

おかしい、ちょっと違うなというところは組み立てを変えて、やはり、４億を目指

すんじゃなくて、落札比率もあるんでしょうけど、ある程度の金額、仮にすれば、

３億ちょっと超えるとか、そういう数字に変わっていくんじゃないかと思うんです

けれども。  

○中世古環境課主幹兼係長   今回、積算した内容につきましては、前回と同様に

三重県の共通単価の労務費を積算基準にしておりまして、前回に比べますと１０％

以上の増額というか単価が上がっておりまして、金額的には前回よりは安くはなっ

ておるんですが、内容的には増加傾向にございまして、そちら辺のほう、単価採用

させてもらっております。  
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○南委員長   よろしいですか。  

○濵中委員   私も同じような思いがあったので手を挙げさせてもらったんですけ

れども、例えば、これ、前回、１億以上の入札の中で下げてこられたということは、

設計をしたのと、業務結果としてね、これだけ安いことに何か支障はありましたか。  

○竹平環境課長   当然、業務においては何ら支障はございません。  

 それで、やはり、今回のこの件についてもそうなんですけど、やはり人件費とい

うのが大まかな部分を占めていまして、それについては、やっぱり設計単価を三重

県の人件費単価を使ってしますと、やはりこういう形になってしまったという形で

ございます。  

○奥田委員   これ、あれですね、３年前も僕、今、思い出したんですけど、高い

やないかという話が出て、確か設計の何か仕様書やなかったかな、何か出してもら

いましたよね、後でね。３年前、確か出してもろうて審査した覚えがあるんやけれ

ども。結果的には６７パーでしたか、安くなったので、今回もできるだけそういう

数字になればええなと思うんですけど。  

 それで、この指名競争入札ということですけど、何社ぐらい指名するんですか。  

○福屋環境課長補佐   前回４社指名いたしました。  

○奥田委員   じゃ、その辺ね、できるだけ安くなるように、まだちょっと思って

いますけどね。  

 それで、もう一点、ちょっと予算書のほうで１点ちょっとお聞きしたいんですけ

ど、さっきの海岸漂流物の補助金のカットの件なんですけど、何か１５ページを見

ると三百三十何万になっていますでしょう。それが、３５ページを見ると三百八十

何万かで、その８割かな、県が３１０万６ ,０００円かな、なっているんですけど、

その辺、ちょっと数字のからくり、ちょっと教えてもらえません。  

○竹平環境課長   入のほうにつきましては、これ、総務課の漂着船３隻分が入っ

ておりまして、その分が１９万８ ,０００円。  

○奥田委員   １９万８ ,０００円、入っておるんか。  

○竹平環境課長   総務課分がございます。  

 それで、総務課分の漂着船も、県としてはその分も大丈夫だということで、２８

年度から、本当に大丈夫かということで協議は実際のところさせていただいたんで

すが、それで、２９年度にちゃんと要望額としても、うちも精査して出させていた

だいてオーケーだったんですけれども、今年度の事業計画の申請の段階で、ちょっ

と認められないと。環境省と三重県のやりとりなんで何とも言えないんですけれど
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も、そういうふうな結果をちょっと回答を受けてしまったということでございます。  

○奥田委員   そういうことですね。１９万８ ,０００円、僕は合わないなと思った

もんで質問したんですけど、１９万８ ,０００円は別なんですね。船の漂着物に対

する補助なのかな、その処理をする。  

○竹平環境課長   本来、海岸漂着物ですので、よく島とかで使われた外国から流

れ着くようなああいう漂着物ということで本来処理するんですが、我々としてもや

っぱり総務課にはやっぱり海岸漂着物として、船とかの海上保安庁とかが引き揚げ

てきた船を処理せんなということもございます。  

 それで、我々としては不法投棄の分で海岸が汚れている部分について、その部分

で、こういう１０分の８の事業なんで何とかできないかということで、ちょっと相

談を２８年度ぐらいからかけておったんです。その中で、堤防よりも向こうなので、

またそういうことであれば対応できますよということの確認もちゃんとした中で行

ったんですけれども、ちょっと今回こういう残念な結果になってしまって。まだ、

何とか考えないかんのですけれども、また、なかなかこういう有利なものはないの

で、人力でできるところでやればいつもするんですけれども、なかなか重機をちょ

っと入れなんかなと思っていましたので、ちょっと手つかずになっていた、また、

住居からちょっと離れていますので、ちょっと手つかずにしておったんですけれど

も、また、その辺含めて、また再度検討したいというふうに考えております。  

○奥田委員   最後にしますけど、あとは、これもちょっと須賀利の人は納得して

おるのかな。須賀利に当然話していますでしょう、不法投棄の分、県とも話をして、

やれるんですよという、補助金が８割ついてね、できるんですよという話はしてい

ると思うんですけど、こうなって、久しぶりですね、こういうのね。以前、僕、思

い出したんやけど、水道部跡地へね、僕、執行部におったときに、前伊藤市長のと

きにつくという話で、あそこね、直すのに三百何十万かの。つかなかって、僕がそ

れを削除したら、議員の皆さん、怒って、一旦予算つけたんだから、執行せえとい

う話で、６ ,０００万の予算否決されたことがあったんやけれども。  

 今回どうなんですか、もうこれもやらない、一旦もうこれ取り下げるということ

ですけど、一旦上げたんだから、須賀利の人なんかにしたらね、一旦予算上げてく

れたんでしょうという話になると思うんやけれども、どうですか。そういうね、ち

ょっと県もおかしいですね、それね、そういうことを約束しておきながらというの

は納得行かない部分もありますけど、どうですか。  

○竹平環境課長   本当に今回の予算については、大変申しわけなく思います。  
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 ただ、言いわけになるのであれなんですけれども、実際に本当に使えるかどうか

ということもありましたので、この辺については、実は２８年の結構前から、早い

段階から県のほうには相談をさせていただいておった件でございます。  

 ただ、須賀利地区の方には、また、これからちょっとまた区長さんのところに行

かないかんのですけれども、また再度ね、また現場を確認しながら、どういうこと

ができるのかということをちょっと踏まえて、ちょっと対策を、今までちょっとな

かなか手をつけれなかったので、こういうものでできないかというちょっと計画を

立てておったんですが、また再度ちょっと考え直しをさせていただきたいというふ

うに思っております。  

○三鬼（和）委員   同じくこの件でなんですけど、当初予算で質疑をしておるの

で、質疑のときには三重県海岸漂着物等対策事業補助金、８０％を借りられるとい

うことで、三重県との協議の中で対象となることから申請を行う予定でございます

と答弁しておるんさね。それが、また国との対応ということがあったんですけど、

県としても、もう少しこれは市町からの相談に基づいて、その時点で、きちっと三

重県自体が情けない返答をしておるというような状態なので、やっぱり県にもこれ

は強く言わなくちゃいけないんじゃないんですか。  

 これは、いつわかったんですか、こういう状況というのは。  

○竹平環境課長   計画自体の申請は６月にしておりますので、その以降、８月ぐ

らいから、また、うちのほうも県に行かせていただいて、担当者のほうとも協議は

当然させていただいておりますので、その辺について、県としてもね、やっぱり申

しわけないという部分も当然ありましたので、ちょっとその辺を含めて協議を、そ

の後も秋もさせていただいておったんですが、今回こういう形を決定させていただ

いたということでございます。  

○三鬼（和）委員   国と協議の中でって言いますけど、原資自体は、三重県、県

の支出金になっておるので、こういった環境の部分を除いてでも、別の同類の補助

金とかそういうのは、なかったんですか。  

○竹平環境課長   なかなか不法投棄対策とかという部分については少ないですの

で、今回も場所限定みたいな形で協議をさせていただいたところがございます。  

○三鬼（和）委員   同時に、離島ということがあったので、三木里海岸の漂流物

なんかも適用にならんのかと聞いた経緯があるんですけど、そういったことも踏ま

えて、やっぱり、海岸線、県の管理というところも多々あろうと思うので、やっぱ

り、もうちょっと柔軟性持って対応できるような補助金がないのかとちょっとお願
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いしてみるとか考えてもらうようにも努力してもらいたいなと思うんですけど、そ

の辺はいかがですか。  

○竹平環境課長   やはり、こういう事業につきましては、有利なものを探さなけ

ればなりませんので、またその辺は、県の環境室とも相談をさせていただきながら

何とか対応はさせていただきたいと。少しでも経費を抑えながら、こういう対応を

していきたいというふうに考えております。  

○南委員長   他にございませんか。  

○野田委員   最初の債務負担行為の限度額、ちょっとまた再度確認するような形

になるんですけれども、この４億１ ,１６６万３ ,０００円というのは、いろんな積

算してこういう価格になると。そして、今、課長のほうが、入札の金額によって、

減額というんですか、ことが可能性あるということでしたんですよね。どうですか。  

○竹平環境課長   入札は結果ですので、結果でそういう減額とかそういうことが

生じれば、当然、今回の当初予算には間に合わせていきたいというふうに考えてお

ります。  

○野田委員   ということは、一般のこの指名競争入札において、最低入札価格で

すか、そういうのを明示してということでよろしいんですね、通常どおりのね。  

○竹平環境課長   今回お示しさせていただいたのは限度額でございますので、こ

の予算の範囲内での入札行為を行う中で競われるということになります。  

○野田委員   以上です。  

○濵中委員   前回のときにも聞かせてもらったんですけど、やっぱりこのプラス

チックごみの処理がすごく困ってきているという中で、今回この業務委託をする中

に、そこらあたりは反映しなければならないような状況はなかったですか。  

○竹平環境課長   今回については、プラスチック処理類については、今のところ、

まだその影響は出ておりません。トン数にすると前回よりも１０トン程度減り、１

２０トン程度を見込むという形で今回お願いをしておるというところでございます。  

○南委員長   他にございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○南委員長   ないようですので、その他の報告事項のほうに入りたいと思います。  

○竹平環境課長   広域ごみ処理施設の１１月の末に報告をさせていただきました。

その件につきまして、他市町の状況、それも同じく各４市町が議会に対しての報告

を行ったということで、一応電話連絡なんですけれども、どういう状況でしたかと

いうことの確認事項だけ一点聞いておりますので、それだけ報告をさせていただき
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ます。  

 １１月２９日と１２月４日、２日間、紀宝町さんのほうでは議会に対して説明を

させていただいたという中で、特に反対の質問はなかったんですけれども、ごみ処

理施設は公設公営なのかという質問とか、中部電力の構内の中央部に位置するけれ

どもいいのですかという話、あと、バイオマス発電とこれは一緒にやるんですかと

いうような質問があったということを聞いております。  

 あと、御浜町さんにおいては１１月３０日に行って、特に反対の質問はなかった

というふうに伺っております。ただ、地元の理解を得ていますかというような質問

はありましたと。  

 １２月３日、熊野市さんでは、報告の場ということもあって、特に反対の質問は

なかったですよと。  

 １２月３日、同じく、紀北町さんについては、しっかりと議会に相談しながら進

めてほしいというようなことでしたということでした。  

 以上が報告内容です。  

○南委員長   以上が４市町の報告でございます。  

 特に御意見のある方。  

○楠委員   今の話の中で、１１月３０日、御浜町、地元の理解を得ているんです

かということを、今、報告ありましたけど、基本的に、１１月２７日に一応常任委

員会でも担当課のほうから資料説明がありましたけど、一応予定地という言葉を使

っているんですけど、私、市民から結構言われるのは、決まったのかということを

聞かれるんですよ。決定プロセスがどこにあるんだと聞かれるので、尾鷲市として

は、この場所に決めたんだというんであれば、早いところ公報とか市長記者会見の

中で、もう決めましたと、この後に市民の意見を聞くいろんな手続がありますと、

あるいは、都市計画マスタープランにも位置づけしますということを言わないと、

一部事務組合が決めるわけじゃないんですよね。事業としてはやるけど、都市施設

としてどうするんだという話になったときに、何の説明もできないですよね。パブ

リックコメントを始めて、また市民の意見を聞かなきゃいけない、手続がもう山ほ

どあるんですけど、決定したなら決定したで、もう言わないと、ひっくり返ったと

き、どうするんだという話が出てくると思うんですよ。その辺は、どうなんですか

ね。  

○加藤市長   あくまでも５市町でお話しするということが最終段階であって、尾

鷲市としては、この場所に選定したという話はしております。  
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○楠委員   いや、選定して、一応説明も候補地と予定地とかいう言葉を使ってい

ますけど、法定手続を進めていく上では、尾鷲市として、総合計画とか都市計画マ

スタープランの関係に、ここに位置づけの作業を進めていきますと言い切らないと、

一部事務組合って、あくまで事業をする部門であって、各市町は、自分たちのマス

タープランとか総合計画に尾鷲市の都市計画についても、各市の町のそういう総合

計画にも、都市計画上、この位置にしましたという作業をしなきゃいけないんです

よね。だから、その辺のところを、いろいろ住民にもしっかりその辺を説明してい

かないと、いつまでたっても、誰が決めたんだ、議会は何もしていないのかという

話が出てくるので、その辺のちょっと意思表示を明確にしてほしいなと思うんです

けど。  

○竹平環境課長   基本的には、今、お示しさせていただいているのは、候補地を

選定しましたということで、２月以降、ずっとこういう説明をさせていただいてお

ります。  

 それで、多分、楠委員さんがおっしゃられておるのは、当然都市計画の変更であ

ったり、そういった作業が当然必要になると。当然それは必要になるかと思います。  

 それと、あとは、５市町として、当然そこの位置の決定というものも当然必要に

なってきます。  

 そういったことも含めて、まず、位置の決定をするには、準備会を踏まえて、今

のスケジュールでこの間示させていただいた中では、４月に準備会をすれば、１２

月に位置とかそういったものを定める条例の提案という形になりますので、その時

点で基本的には、まず、一部事務組合の設立について、そこの中に位置も入ってく

るというふうな形になるかというふうに思っております。  

○楠委員   ちょっと気になるのは、事務組合はあくまでも事務組合であって、組

織としてなるのは、必ず一つの行政体になるには、事務組合終わった後の形ですか

ら、その前の話というのは、やはり、尾鷲市につくるのはつくるのでまたいいんで

すけど、そこの手続を市としての考え方を示しておかないと、住民説明は、当然あ

るわけですよね。一部事務組合が住民説明するわけじゃないんですよね。法定手続

はやるかもしれませんけど、位置についての説明をしっかりやっておかないと、今

言ったように、準備組合で決めました、何で勝手に決められるのよという話を住民

から言われたときに、どういう説明をするのか。  

 それと、あと、今言ったように、パブリックコメントとかいろんな手続をしてい

く中で、とんでもないよという話が出てきたときに、どう対処するのかって、そう
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いうところもちゃんとリスクマネジメントをしておかないと大変ですよというのは、

いろんな市民の方から、議会が何も言わないで決まっているのかよという話がいっ

ぱい出てきちゃうんですよ。  

○竹平環境課長   実際にこのまま進んで、楠委員さんがおっしゃるには、当然、

パブリックコメントとかそういったものを求めたときにひっくり返らないように、

きちんと今から手続を、その辺を含めてしなさいということなのかなという意見で

あると認識はしております。  

 その中で、一応環境課といたしましては、これまで選定した中で、じゃ、そこの

位置について、発電所構内ということで選定を当然しておったので、そこの中のど

こですかということも含めて今後やりたいということを議会のほうに御説明させて

いただいた中で、今回、位置については、３点ほどあるここの位置で進めさせてい

ただきたいという説明をさせていただいたという認識でおります。  

○楠委員   であれば、私たちも報告を聞いて、この位置で進めたいということで

あれば、基本的にひっくり返るかとかそういう話じゃなくて、今後は、候補地なん

だったら、この前も言ったように、幾つかあったうちのここなんですよということ

ですね。それぞれを今のうちに、市長なり、行政、執行部がしっかりと市民に、こ

こに一応、これからの検討は全てここの場所に区域に決めましたということをはっ

きり言っていいんじゃないですかね。その後に、一部事務組合とか準備組合とかと

いうところで細かい議論をしてもらえばいいだけの話ですから。そうしないと、都

市計画の話とか総合計画の話のところに行かないと、みんなよく絵に描いた餅とは

言うけど、それに基づいてやっていかないと、仮に補助事業なんかを受けるときに、

マスタープランにも何にも書いていない何はしていないわじゃ、全部自腹でやるよ

うになるんですよね。そういうところも考えて、私、言っているのは、リスクマネ

ジメントは、市民にもいろんな意見を聞かなきゃいけない機会が２回も３回もある

わけですよ。それらを踏まえて、ちゃんと決定プロセスを明確にしたほうがいいん

じゃないかということは、市長として、あるいは市として、ここにもう一応決めま

したというぐらいのことを言っていかないと、何か中途半端になってしまうんじゃ

ないかというふうに思うんで。  

 以上です。  

○南委員長   答弁はよろしいんですか。  

○楠委員   結構です。  

○南委員長   要らない。  
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○奥田委員   いや、僕も、楠委員の言われたこと、同じなんですけどね、これ、

尾鷲市につくるんでしょう。尾鷲市、それも大事業ですよ、６６億、今、これが、

もう熱利用どうのこうのって、もう僕は１００億ぐらいかかってくるんじゃないか

って自分で思うておるんですけど、大事業で５市町でやる。  

 さっきのね、墓移転の話もそうやけれども、やっぱりそこの住民の方々の同意っ

て僕は必要やと思うんですよね、最低限ね。尾鷲市につくるんですから、尾鷲市の

同意というのは、僕、必要だと思うんですけど、それを５市町でつくるんだから５

市町のテーブルへぽんと投げてしまう、これが、僕は、行政手続として本当にいい

のかと。  

 それで、これ、過去をちょっとひもといていくとね、２月７日付の地元紙に僕は

たどり着いたんですよ。１月１日の記事もあるんですけど、地元紙を見ると。もう

これ、火力の写真、ばっと載せていたんですね、一部地元紙ですよ。  

 これ、２月７日の記事を見るとね、もう尾鷲市は、ですよ。尾鷲市は、東紀州５

市町で進める広域ごみ処理施設の建設予定地として中部電力の了解を得て６日まで

に三田火力発電所構内と決めたと。尾鷲市は、もう決めたというふうにここに断言

して書かれたもんで、僕らもびっくりしたんですよね。決まったんかいと。地元紙

なんて、本当に皆さん、これ、事実を書くでしょう。それで、市長もね、地元紙も

広報やと言われたこともあるけれども、これ、本当に事実書きますよね。事実です

よね、これ、尾鷲市が決めた。住民の方々、これを見て、知らん間に決まったなと。

僕らが決まっていないんですよと言うても、いや、決まったって新聞に出ておった

やろうと言われてしまうんですよね。これがスタートなんですよ。これがスタート。

これ、尾鷲市が決めると。これ、見るとね、建設予定地は、尾鷲火力構内の南西側

とされている、南西側。その写真まで出ておるんさね、これ。僕ら、１１月２７日

に初めて報告を受けたけど。もう、この時点で決めていたんですか、市長。  

 それと、これ、おかしないですか、尾鷲市が決めた。これで合っているんですか

ね、市長。  

○加藤市長   まず、２月７日のその新聞ね、うちが発表したものではないです、

これは。もう皆さん御存じのとおり、じゃないです。私たちは、要するに、尾鷲市

は、中部電力の構内で建設候補予定地として選定していると、決めたんじゃない、

選定している、選んでいるという話です。  

○奥田委員   それだったら、訂正入れなあかんのじゃないですか。訂正入れなあ

かんのじゃないですか、それだったら。これを見た人は、もう決まったんじゃない
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かってとりますよ。建設予定地として、もう尾鷲市が決めたって書いてあるんです

からね。だから、みんなびっくりしたんですよ。市長が、言うまで、一建設候補予

定地として選定しただけやというんだったら、この時点で訂正入れなあかんじゃな

いですか。違いますか。なぜ訂正入れなかったんですか。えらい影響力ですよ。  

○竹平環境課長   済みません、確かに訂正は、そのときにちょっと入れてはおり

ませんでした。確かに、それが出たことで、ほかの市町からの対応とかも当然出ま

したので、その辺も含めてちょっと対応はしておったんですけれども、ちょっとそ

の辺は訂正は入れていなかったです。  

○奥田委員   それはね、大きなミスですよ、大きな、これは。もう皆さんね、こ

れ、事実を書くでしょう、信じますでしょう。こうやって書いたら、もう尾鷲市が

決めたんや、もう決まったんやと思ってしまいますよ。だから、市民の方々は、も

う決まったことやろうて言うて、しゃあないな、決まったんやったら、しゃあない

と。議会は何やっているんだ、やっていたんだということになるわけなんですよね。

訂正入れるべきですよ、そのときに、そうじゃなかったんなら。  

 それとね、これ、本当にすごい影響力ですよ。新聞にこれだけ書かれるというこ

とは。  

 それとね、これまで、僕、今、２月期以降、ずうっと振り返って思うと、報告で

す、報告ですということで、ずっと報告なんですよね。事後報告もありました、二、

三ね。報告です、報告ですで、僕ら、意見を言えなかった。もちろん承認もしてい

ないんですけどね。そういう形で、もうこれ、どんどん進んでいく。一建設候補予

定地ですと。一建設候補予定地というのは、熊野市や紀北町や御浜町や紀宝町が言

うことやったらわかりますよ。尾鷲市につくる上でね、尾鷲市が、いつまでも建設

候補予定地というね、そういう単語を使って、そういう言い回しをするのは僕は間

違っていると思うんですよ。これ、熊野の人が言うんだったら、わかります、紀北

町の人が。尾鷲市が、尾鷲市長が、いつまでも建設候補予定地、尾鷲市が決めたん。

尾鷲市につくるんだったら、これはやっぱり尾鷲市として同意をきちっとして、議

会としても、最高意思決定機関の議会の同意を得るべきですよね。僕は、きょうも、

もう、同意をまず、承認をとってほしいなと、採決とってほしいなという気がして

おるんですけど、やっぱり今のこのやり方というのは、さっきの空き家バンクの条

例制定もそうやけれども、報告したらもうええんやみたいなね、議論も何もできな

いような。もう、今、尾鷲市議会が最高意思決定機関じゃなくて、報告機関に成り

下がっているんですよ。報告だけ、受けるだけ。行政手続がむちゃくちゃになって
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いるの。耐震のやつもそうですけど、市役所の耐震もそうですけどね。もうくちゃ

くちゃですよね、市長。これ、採決ぐらいとりましょうよ、採決。  

○南委員長   奥田委員さんはね、下請けみたいな議会のような言い回ししており

ますけれどもね、議会は議会として、きちっとした地方自治法に基づいた制約もあ

りますし、決して執行部の追認機関ではないことを明確に申し述べたいと思います。

当然のことです。  

○加藤市長   私どもの執行部としましても、議会に対しては、情報共有というも

の、こういう観点から、一応考えられる範囲内で手順を踏み、十分私は説明させて

いただいていると、もう、そういうふうにして認識しております。  

○奥田委員   いや、十分説明していますか。市民にもちゃんと説明していますか。

僕、１０月２９日の、２９日だった、２６日だったかな、矢浜の説明会、住民の、

僕、テープとっていますけど、聞きますか。聞きますか、市長。１時間余り、これ、

もう全部反対意見、厳しい意見ばっかりですよ、賛成意見なんか１個もないんやか

ら。ずっともめていたんですよ、１時間。僕らに対しても、説明した、説明って、

報告だけじゃないですか、議論もさせてもらえずに。これが丁寧な説明って言うん

ですか、市長。こんな行政手続が。むちゃくちゃじゃないですか、報告機関ですよ、

僕は。情けないですよ、今の尾鷲市議会、僕。情けない。報告機関に成り下がって

いるもん、もう。本当に、今、委員長は否定したけれどもね、本当にただの追認機

関じゃないですか、そんな。  

○南委員長   いや、追認機関になっていません。  

○奥田委員   議会なんて要りませんよ、これ、本当に。僕は、採決とってほしい

んですよ。最低限きょうでも。市長、本当に、これ、丁寧に説明していますか。  

○加藤市長   矢浜のほうにつきましては、私はほかの公務がありましたものです

から副市長以下で行ったんですけれども、一応、報告を受けておりますのは、その

中で８名御出席いただいて、２名が反対されて、３名の方が御意見をいただいたと。

３名の方は御意見をいただいただけで、反対意見ではないと。実際、８名中２名が

反対をされたと、そのように伺っております。  

○奥田委員   じゃ、聞きますか、これ。後で聞かせてあげますよ。それが、僕は、

環境課長もね、そういうふうな報告をするのは間違っていますよ、これ。全部反対

意見じゃないですか。１人の方はね、近いからええわって言っていました。でも、

帰りなんかでもね、しゃべらなかった方も、尾鷲だけやったら、まあ、しゃあない

なと、尾鷲のごみだけは。それ、３６５日、２４時間、ほかの市、４市町のやつも
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燃やすんやということで、それは絶対許さんと、ぼそぼそ言いながら帰られました

よ、言わなかった方も。大変厳しい意見でしたよ、これ。それが市長に伝わってい

ないんですね。市長、後で聞かせてあげますよ。僕、市長室へ行って。  

 だからね、正確な情報を上げないと、副市長もおったんだから、そのとき。ちゃ

んと情報を伝えないと。議会だって、これ、議論もさせてもらっていないんです、

僕ら。これで突っ走るんですか、市長。もう、こんなやり方でええのか。もう１月、

これ、首長会議やるんでしょう。もう４月事務組合入っていく。もう既成事実だけ、

これ、報告した、報告した、報告したで済んで、その既成事実だけで済まされて、

この新聞に、２月７日、一部地元紙がこのことを書いても訂正も入れんと、訂正も

入れんとですよ、こんな大事なことを。これでみんな誤解してしまったんだから。

訂正も入れないでね、議会にも議論させない。こんなやり方で進めていくんですか。  

○南委員長   課長、先ほどの矢浜の住民説明会の中の意見というんですか、市長

は（聴取不能）に行っていたけど、もう少し明確にお答えを願いたいと思います。  

○竹平環境課長   住民説明会に参加された方は８名でございます。それで、これ

について大まかに意見を言われた方が３名。その中で、住民１人の方については、

大体設置場所がなぜ尾鷲なのかというような当然意見がございました。あと、風評

被害の話。確かに、そういう意見がございました。ただ、尾鷲だけでしたらええと。

ほかの市町からごみを持ってくること自体に対する意見ということでございます。  

 もう一方についても、何で尾鷲なのかというような意見で、それについても、ほ

かの市町から持ってくるごみ、そういう意見が２名の方からございました。  

 もう一名の方については、何で尾鷲にしたのかということの説明がちゃんとなさ

れていないという意見と、あとは、ごみの入れ方ですね、特にプラスチック類の話

でしたけれども、そういったものの分別とかがきちんとそろっていないところがあ

るので、そういうことをきちんと調整してほしいというようなことの３人の方の意

見があったと思います。  

○南委員長   もう簡潔にお願いします。  

○奥田委員   でもね、ずっと、これ、ずっと厳しい意見なんですよ、これ、ずっ

と。３人だけじゃないですか、５人言うて５人とも厳しかったし。あと、帰られた、

意見言わなかった３人の方の２人のうちもね、もう帰りは、これ、絶対あかんと言

うて帰られましたよ。だから、こういう議論を無視してね。  

 だって、逆転層の話も出ていたでしょう、課長。だって、何で、あそこの煙突が

２３０メートルあるのか。逆転層があるんでしょう、これ。だから、これ、尾鷲市
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とか、すり鉢状になっておって、空気がたまるんですよ、ここにね。だから、２３

０メートルあるんじゃないかという話をしていましたでしょう、逆転層の話。だか

らこそ、できるだけそういうことがないように山側につくってくれという話が出て

いましたでしょう。  

（発言する者あり）  

○奥田委員   そうそう、できるだけな。  

 だから、そういう逆転層の話も出ておってね、それで、水産業も、これは風評被

害、壊滅になるぞという厳しい意見出ていましたよ、これ、本当に。  

 それで、ダイオキシンとか、ダイオキシンはね、いろんな環境問題あるでしょう、

窒素化合物、そういう話も出ておったやないですか。厳しい意見が結構ずっと出て

おるの、これ、市長。そういう意見を無視してね。反対、実際、反対２人でした。

だからいいんですみたいな、それはね、それはあれですよ、独裁政治やと言われて

もしようがないですよ、これ。おかしくないですか。これね、僕、ちょっとだけね、

あと１分だけ、済みません。尾鷲市史持ってきたんですけど、僕ね、これ、昭和４

６年に書かれた伊藤良さんが書いたやつですよ。このときにね、言うておるのはね、

このとき、もう本当に皆さん高度経済成長ですよ、もうすごい時代ですよ、火力が

できて、いけいけどんどん。その中でも警告鳴らしておるんですよ。この、現在の

躍進は異常なものだと。異常なものだと。それで、市政を担当する者としてはね、

きちっと将来を見据えて、市民の方々の願望、一つずつ実現していかなきゃいけな

いと、そういう中で、尾鷲市の総合基本構想かな、総合計画というものをきちんと

つくりましょうよと。それは、４５年の３月につくったけれども、そういうことを

きちっと皆さんのためにね、これ、計画示した上で今後もやっていきますというこ

とをうたっておるんですよね。これ、もう、５０年近く前に、こういうことを言わ

れておるんやわ。伊藤良さん、すごいなと思うんやけれども、今のことを僕は予見

しておったんじゃないかなと思うぐらい。当時、こういうことを言うたらね、お前、

あほかと言われたと思いますよ。何を言うとんねんと。多分相当言われた、バッシ

ングあったんじゃないかなと思うんです。でも、そのとおりになってきたんじゃな

いかなと僕は思うんですよね。  

 だから、市長、その辺のことを見据えてね、やらない。これは暴挙ですよ、本当

に、僕は一般質問で言うたけれども、この行政のやり方は。  

○加藤市長   まず、市民の皆様が、そんなに反対が多いという認識は、私はあり

ません。今までも、矢浜、公対協の話とか、あるいは、向井の地区で出席して説明
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をさせていただいて、皆さん方は、反対意見というのは、私、記憶にないんですよ。

矢浜と、何だった。  

○南委員長   向井。  

○加藤市長   向井とね。  

 その後も、各市町の市長懇談会の中で、広域ごみ施設がこういう感じで我々は考

えているというような説明をさせていただいて、それで、８月１日号の広報おわせ

に載せさせていただいて、尾鷲の方向性はこうだと。でも、これは、最終的には５

市町の首長で協議するから、尾鷲市としては、ここでやりたいけれども、これを要

するに私は決定なんて言っていません。だから、選定しているということを言って

いるわけ。  

○奥田委員   委員長、１分だけ、済みません。  

○加藤市長   でね、もう一つ申し上げたいんですけどね、環境というのは、昭和

４６年時代と、今、昭和で考えたら９３年、それから４７年、環境に対する国の姿

勢というか方針というのは全然変わってきておりますし、環境アセスメントという

もうきちんとしたそういうものができていますし、我々としては、今回のごみ処理

施設をつくった場合に、環境に対する大きな影響はないと考えております。  

○奥田委員   委員長、言うことあった。１分だけ。  

○南委員長   １点だけ。  

○奥田委員   それだけ自信があるんやったら、もう尾鷲市が決めましたってはっ

きり言うたらええじゃないですか。それを説明会でもね、一建設候補予定地なんで

すよと、そういうようなね、これ、薬缶の絵を描いてですよ。  

○加藤市長   あくまでもですね、この……。  

○奥田委員   薬缶の絵を描いて何にも問題ないんやというのは、これ、３６５日、

２４時間、出し続けるんですよ。本当にあそこでええのかということを……。  

○南委員長   答弁聞いてください。  

○奥田委員   市民の方にきちっと説明していますか。  

○加藤市長   あくまでも、この事業は、５市町で事業をやるわけなんです。５市

町で事業をやる以上は、５市町の協議でもってやらなきゃならない。そのときに、

尾鷲として、一応場所を選定したと。これは、きちんと言いますよ。  

○奥田委員   いや、選定したんだら。  

○加藤市長   その中で協議するんだと思っています。  

 しかし、それはね……。  
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○奥田委員   いや、選定なら、議会に同意とってくださいよ。  

○加藤市長   私は、そういう考え方持っています。だから、手順というものは、

やっぱり大事だと思っています。  

○奥田委員   手順、踏んでいないから言っているんですから、踏んでいないから。

踏んでいないじゃないですか。  

○南委員長   もう、奥田委員さん、ちょっととめてください、言葉を。  

 前回も述べたことなんですけれども、広域ごみ処理の問題は、平成２４年から当

時の尾鷲市長が５市町に提案をして進めてきた事業でございます。やっと６年の経

過を経て５市町が一つのテーブルにつく方向で、今、至っておるのが現実でござい

ますので、当然、尾鷲市へ立地する以上、尾鷲市の責任というのはね、大きなもの

だと僕も理解はしております。  

 ただし、市長が述べたように、全てのね、大方の市民が反対云々じゃなくて、も

っとこれからもね、市民に理解をしていただく。  

 ただ、ごみ処理施設というのは、当然、迷惑施設であっても、市民としたら絶対

に必要な施設だと、市民的にも皆理解をしておる……。  

（発言する者あり）  

○南委員長   そうでしょう。  

○奥田委員   いや、僕は、目に見えん山側でええじゃないですかと言うておるだ

け。  

○南委員長   大事な問題ですので、これからの問題は５市町の中で進めていただ

く方向。それから、我々も尾鷲も議会の議決事項としてね、必ず予算編成なり、い

ろんなことで場面場面が出てくると思いますので、そのときに態度を明確にすれば

私はいいと思っております。  

○奥田委員   だったら、委員長ね、採決をとらないなら、最低限ね、議員の皆さ

んの今の意見を聞いてくださいよ、今の時点の意見を。そのぐらいは、あっていい

んじゃないですか。尾鷲市につくるんだから。  

○南委員長   当然、市長も議会も、議会報告会なり、市長も懇談会の中で、いろ

んな意見は聞いておると私も認識はしております。  

○奥田委員   いやいや、議員皆さんの意見、一人ずつ言うてほしいけどね。  

○南委員長   ただ……。  

○奥田委員   僕は、よう責任持たんですよ、これ。これは、このまま行って何年

後かに……。  
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○南委員長   ちょっと奥田委員さん、聞いてください。  

 ただ、今の説明の中で、矢浜地区、向井地区の説明があって、市長も同席をして

いただいて、僕、向井地区のことなんですけれども、僕も地域の説明会へ同席をし

た中の限りでは、もう反対の意見が、火力の構内についても反対の意見がほとんど

なかったと理解をしております、僕のところの向井地区の場合ね。いろんな意見が

ね、ありましたけれども。  

○奥田委員   いや、違うと思うんですけどね。  

○南委員長   向井地区の場合ですよ、僕が言うておるのは。  

○奥田委員   でも、こんな薬缶の絵を描いて、説明しておるんですよ。  

○南委員長   その問題については、もう……。  

○奥田委員   薬缶ですか、あれは。  

（発言する者あり）  

○奥田委員   これ。薬缶じゃない。こんなきちっとした説明、しておらへんじゃ

ないですか。  

○南委員長   課長、あれですか……。  

○奥田委員   それで、政策も、二、三示してあげたらええやろう。  

○竹平環境課長   環境保全の説明については、２月１６日に議員の方にも御説明

をさせていただいたとおりでございます。  

○奥田委員   だって、それもあれや、あれというかな、委員長、単なる報告で終

わっておるやないですか、意見言わせんと。  

○野田委員   ちょっと話を整理して、そら、賛成、反対は、とってもらっても結

構なんですけれども。  

○奥田委員   それ、とろうや。  

○南委員長   今、とれる状況じゃありません、全く。  

○奥田委員   とりましょう。  

○野田委員   それは別として、話整理しますと、候補地として決めたということ

に対して、議会のほうは、そういう方向でということで来ておるわけですよね。  

○奥田委員   でも、しとらへんもん、俺、しとらへんで。  

○野田委員   それは、来た中で。  

 僕は何を言いたいかというと、どの段階で、やっぱり市長のほうが、もう候補地

から、２市３町の首長の意見というか、賛成反対はあるでしょうけれども、それで

まとまった段階で、やっぱり市長のほうから、ここでやりますということを、そこ
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できっちりと決めたほうが、逆に。僕は、だらだら行っているというわけじゃない

けれども、思っていないけれども、やっぱりどこかで線を引いてしたほうが、より

すっきりするのじゃないんかという気持ちがあります。ですから、その中で、あそ

こをつくるにも、景観と浸水域だから、それを１００％、重点的に考える中で、そ

こも候補地から決定する方向にあるということですよね。どうですか、その辺は。  

○加藤市長   あくまでも、尾鷲市は、こういう方向で進むと、尾鷲市としては、

この地に選定いたしましたと、これをもって、要するに５市町の協議に臨みますと。

今のところ、課長から説明がありましたように、５市町では、ほとんど異論はなか

ったということで。それを決定したとかね、断言するということは、今はできない

んです。協議の中で、５市町が協議して、最終的にここで行きましょうかというの

が出るんですから、私たちは、それは言えません。  

○南委員長   そのとおりです。  

○奥田委員   それがおかしいですよ。  

○南委員長   このごみの問題は……。  

○奥田委員   委員長、それはおかしいですって。  

○南委員長   これで終わります。  

○奥田委員   それがおかしいんですって。  

○南委員長   終わります。  

 もう後は、もう、この予定のスケジュールに基づいて、５市町の首長会議。  

○奥田委員   だって、委員長、熊野市や紀北町がですね……。  

○南委員長   いや、もう説明が終わっております。  

○奥田委員   反対するわけないじゃないですか。ここだってもね、熊野市や紀北

町につくるって言ったら、反対しませんよ。つくってくれるんですねと。  

○南委員長   ここで暫時休憩します。  

○奥田委員   それを、ほかの４市町が反対しなかったからといって、了解しても

らった……。  

○南委員長   再開は、２時２０分からします。  

（休憩  午後  ２時０７分）  

 

（再開  午後  ２時１９分）  

○南委員長   それでは、休憩前に引き続き委員会を続行いたします。  

 次に、水産農林課の、まず、付託議案の説明をお願いいたします。  
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○内山水産農林課長   それでは、議案第７４号、平成３０年度尾鷲市一般会計補

正予算（第６号）の議決につきまして、補正予算書第６号及び予算説明書に基づき、

水産農林課に係る予算について説明させていただきます。  

 まず、歳入から説明させていただきます。通知します。  

 １４款県支出金、２項県補助金、４目農林水産業費県補助金につきましては、補

正前の額１億２３２万３ ,０００円に対しまして７４万３ ,０００円を増額し、１億

３０６万６ ,０００円とするものであります。内容は、１節農業費補助金７４万３ ,

０００円の増額で、これは、被災農業者向け経営体育成支援事業補助金でございま

す。詳細につきましては、歳出のほうで説明させていただきます。  

 続きまして、１６款寄附金、１項寄附金、３目農林水産業費寄附金につきまして

は３ ,０３０万円を増額するものでございます。内容は、１節林業費寄附金３ ,０３

０万円の増額で、これは尾鷲みどりの協会からの地域林業の振興を図るための寄附

金でございます。  

 続きまして、歳出について説明させていただきます。通知します。  

 予算書の４０、４１ページをごらんください。  

 ５款農林水産業費、１項農業費、２目農業振興費につきましては、補正前の額４

２０万円に対しまして７４万３ ,０００円を増額し、４９４万３ ,０００円とするも

のでございます。財源内訳は、国県支出金の７４万３ ,０００円の増額であります。

内訳としまして、１９節負担金、補助及び交付金７４万３ ,０００円の増額で、内

容としまして、被災農業者向け経営体育成支援事業補助金でございます。これは、

平成３０年９月３日の台風２１号による、市内において農業、農産物の生産・加工

に必要な農業用ハウスが損傷された農業者に対して、当該施設の再建などに、復旧

にかかった費用について緊急的に支援を行うものでございます。詳細につきまして

は、農林振興係長の湯浅より説明させていただきます。  

○湯浅水産農林課係長   農林振興係長、湯浅です。よろしくお願いします。  

 それでは、私のほうから、被災農業者向け経営体育成支援事業の説明をさせてい

ただきます。  

 まず、事業の目的といたしまして、平成３０年北海道胆振東部地震及び台風２１

号により日本全国で甚大な被害がもたらされたことで、農業経営の安定化に支障を

来す事態となっていることから、被災した農業者に対しまして補助金を交付し、農

業経営の維持を支援するものでございます。  

 事業概要といたしましては、平成３０年台風２１号により市内において農産物の
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生産・加工に必要なビニルハウスなどが損傷された農業者に対しまして、当該施設

の再建等の復旧にかかった費用につきまして、被災農業者向け経営体育成支援事業

を活用して緊急的に支援を行うものでございます。  

 事業費といたしましては７４万３ ,０００円、財源内訳といたしましては、県補

助金の被災農業者向け経営体育成支援事業補助金７４万３ ,０００円でございます。  

 助成対象事業経費に２分の１を乗じて得た額が７４万３ ,０００円となっており

ます。それ、２分の１以内の上限額となっております。  

 以上でございます。  

○内山水産農林課長   予算書の４０、４１ページをごらんください。  

 ５款農林水産業費、２項林業費、１目林業総務費につきましては、補正前の額２ ,

８４５万８ ,０００円に対しまして２６８万４ ,０００円を増額し、３ ,１１４万２ ,

０００円とするものであります。財源内訳は、一般財源２６８万４ ,０００円の増

額です。  

 水産農林課に係る分につきましては、１９節負担金、補助及び交付金の１９万１ ,

０００円の減額でございます。内容は、林業活性化推進費の尾鷲林政推進協議会会

費１９万１ ,０００円の減額でございます。これは、今年度の尾鷲林政推進協議会

の事業でございます尾鷲ヒノキブランド化戦略推進事業費１００万円の減額と、紀

北町とのＦＳＣグループ認証化に向けての尾鷲林政推進協議会会費で、ＦＳＣ認証

監査手数料として８０万９ ,０００円の増額で、差し引き１９万１ ,０００円の減額

とさせていただいております。  

 尾鷲市と紀北町のエリアにおきまして、昨年、日本農業遺産に認定を受けたこと

を鑑みて、尾鷲林政推進協議会が窓口となりまして一括してＦＳＣ森林認証をして

はどうかというふうな動きが出てきております。そのような中で、紀北町も、町有

林をＦＳＣ森林認証取得に向けて動き出しております。  

 本市においても、紀北町とグループ認証の変更に取り組んでいきたいというふう

に考えております。  

 まず、尾鷲市と紀北町がＦＳＣ森林認証を取得し、林業界への牽引役として尾鷲

ヒノキのブランド化に努め、尾鷲林政推進協議会を中心に民有林周知ＰＲを広めて

いきたいと考えております。  

 続きまして、予算書の４２、４３ページをごらんください。  

 ３項山林事業費、１目管理費につきましては、補正前の額２ ,９４２万５ ,０００

円に対しまして３３万円を減額し、２ ,９０９万５ ,０００円とするものでございま
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す。財源内訳は、一般財源の３３万円の減額です。内訳としまして、１２節役務費

の８０万９ ,０００円の減額です。内容は、ＦＳＣ認証監査手数料８０万９ ,０００

円の減額で、これは、先ほど説明させていただきました尾鷲林政推進協議会が窓口

となり、紀北町とＦＳＣグループ認証に変更するためでございます。詳細につきま

しては、主幹の千種より説明させていただきます。  

○千種水産農林課主幹兼係長   それでは、委員会資料の２ページの資料２をお願

いします。  

 ＦＳＣ森林認証グループ化について説明させていただきます。  

 平成２９年３月に尾鷲ヒノキ林業が日本農業遺産に認定されました。認定地にお

ける審査において生物多様性に配慮した取り組み等が評価されたことから、今後に

おいて、生物多様性に配慮した持続可能な森林であるＦＳＣ森林認証林の拡大を目

指していくことになりました。  

 現在、ＦＳＣ森林認証の種類としましては単独認証とグループ認証があり、尾鷲

市有林については、単独認証を取得しております。  

 こういった状況の中で、まず、尾鷲市有林と紀北町有林でＦＳＣグループ認証を

取得することで、本地域における民有林に対する牽引役となり、勉強会等の普及啓

発活動を行い、国際基準に適合しているＦＳＣ材への需要に幅広く対応できる体制

を構築していき、他地域とのさらなる差別化を図り、付加価値の高い尾鷲ヒノキを

目指し、林業界の活性化につなげていく計画であります。  

 以上であります。  

○内山水産農林課長   予算書の４４、４５ページをごらんください。  

 ５款農林水産業費、４項水産業費、２目水産振興費につきましては、補正前の額

１ ,５０５万１ ,０００円に対しまして１５万８ ,０００円を増額し、１ ,５２０万９ ,

０００円とするものでございます。財源内訳は、一般財源の１５万８ ,０００円の

増額でございます。内訳としまして、１９節負担金、補助及び交付金１５万８ ,０

００円の増額で、内容としましては、浮魚礁利用調整協議会負担金２万４ ,０００

円、漁業共済事業負担金１３万４ ,０００円、合計１５万８ ,０００円の増額でござ

います。浮魚礁利用調整協議会負担金の増額につきましては、浮魚礁の利用登録漁

船がふえたためでございます。また、漁業共済事業負担金につきましても、契約額

がふえたためでございます。  

 続きまして、予算書の６ページをごらんください。通知します。  

 第２表の債務負担行為の補正でございます。  



－６１－ 

 下から二つ目の三重県森林資源情報管理システム使用料につきましては、期間が

２０１９年度から２０２１年度までの３カ年で、限度額が８３万１ ,０００円でご

ざいます。本システムは、森林法の一部改正した法律により臨時台帳制度が創設さ

れ、三重県において林地台帳を円滑に運用する目的で三重県森林資源情報管理シス

テムを構築し、導入されました。本システムは、クラウドサービスにより、県、市

町、林業事業体が共有することができるシステムでございます。  

 以上で説明を終わらせていただきます。御承認賜りますよう、御審議よろしくお

願いいたします。  

○南委員長   水産農林課の説明は以上でございます。  

 補正予算に御質疑のある方は、御発言をお願いいたします。  

 よろしいですか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○南委員長   別段ないようですので、それでは、その他の報告を求めます。  

○内山水産農林課長   それでは、資料３の３ページをよろしくお願いいたします。  

○南委員長   お願いします。  

○内山水産農林課長   担当のほうから説明させていただきます。  

○千種水産農林課主幹兼係長   それでは、資料３をお願いします。  

 平成３０年度市有林主伐事業について説明させていただきます。  

 資料４ページをお願いします。  

 主伐事業の位置図となっております。場所は、早田町地内。面積４ .２万ヘクタ

ール、材積１ ,３３６立米となっております。  

 続きまして、５ページをお願いします。  

 市有林主伐搬出委託のフロー図となっております。  

 入札を８月７日に行い、契約額１ ,８５７万６ ,０００円、期間については、８月

８日から３月１５日まで、本数につきましては、ヒノキ２ ,７６６本とスギ５６９

本の合計３ ,３３５本です。８月より搬出準備にかかり、９月から、伐採、搬出、

造材を開始し、１０月２９日の尾鷲木材市場での記念競り市より開始となりました。  

 続きまして、６ページをお願いします。  

 市有林の出材状況となっております。  

 １０月２９日の記念競り市では１２３立米を出材し、ヒノキの平均単価が立米当

たり１万７ ,０００円でした。  

 次の１１月２８日の競り市では２８７立米を出材し、ヒノキの平均単価が立米当
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たり１万６ ,０００円でした。  

 以上です。  

○内山水産農林課長   これまで、１０月と１１月、２回競り市にかけさせていた

だいております。  

 また、詳細につきましては、３月議会のほうでまとめて報告させていただきたい

と思っております。  

○南委員長   ありがとうございます。  

 市有林の主伐状況について説明を求めました。  

 これについて、何かお聞きしたい点等があれば。  

○楠委員   この主伐のところで、今、一応２回これを見ると市にかけて、この後、

トータルで何回ぐらいやる予定ですかね。  

○千種水産農林課主幹兼係長   今月が１回ありまして、年度が変わって１月に２

回あって、それで終わるか、もしくは、２月の最初の上旬にあるかという合計三、

四回と見込んでおります。  

○野田委員   同じく、主伐事業のほうなんですけれども、今、係長のほうから説

明ありました１０月、１１月の出材とヒノキ単価、五、六千円、単価のほうも上が

っている状態で良好なことだと思うんですけれども、収入金額とか、これまででし

たら、バイオチップが幾らでとか、そういう損益の部分もきちっと報告のほうをし

ていただいているんですけれども、今回、ちょっと、今のところ簡略化された状態

ですが、何かどういうような事情かなということで、お願いします。  

 以上です。ちょっと一つ。  

○内山水産農林課長   途中経過でございますので、バイオのほう、まだ収入のほ

うがまだはっきりわかっていないという状況と、３月にまとめて全部収支のほう、

報告、毎年させていただいていますので、また来年の３月議会において報告させて

いただきます。  

○野田委員   １０月、１１月で出材、もうだって出していますのでね、ある程度

の市場で幾らになっているかという部分は、もう過去の話ですので出すことは可能

じゃないかと思いますけど、いかがですか。  

○南委員長   課長、どうですか。  

○内山水産農林課長   まとめて最終的な結果で報告させてください。  

○野田委員   まとめてということですのでね、それはそれでいいんですけれども、

やはり、こういうのは、そのとき、そのときの状況がやっぱり把握するって、過去
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になってしまっては意味がないんですよ。ですから、もうわかっておる範囲でした

ら、きちっと、やっぱりオープンにしていただくほうが、よりこういう委員会では

十分議論の対象になってくるのかなというふうに思いましたので、そこら辺は、ど

うかなという気はしますが。  

○南委員長   課長、まとめて年度で報告するということなんですけれども、実を

言いますと、第１回の記念市のときに、初めて早田からの市有林の搬出がされて、

副議長と副委員長とね、ともども、初めてのことの市ですので、１回見に行こうか

ということで見に行ってきました。そのとき、平均価格がね、１万７ ,０００円っ

て書いております、今回資料によりますと。予算的にはね、当初予算組むときは、

立米１万５ ,０００円で組んでいるそうでございますので、予定の予算よりか若干

高く売れておるという状況でございますが、恐らく、末には最終的には、とんとん

か赤字が出るんじゃないかなという心配があります。そういった方向で、もう市有

林経営は、大変赤字続きでございます。  

○野田委員   市長のほうも、この市有林の主伐事業については、財政的にも見直

しということは僕はやらないほうがいいのかなとは思っていますけど、というのは、

林齢制というか、やっぱり補正林のように時期で出していくということが必要なの

かなというふうに思っていて、それは、また考える余地があるのかなと思っていま

す。  

 ただ、財政的な部分で、やはり持ち出しが多くなるということは、それだけ一般

財源が持ち出しになってしまうということは、やっぱり財政運営上いかがなものか

というふうに思いますけれども、その点、市長、どのようにお考えですか。  

○加藤市長   この市有林の主伐事業につきましては、私が一応レクチャーを受け

て認識しているところによると、正直申しまして、この市有林をもっともっと尾鷲

市としては育てなきゃならないという方針の中で、百年の計というのを一応説明を

受けたと。１００年後には、要するに、昭和４７年から主伐事業というか森林の整

備というものをやっていきながら、百年の計と言ったら昭和４７年ですから、あと

５０年後ぐらいなんですよね。その中で、一貫してやっぱりそれを育てなきゃなら

ないと。  

 一方で、やっぱり林業、この原木の林業の事業の推進のためには、まず競りに出

すときには供給量というのがないと競りはにぎわいがないと、そんな話を受けなが

ら、実際問題、さっき委員長もおっしゃっていましたように、この事業というのは、

要は、収入と費用の差が、要するに費用のほうが大きくて、そういう状況になって
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いるということなんですよね。そういった中で、しかし、やっぱり、これは、林業

発展のために一つの宣伝費と考えるのか、要するに養育費と考えるのかということ

について、過去ずっとやってきたわけなんです。  

 ことしは、多少なりともヒノキの平均単価が上がったので、さっき言った、どれ

ぐらいになるのかなと、あと３回から４回ぐらいやった場合にって。  

 ただ、来年度どうするのかということについては、やっぱり全体を見ていかなき

ゃならないと。要するに、赤字が続くのか、あるいは、この事業を多少なりとも縮

小していくのか。これは今も議論をやっていますし、これからも議論やっていかな

きゃならないと。  

 ただ、はっきり言えますことは、やはり、これを要するにやめるということは、

私としては、その考え方はないと。縮小する、財源のある間は多少なりとも縮小す

るのか、あるいは現状維持なのか、ちょっとその辺のところは、今、結論を出しか

ねていると。今後の予算の状況を見ながら判断したいと思っております。  

○野田委員   尾鷲の林業の経済活動、総生産というのは、２７年度の数字で４億

５ ,６００万なんです。ということは、経済効果として、もう熊野市の２分の１の

いろんな林業の生産高なんですけれども、やはりもっと考える必要もあるのかなと

いうことが僕が言いたいところなんですので、これについて、今、結論とかどうい

うふうにしたいということはないんですけれども、やっぱりそこら辺の掘り起こし

をきちっと見定めてやるべきじゃないのかというふうに思っていますので、市長の

考え、お願いします。  

○加藤市長   他市町の状況がどうなっているかということについて、それに対し

て比較した場合に、尾鷲の林業はちょっと劣っているんじゃないか、その辺のとこ

ろは認識しております。  

 だから、しかし、ただ、もう林業として、やはり、今後原木にしても何にしても、

まず第一の、第一次になる原木ということについても、やはり現状あるんですから、

それをやっぱりどうやって事業の面から行ったら、高い値段でたくさん売っていく

かということが大きな目標でありますので、その辺のところを踏まえて、じっくり

ちょっと考えていきたいと思っております。  

○野田委員   今、市長がおっしゃったように、どうやってというところを最後の

出口戦略というか、出口をどうやってというところまで来ると思いますので、また

ひとつ今後ともいろいろ考えていただきたいと思いますので。  

 以上です。  
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○三鬼（和）委員   森林組合をちょっと勉強してきた中で、現在でも、中部電力

さんがバイオ発電をという提案、みずから提案してくれておるわけですけど、現在

でも、バイオとして売っていると思うんですね。それで、一つは、今の森林からの

原木として製品化になる、その切り方と、バイオに使う部分というんですか、これ

というのは、比率がもっといいように考えられるのではないかという提案もあった

んですけど、どうなんですか、それは。  

○内山水産農林課長   今、現在、バイオのほうが小端部ということで、枝葉、そ

れと元がえしの部分を行っております。  

 それと、市場のほうにはＡ材というふうな、柱材とかいうＡ材、それからＢ材、

Ｃ材というふうに、あと合板とか集成材のほうへというふうな分け方になっておる

んですけれども、それで、今、これまでの実績としまして、大体１割程度ぐらいが

バイオマスのほうへ行っているというふうになっておりますので、今の出し方が、

今、主伐事業につきましてはベストな出し方じゃないかと私らは考えておりますけ

れども。  

○三鬼（和）委員   間伐材であるとか倒木については、楠委員からも一般質問が

あったように、森林の税のほうで、一応そういったのも活用しながらバイオの燃料

としてという考え方もあるんですけど、もう少しやっぱり木材として製品にすると

きに、元がえしのほうももっと下げてやるとか、いろいろなことを含めて、製品に

する部分とバイオに残る部分というんですか、これがどれが一番木材としても値段

が保てて、バイオの部分もプラスアルファの費用になるという考え方で、もう一遍

吟味してもいいじゃないかなと思うんですけど、その辺はどうなんですか。  

○内山水産農林課長   ありがとうございます。  

 今、尾鷲木材市場の方々の職員の方ともいろいろ話を聞きながら、造材の仕方、

何メーター物、３メーター物がいいのか、４メーター物がええんかとか、それから、

この木やったら５メーター、６メーターとれるとかと、いろいろ木によっても違っ

てきます。  

 ただ、まずそこをベースとして造材をさせていただいております。その中で残っ

た部分を枝葉、元がえしというふうな形でバイオのほうに出しますので、また委員

さんの言われる、また、いろいろと市場のほうの職員の方とも、森林組合の方とも、

ちょっといろいろ話を聞きながら、最もよい効率的な方法もまた考えていきたいと

思います。  

○三鬼（和）委員   ぜひ、木材市場のほうの商品という、その要望には応えて、
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出しておる。でも、現実は、赤字は赤字というか、出るときは出るということもあ

るので、市としては、やっぱり、これ、市民の財産ですから、全体出すときに、市

場も低下しないということを前提に置きながら、最大公約数というのかな、一番よ

いところの品物を材によってつくっていくということ、ちょっとぐらい手間がかか

っても、そのほうが全体の赤字部分をいやせたりとか、ひょっとしたらプラスに転

換ということも考えられるのではないかなと思いますので、ワンパターンというか

単純なあれじゃなしに、一本一本どうしていくかということを考えるぐらいで取り

組んでほしいなと思うので、これはもう市民全体の財産を処分しておるわけですの

で、お願いしたいなと思います。  

○内山水産農林課長   ありがとうございます。また、いろいろと勉強させていた

だきます。  

○村田委員   お二方がお話しをされたことと関連をして質問というかちょっとお

聞きしたいと思うんですが、まず、この報告というか、これにはヒノキの立米当た

りの単価が書いてありますけれども、スギの立米当たりの単価は幾らですか。  

○千種水産農林課主幹兼係長   こちら、６ページにつきましては、出材料につき

ましては、スギとヒノキの込みの出材料になっています。  

○南委員長   いやいや、単独でわからないの、ヒノキとスギの単価。  

○内山水産農林課長   スギにつきましては、平均１万２ ,０００円でございます。  

○村田委員   そこでね、ちょっと、私もちょくちょく製材関係とか、それから組

合の方々と話をするんですよ。最近は、もちろん価値はもう言わずもがなで御存じ

だと思うんですけれども、スギはね、結構買い手が多いんですよね。それは市場と

してじゃなくて、製材に持ってきて製品にするのに、スギのほうが、今、ヒノキよ

りは。ヒノキの立派な大きなものだとね、それはそれであるんでしょうけれども、

スギが非常にはけているというような今の流れを聞くんですけれども。そういうと

ころでね、三鬼さんの話にもありましたけど、売却する際、これはどうだ、あれは

どうなんて、そんなことはできんでしょうけれども、できれば、そういう情報も交

換をしながら、できれば、そのときにはスギを少しでも多く出すとか。  

 しにくいと思いますよ。区割りでやりますからね。しにくいとは思いますけれど

も、一つの例えとして、そういうような配慮もしてね、やっぱり製材業者、木材業

者に一つ力を与えてやっていただきたいなということを、また痛切に思いましたの

でね、その辺もやっぱり加味をしながら進めていただきたいなと思います。どうで

しょう。  
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○内山水産農林課長   昨年までのクチスボの団地におきましては、ほとんど、ほ

んまに９割９分という、１００％近くヒノキでした。今回、早田地区の早田団地に

おきましては、見ていただいたごらんのように、今回出したのが、ヒノキが２ ,７

６６本出して、スギが５６９本というふうに、今回スギのほうも多い団地でござい

ます。そういうこともあって、今、委員さんが言われたように、ほんまにスギの需

要、それから、価格のほうも上昇してきておりますので、スギも、この５６９本な

んですけれども、よりよく出せられるような配慮はしていきたいと思います。  

○村田委員   スギは、そうやってしていただければいいけれども、ヒノキですね、

尾鷲ヒノキと言って、もう本当にこれはブランド化したかなと思ったら、なかなか

そうじゃないんですね。ヒノキと言っても、いろんなところの、木曽ヒノキとかい

ろいろありますから、そういうことで、今、尾鷲のヒノキも押されているんだとい

うふうなことを聞きました。ですから、ヒノキも、半端なヒノキだったらね、それ

はそれこそ商売にならないような感じなんだということをね、そういうことを現場

の声ですね、それもやっぱり直に聞きましたので、もちろん、課長はその辺も御存

じの上で行動されておるとは思いますけれども、やっぱり地元の組合の、組合単位

で、組合長単位じゃなくって、その製材業者ですね、もう今は何十とあった製材が、

もう今は尾鷲、三つしかないんですよ。その三つも、生き残るか残れないかという

ことで、そのはざまで必死になってやっておるんですね。そんな中で、今のヒノキ

の話とかスギの話が出てきたんですよね。ですから、お忙しいところを大変恐縮な

んですけれども、できればそういう声も一遍聞いてあげていただいて、どうしたら

尾鷲のヒノキがもっと流通できるのか、高値で売れるのかというようなことも一緒

になって一つ考えていただく。組合単位で考えてもらうのは結構なんですけれども、

実際、一単位でやっている製材業者というのは大変な思いをしていますから、その

辺の事情をやっぱり申しわけないけれども、再度御認識をいただくか、お話しをし

ていただくということを努めていただきますように、よろしくお願いいたします。  

○内山水産農林課長   やはり、市長のほうからもよく言われますように、現場へ

出向きなさいというふうなことをよく言われますので、製材業者さんのほうにも私

も出向きまして、いろんな情報収集に努めて、この事業が反映できますような展開

のほうもまた考えていきたいと思います。  

○楠委員   森林認証、まだ年数が浅いんですけど、今後この計画だけじゃなくて、

さらに事業評価、尾鷲材として、あるいは、また紀北と今度グループを組んでいこ

うという計画もあるみたいですけど、せっかくですから、しっかりと、もう３年目
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になったら、ビーバイシーをやって、認証と実際の売り上げとか、そういうところ

の検証を進めてほしいなというふうに思うんですけど、いかがですか。  

○内山水産農林課長   そうですね、今回、紀北町のほうとグループ認証化という

ことで動き出していきたいと思っております。  

 そういう中で、委員さん言われるように、確かに、どのような効果が出てくるの

かというふうな検証も今後必要になってくると思いますので、ここは本当に尾鷲林

政推進協議会のほうで、紀北町と含めて、県のほうにもいろいろ指導を仰ぎながら、

また考えさせていただきたいと思います。  

○奥田委員   １個だけ。  

 さっきね、三鬼和昭委員、非常に重要なことを言われたんですよね。課長わかっ

ていると思いますけど、森林組合のほうは、今、１万５ ,０００トンぐらいの年間、

間伐材を集めておるということやけれども、木質バイオマスをやる上でも、２万５ ,

０００トンから３万トンぐらい要るということで。  

 ただ、今、間伐材の需要ってふえておるもんで集めるのが大変やという話があっ

て、幹をね、枝だけじゃなくて、間伐材って枝ですよね、基本的には。じゃなくて、

幹の部分の上のほうでしょう。上のほう、細い部分。そこを市場に出すよりは、間

伐材で出したほうが高く売れるという話だったかな。森林組合のほうが、そういう

話をしているんですよ。だから、その辺のところをきちっと考えてねということ、

非常に重要なことを言われたと思うんですよね、僕ね、聞いておって。そこを肝に

銘じて。だって、赤字幅、減らさないかんでしょう。できたら黒字にしたいですよ

ね。だから、そこのところしっかり考えてくださいよ。ただ、主伐やったらええと

いうもんじゃなくて。市場へ出す分じゃなくても、間伐材で使えるのをしたほうが、

単価高いらしいですよ。高いらしいもんで。そこをよく本当に考えてやってくださ

いね。  

○内山水産農林課長   言われるとおり、単価の高いほうの売買へ行けるような方

向のほう、考えていきます。  

○南委員長   ちょっと僕も、ちょっと参考までに。  

 例えば、三番玉の話だと思うんですよね、恐らく。二番のままでは製品価値は。

大体バイオで出すのと、市場の仕入れではじいていませんか、開き。もし、はじい

ていたら。はじくべきやと思うし、もしはじいていなかったらね。今後、一つのも

う課題として、できたら高いほうのほうへ。  

○内山水産農林課長   今現在も、単価、言われた三番玉が立米幾らで取り引きし
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ておるのか、それで、バイオで持っていったら幾らになるのかというふうなのを見

合った中で、高いほうのほうで売買のほうをしておりますので。  

○南委員長   ぜひともお願いいたしたいと思います。  

 これで、水産農林の審査を終わりたいんやけど。  

（発言する者あり）  

○南委員長   その他のほうで１点だけあるそうでございますの。課長、その他の

ほう、ちょっと１点。その他のその他。  

○三鬼（和）委員   水産が何も出ていなかったので、きのう、ちょっと急いでお

ったもんでよう聞かなんだですけど、この地方創生の中でマハタの取り組み、ブラ

ンド化というんだけど、現状として、もう３００円ぐらい安いらしいですね。ここ

では、この取り組んだのに、引き続きというふうに書いてあるんですけど、別途何

か手だて、ないんですか。低迷しておる。  

 もうテレビなんかでも、尾鷲市なんかのマハタは、もう特産地みたいな紹介いっ

ぱいしてもうておるじゃないですか。その割に、ちょっとこの地方創生の中で引き

続きやってほしいのとは裏腹に、ちょっと値段が、今、安いみたいなもんで、どう

なんですか、その現状は。  

○内山水産農林課長   済みません、マハタＰＲにつきましては、地方創生の会議

の中で、もっとＰＲするべきやないんかというふうな意見が出た中でね、やはり私

らとしても、ことしも魚まつりとか尾鷲ヒノキふれあいフェスタのほうにマハタを

提供させていただいて、マハタのおいしさ、よさというのを味わっていただきまし

た。これは、市民の方、それから、市、県外の方も、魚まつりでは約５ ,０００人

の方、見えたし、それで、ふれあいフェスタのほうも１ ,５００人の方が見えたと

いうことで、結構市内外の方も見えていまして試食もされていましたので、マハタ

のよさというのを、いろいろ私もちょっと耳に入ってきましたので、そこら辺につ

いてＰＲのほうはできたんじゃないかなと。これから、魚食普及につながっていけ

れば、価格のほうも上昇につながっていけるんじゃないかなと期待しております。  

○三鬼（和）委員   値段が、今、低いというのは、浜値、出荷値やと思うんやけ

ど、つい最近、私のところへも市外とか県外からマハタ３匹とか１０キロぐらいと

いう話があって、自分と、それ確保してできないので、実は、小川委員なんかと話

して、早田の地域おこしの方がつくった販売のがあって、あれ、早田ブランドの分

を中心にやったんですけど、その辺は、代表者と話して、漁がない時期とか早田ば

っかで出せない、１年間続いたらないので、尾鷲のものだったら出せるようにちょ
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っと話した上で、そういったマハタでも、小売りというのかな、もっと普及してい

く意味でね、小売りだったら、単価ももう少し高く売れるというのもあるので、そ

ういったのもやるべきやと言って、今、検討はしてもらっておるんですけど、マハ

タも結構どこで食べられますかって問い合わせがあったりとかする中で、市場では

そこそこの値段はしておるんですけど、いかんせん、今、生産のほうが出荷すると

きには、ちょっと３００円ぐらい、現状は、今、下がっておるみたいなので、全体

通して、やっぱりテコ入れというか協力というのかね、補助金云々じゃなしに、何

とかそれが普及する、だから、値段が上がるようなことを一緒になって考えてやっ

てほしいなと思うんですけど、どうですか、その辺は。  

○三鬼水産農林課長補佐兼係長   浜値のほうは、需要と供給の関係で、供給体制

が結構種苗がふえてきて生産量がふえておるものですから、若干浜値下がっている

というのは、ちょっと聞いています。  

 そういった中で、小売りについてもどういう対応をしていくのかというところで、

県漁連のほうでは、ネット販売、マハタ鍋セットとか、そういう格好で小売りにも

対応するようなネット販売をしていたりとか、市のホームページでも、マハタ取り

扱い店のＰＲということで、その辺の小売りの体制も需要に追いついていけるよう

な形でＰＲのほうを進めさせていただきたいと思います。  

○三鬼（和）委員   あの……。  

○南委員長   進行の協力、お願いいたします。  

○三鬼（和）委員   最後にします。  

 早田の、きより、あったですけど、ですもので、もし、やるとか云々だったら、

やっぱり行政も手伝っていただいて、その素材というのかな、マハタを、きよりま

での流通とか、そういったものもしやすいような環境も協力してやっていただいて、

生産者とともに、その辺も上手につながるように。きより自体も上手な運営ができ

ていくというのか、広くできていくということによってマハタが普及につながると

いう形というんですか、そういったところにもやっぱり目を向けてやってほしいな

と思いますので、よろしくお願いします。  

○三鬼水産農林課長補佐兼係長   また、早田のほうにも行って、いろいろ御相談

させていただきたいと思います。  

○村田委員   課長さん、この間、先般ね、課長さんにもお話しをさせていただい

たんですけれども、古江の漁港ですね、古江。古江で養殖業者が養殖をしたいんだ

がという話があって、私が課長さんにお話しをしたんですけれども、何か補助金の



－７１－ 

網がかかっていて、なかなかそれを生かすことができないんだということで、曽根

の今の埋め立て地ですか、あそこのところを代替えにというお話があったんですけ

れども、それはそれで結構なんですが、深層水を使って養殖をしたいという業者が

やっぱりあるものですから、法の網を取り払うという作業に、もうかかっていただ

いておりますか。  

○内山水産農林課長   この件につきまして、市長のほうにも話させていただきま

した。市長のほうにも、そういうことなら早急にもう手続のほうを進めなさいとい

うふうに指示を受けておりますので、今現在、それに向かって作業のほう、進めさ

せていただいております。  

○村田委員   それ、大体めどとしては、どのぐらいで外れるんですか。  

○内山水産農林課長   まず、補助用地から単独用地。補助用地というのは、その

土地をつくるために国の補助金を投入してできた公有水面の土地なんですけれども、

それについて、まず、補助金を外すのに、手段としては、補助金を返還するのか、

もしくは、単独用地、補助金が入っていない尾鷲市所有の土地と等価交換をするの

かというふうなことの手段、２通りございます。それで、今回、私らとしては、尾

鷲市が所有の単独の土地と等価交換をするという手続のほうを考えております。  

 それで、今、現在、市長のほうに指示を受けつつ進めておるという状況でござい

ます。  

○村田委員   それは、等価交換はいいんですけど、どのぐらいでできます。  

○内山水産農林課長   済みません、補助用地から単独用地の交換に約半年、それ

と、あと、また、漁港の用地利用計画というものの変更も生じてきますので、それ

で半年で、約１年ほどかかってくると思います。  

○村田委員   それ、もうちょっと短くならんの。  

○内山水産農林課長   極力努力はしたいと思います。  

 ただ、県と、あと、水産庁とのいろんな協議のやりとりのキャッチボールが何回

も繰り返しされると思いますので、それぐらいはちょっと見ていただきたいと思っ

ております。  

○村田委員   それはそれで、課長さんですから一生懸命やってくれると思います

けれども、そもそも、これは課が違いますけれども、深層水をどうのこうのと言っ

ているときにね、そういう深層水を利用して養殖をしようなんていうそういう業者

があらわれた、どうするのかということをね、やっぱり港湾関係の者とも相談をし

て考えておいてもらわんと、そこだけ、古江だけじゃなくて、ほかの用地も、やっ
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ぱりそういう形で考えておいてもらわんと、深層水の販売経路をどうするんだ、ど

うなんだと言っても、肝心の大元が受け入れ状態ができていないということでは、

これは何にもなりませんから、その辺のところ、ひとつよろしくお願いいたします。  

○南委員長   議長から発言を求められておりますので。  

○三鬼（孝）議長   えらい、済みません。  

 水産漁業の町、尾鷲だから、お聞きしますけれども、水産業の改革法が参議院の

農林水産委員会で６日の日にかな、成立したんですね。それで、狙いとしては、民

間漁業、食品会社とか水産会社の漁業への新規参入を促す狙いとか、漁業の活性化

につなげるためにそういう改正をされたと思うんですけれども。７０年ぶりだそう

ですね、漁業のこの改正は。そうした中で尾鷲の漁業にどのような影響を及ぼすの

かなというような思いがありますので、恐らく、国会通ると思いますね。それで、

２年以内に施行するというような報道もありますけれども、外湾漁業なんか、そう

いう動向は、いろいろと水産課、話をされておりますか。  

○内山水産農林課長   この漁業法の一部改正につきましては、一度県のほうから

説明会がございまして、うちの職員のほうも参加させていただいております。  

 それで、ちょっと今、現状のほうを報告させていただきますと、これは、県のほ

うでは、従来から漁業権の切りかえの際には、漁場を最大限に有効活用するよう、

漁協等を市で指導しているところでございます。  

 これまで、養殖業などにおいて企業が参入を希望する場合には、地元漁協と十分

に調整を図られ、漁業調整など支障がないと判断した上で、事前に免許の内容等を

定めた漁場計画を作成し、免許をしてきております。  

 それで、今回、漁業法の一部改正につきまして、海面利用につきまして見直し制

度ということが一つございます。国が示しておりました漁業法の改正では、イセエ

ビ、アワビなどをとる漁業を営む共同漁業権、貝や魚、海藻を養殖する区画漁業権、

定置網を営む定置漁業権、三つの漁業権制度を維持されることとなっております。  

 共同漁業につきましては、従来どおり、漁協、漁連のみが免許されることとなっ

ております。  

 区画漁業権、定置網漁業権につきましては、これまで法律で免許の優先順位が定

められておりました。今後につきましては、地域の水産業の発展に最も寄与する者

に免許をするよう改正が行われる予定だと聞いております。  

 ただし、地元漁業と調整した上で漁場計画を策定し免許するという方法について

は大きく変更はなく、漁協など既存の漁業権が適切かつ有効に漁場を活用する場合
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には、引き続き免許することとなっております。そういうふうに県のほうから聞か

せていただいております。  

○三鬼（孝）議長   わかりました。  

 それで、基本的には漁業権を地元の漁協とか漁業者に優先的に割り振りしておっ

たんが、法規定で廃止されるという、この一番、これ、ネックになって、尾鷲は零

細業者も多いですからね。特に、根付漁業の中でイセエビの刺し網ですか、そうい

う漁業に今回の改正が及んでくるのかどうか、その辺のところは、まだ把握してい

ないの。  

○三鬼水産農林課長補佐兼係長   根付を含めた共同漁業権に関しては、今までど

おり漁協、漁連に免許が交付されるというふうな形で、そこのところについては制

度は維持されるというふうに聞いております。  

○三鬼（孝）議長   わかりました。  

○南委員長   奥田委員、簡単にお願いします。  

○奥田委員   ちょっと話、外れるかもしれませんが、ちょっと担当課長にお聞き

したいんですけど、課長、今、水産業、非常に大事だという話が出ておるんで。そ

の点から、ごみ焼却施設、３６５日、２４時間、あそこへ東紀州のごみを燃やすん

ですけど。  

○南委員長   ちょっと……。  

○奥田委員   それ、風評被害が出ると言うて、もう尾鷲の水産業、壊滅するんじ

ゃないかと言われておるんですけど、担当課としてはどう思われていますか、課長。  

○南委員長   答弁できます。  

○内山水産農林課長   済みません、答弁、差し控えさせてください。  

（発言する者あり）  

○南委員長   最後でお願いします、もう。  

○三鬼（和）委員   この真珠の養殖については、どこへ当てはまる。これは、ま

た、この三つのあれとは別なんですか。何か難しいやろう、真珠については。どう

変わるんですか。  

○藤吉副市長   真珠の養殖については、そもそもが経営者免許で、漁協とかに免

許されていませんので、今回の法改正で全く変わりません。  

○南委員長   これで水産農林の審査を終わります。１０分間休憩いたします。  

（休憩  午後  ３時０７分）  
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（再開  午後  ３時１７分）  

○南委員長   それでは、休憩前に引き続き、委員会を続行いたします。  

 商工観光課、付託議案の補正予算の説明から求めます。  

○北村商工観光課長   商工観光課です、よろしくお願いいたします。  

 それでは、進行表に沿って説明させていただきます。  

 議案第７４号、平成３０年度尾鷲市一般会計補正予算（第６号）の議決について

のうち、商工観光課に係る分を御説明させていただきます。  

 第２表債務不履行補正（追加）でございます。  

 補正予算説明書の６ページ、７ページをごらんください。通知いたします。  

 四つの事項をまとめて御説明させていただきます。  

 ６ページ、最下段の尾鷲市海洋深層水総合交流施設、名称はアクアステーション

でありますが、その分水施設浄化槽保守点検・清掃業務委託について、期間を２０

１９年度（平成３１年度）から２０２０年度まで、限度額を４２万円、７ページ、

最上段に移っていただきまして、尾鷲市海洋深層水総合交流施設・分水施設電気保

安管理業務委託について、期間を２０１９年度（平成３１年度）から２０２０年度

まで、限度額を４９万２ ,０００円、次の段の尾鷲市海洋深層水総合交流施設・分

水施設警備業務委託について、期間を２０１９年度（平成３１年度）から２０２０

年度まで、限度額を５２万６ ,０００円、次の段の尾鷲市海洋深層水総合交流施

設・分水施設機器保守点検業務委託について、期間を平成３１年度、限度額を４６

７万９ ,０００円とするものでございます。これら４事項につきましては、古江の

アクアステーションの管理につきまして、平成３１年４月から現在の指定管理を一

部業務委託に切りかえることといたしたいことからであります。  

 続きまして、次の段の公衆便所清掃業務委託につきましては、商工観光課で管理

する観光トイレのうち、尾鷲駅前公衆便所など４カ所の清掃業務委託について、期

間を平成３１年度、限度額を１１４万４ ,０００円とするものでございます。  

 それでは、アクアステーションにつきましては、資料を用意させていただいてお

りますので、担当係長から詳細を御説明させていただきます。通知いたします。  

○苫谷商工観光課係長   資料１をごらんください。  

 尾鷲市海洋深層水総合交流施設・分水施設アクアステーションに係る債務負担行

為について御説明いたします。  

 アクアステーションは、現在、指定管理者による指定管理を実施しております。

指定管理料については、維持管理経費のみであり、利用料金制もとっていないこと
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から、民間活力の導入による市民サービスの向上及び経費節減などの指定管理者制

度導入の目的にかなっていない部分もございます。  

 ８月に開催した行政常任委員会において指定管理制度の見直しについて報告され、

アクアステーションにつきましては、業務委託に変更することにより、人件費の削

減、市職員常駐による利用者の意見把握、情報発信の強化などのメリットがあり、

経費見直しによるさらなる削減を図ることができるとの考えから、次年度から指定

管理者制度を改め、市の管理とし、一部業務委託とする準備を進めているところで

ございます。  

 債務負担の内容につきましては、先ほど課長より御説明いたしましたとおりでご

ざいます。  

 参考に、平成２９年度指定管理決算における各業務の決算額を記載いたしており

ます。  

 機器保守点検業務につきましては、平成２９年度決算額７１６万４００円であり

ましたが、点検内容の見直しにより削減しております。  

 アクアステーションでは、当初から８月と３月の年２回の保守点検を実施してお

ります。これは、予防保全の観点から、設備機器の故障発生による取水、分水の停

止を極力回避する目的で実施してまいりました。  

 一方、事後保全という事故が発生してから対応するという考え方もあり、財政状

況も勘案した上で、アクアステーション職員にも御相談いただきながら、以下のこ

とを考慮し保守点検の見直しを行いました。  

 １、設備機器について、予防保全を減らし、事後保全をふやす。  

 ２、事後保全の対象機器は、故障が発生しても大きな影響が発生しないものとす

る。  

 ３、保守点検業者にアドバイスを受けるとともに相談の上、点検の見直しを行う。  

 以上、考慮して見直しをした結果、機器保守点検につきましては、指定管理にお

ける平成２９年度決算と比較して約２４８万円の削減となっております。  

 説明につきましては以上でございます。  

○北村商工観光課長   ただいま担当係長から御説明させていただきましたが、８

月の本委員会におきましても方向性を示させていただきました。  

 平成３１年度からは、これまでの指定管理による管理を一部業務委託に切りかえ

る準備を行っております。  

 全体的な費用につきましては、新年度における費用の新年度予算計上を御説明さ
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せていただく予定の３月に御説明させていただきたいと思っておりますので、よろ

しくお願いいたします。  

 以上が商工観光課からの補正予算の説明でございます。御承認賜りますよう、御

審議のほど、よろしくお願いいたします。  

○南委員長   説明は以上です。  

○三鬼（和）委員   済みません、後のほうの説明の中で、予防保全については減

らしていくということなんですけど、予防保全、それから、発生してからというか、

保守点検ということもあろうかと思うんですけど、大きな事故もありましたけど、

全体的に予防保全というのが成果を出して、機器の長寿命化であるとか、海水相手

ですので、そういったことも一方ではあろうかと思うんですけど、予防保全を減ら

すところのデメリットというので、数字面じゃなくて、実際機器のデメリットは、

どういう、想定はしているんですか、していないんですか、どうなんですか。  

○苫谷商工観光課係長   現状の点検は年に２回、それを、もう予防保全をもう全

てなくすというのではなくて、回数を２回を１回に減らすというものと、あとは、

もう事後保全に取りかえて、機器類、故障しても、もう前後のものでわかるもの、

取水に直接影響しないものというところの点検を減らすというところで見直した結

果が、こちらになります。なので、減らしたから、極力最小限の現状影響は出ない

だろうというところで今回見直しはさせていただきました。  

○三鬼（和）委員   あと２点ほど。  

 １点は、これまで長らくあそこで責任者というのか、市からも、それから、商工

会議所になっても、責任者してくれておった方であるとか、現在商工会議所の下で

働かれていた方も引き続いてというか、自主点検的な意味合いで日々の点検的なも

のができておったと思うんですけど、今後直営でするようになったときに、職員は

どうするのかというのが１点と、それから、あそこでサポーターの皆さんともども、

地域の皆さんとイベントをやったりとか、海洋深層水の普及を兼ねた行事なんかや

ってきたんですけど、これが直営になった場合、商工観光が直接その方たちとやら

れるのかって、そういったところの費用とかそういうのの扱いについては、どう振

り分けるんですかね。  

○北村商工観光課長   まず、職員についてでございます。  

 現在、総務課とも調整を行っておるところではございますが、私ども今考えてお

るのは、現在でも商工観光課に海洋深層水担当、係の者が係長含めて４人おります。

その中から１人だけでも現場へ出向かってデスクワークを行いたいと思っておりま
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す。  

 また、ほかの職員につきましては、臨時採用というような形で補えないかという

ふうなことで、今、考えておるところでございます。  

 また、二つ目のイベントにつきましては、私ども、イベントなどを行ってきたと

ころは、私ども商工観光課のほうで担当して行いたいと考えておるところでござい

ます。  

○三鬼（和）委員   指定管理をする中では、正職員を、かつて正職員を配置して

おったときに、そういった意味で、そこのコスト下げるということで、指定管理の

中で正職員がつかなくなったということもあるんですけど、正職員については、機

器の維持とかじゃなしに、海洋深層水の普及であるとか売り上げというのかな、そ

ういったことも担当さすんですか。あそこのアクアステーションの取水とかメンテ

とかの、そこの職員としての配置なんですか、その辺はどうなんですか。  

○北村商工観光課長   今、相談させてもらっている中身としましては、その臨時

職員に当たる方には、アクアステーションの施設の管理などを行っていただきたい

と。  

 正職員につきましては、今現在も深層水の営業活動などもやっております。あわ

せて、引き続いて行えるような考えでおります。  

○仲委員   最後のところのちょっと、１番の施設機器について、予防保全を減ら

し事後保全をふやすというのは、事後保全の部分なんですけど、例えば、モーター

とかそんなのは入っていないと思う。例えば、大きなもので、どんなものが入って

おるのかということと、今までの保守点検業務に係った業者とのこの外したときの

いろいろな相談、協議というのは、あったかどうか。それによって、外したことに

よって、残りの部分を保守点検業務として的確にやれることができるかというのを、

やっぱりちょっと確認したいんですけど。  

○苫谷商工観光課係長   済みません、まず、事後保全の部分になるんですけれど

も、実際それほど大きなモーターポンプ系というのは、取水ポンプとかは、もう心

臓部になるので年に２回の点検というのは、もう維持しました。本当に小さなとこ

ろ、機器類、点検内容を聞いても、それほど大きくないものの積み重ねになるんで

すけれども、その金額で減ったのが一つと、あと、金額が大きいものの年２回の点

検を１回にすることによって金額が削減されるというのが大きいので、事後保全に

関しましては、本当に影響が極力少ないものというところを保守点検業者にも相談

をして決めました。  
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 保守点検業者に関しましては、点検内容を一覧で出していただいて、一つずつち

ょっと聞き取りとかをさせていただいて、回数を減らしても問題のないものとかそ

ういったものを一緒に考えて、この削減に協力いただきました。なので、取水、分

水には影響がないように現状の項目を決めております。  

○仲委員   省いたものの仕様書で来年度入札が可能なものになるということでよ

ろしいんですね。  

○苫谷商工観光課係長   そう考えております。  

○野田委員   済みません、数字だけちょっと確認させてもらいたいんですけれど

も、機器の保守点検業務については、平成２９年の決算において７１６万４００円

であったものが、先ほど２４８万ぐらい見直しによって削減するというようなこと

を言われたと思うんですけれども、それは、その分は、どの部分なんですかね、こ

れ。ちょっと、ごめん。再度になるんで。  

○苫谷商工観光課係長   今回債務負担上げさせていただいた金額が４６７万９ ,０

００円で、２９年度の決算額が７１６万４００円、差額が約２４８万ほど。  

○野田委員   そういう意味か。  

○苫谷商工観光課係長   はい。  

○野田委員   ということは、２番の電気保安管理業務とかそういう部分は、大体

前年ベースで上げられているということかいな、債務負担限度額というのは。  

○苫谷商工観光課係長   ほぼ前年ベースではあるんですが、消費税の増加分とい

うところを見込んでいますので、若干前年よりかは増加しております。  

○野田委員   ほかの分は、消費税の分はあるけれども、前年ベースという感じで

よろしいということですね、ありがとうございます。  

○南委員長   他にございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○南委員長   それでは、ないようですので、その他の報告のほうをお願いいたし

ます。  

○北村商工観光課長   続きまして、報告事項に移らせていただきます。  

 資料３ページをごらんください。通知いたします。  

○南委員長   お願いします。  

○北村商工観光課長   資料番号２の尾鷲市地域資源活用総合交流施設、名称夢古

道おわせにおける平成３１年度からの指定管理選定状況について、経過報告を行わ

せていただきます。  
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 先月、１１月２日から募集要項等の配布を行い、同月２６日に選定委員会による

選考会を行いました。  

 応募団体は、現在の指定管理者でもある株式会社熊野古道おわせ、１社のみであ

り、選考によって同社を選定いたしましたので、御報告させていただきます。  

 なお、募集要項の主な変更点は、主に追加ではございますが、管理施設に調理加

工施設を追加、地元食材の活用について、市内各地区との連携、レシピ等のホーム

ページやＳＮＳの紹介を追加などでございます。  

 今後につきましては、仮協定の締結、選定結果の議会の議決による承認、基本協

定、年度協定の締結を経て、新年度から指定管理者による管理を行っていただく手

順となっております。  

 また、夢古道の湯の外風呂について御報告させていただきます。  

 これまで酸性の湯とアルカリ性の湯の２種類で外風呂を楽しんでいただいており

ましたが、深層水源水を分解する電解水生成装置が老朽化によって５月に故障し、

現在は内湯と外湯は同じ深層水の湯を使用して経営している状況であります。この

電解水生成装置の交換につきましては約１５０万円ほどの費用がかかるため、これ

をきっかけに開館当時からの湯をデザインするという考えに基づきまして、これま

での酸性、アルカリ性の湯から、新しいコンセプト、例えばですけれども、深層水

のカルマグ水の湯や尾鷲ヒノキの蒸留水の湯などのデザイン風呂に変更できないか

などの協議を指定管理者と行っているところでございます。まだ結論に至っておら

ず反省すべき点でもございますけれども、早いうちに結論を出したいと思っており、

その際には、本委員会にも御報告させていただきたいと思っておりますので、よろ

しくお願いいたします。  

 続きまして、資料４ページをごらんください。  

 資料番号３のクルーズ客船にっぽん丸尾鷲港寄港についてでございます。  

 本市、尾鷲港への初寄港となるにっぽん丸は、商船三井客船株式会社が運行する

乗客定員５２４名の客船でございます。  

 クルーズ船は、世界的な観点で大変人気のある観光分野のもので、近年日本にお

いてもインバウンドはもとより、国内旅行の誘発という点で、国土交通省を中心に

誘致や取り組みを推奨しているものでございます。  

 今回の尾鷲港初寄港は、商船三井客船株式会社が、まだ寄港していない国内の重

立った港を重点的にツアー組みしたもので、今年度、県内では、津市なぎさまち、

松阪港、尾鷲港の３カ所の寄港になります。  
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 ツアー名は、にっぽん丸で航く熊野古道プレミアムという商品で、３月７日に横

浜港を出港し翌朝に尾鷲港に入港、お昼の１時に尾鷲港を出港し新宮港に向かうと

いうものです。  

 にっぽん丸は、尾鷲港では沖合に停泊し、お客様は、テンダーボートと言われる

８０人乗りの通船２隻によるピストン輸送にて大曽根浦へ上陸することとなってお

ります。  

 お客様には尾鷲港停泊中、オプショナルツアーの馬越峠ツアーや市内の食べ歩き

ツアー、熊野古道おわせや熊野古道センターの施設見学ができるツアーなど、現在

商船三井客船と観光物産協会、そして市とが協議をしているところでございます。  

 なお、今回は、初寄港ということであり、寄港に当たっての歓迎セレモニーを開

催したいと考えております。例年であれば議会会期中の時期ではありますが、３月

８日午前中の予定について改めて議会にも御相談させていただきたいと思っており

ます。  

 セレモニーの詳細等は、まだにっぽん丸側から示されておりませんが、市内のオ

プショナルツアー内容の決定もあわせて、詳細が決まりましたら改めて資料提供さ

せていただきます。  

 続きまして、最後に、資料はございませんが……。  

○南委員長   ちょっと、もう、この、まず、２点のほうから御意見をお聞きした

いと思います。  

 今の夢古道おわせの指定管理の選定とクルーズ船にっぽん丸の尾鷲港初寄港とい

う報告を受けました。  

 これについて、何か御意見のある方は。  

○奥田委員   これは、資料３ですね、クルーズ客船にっぽん丸、来てもらう、こ

れは非常にありがたいことですね。これを見ると、５２４人ですか、乗員がね、す

ごいなと思いますけど。  

 ただ、そのセレモニーという話がありましたけど、泊まるわけじゃないんですよ

ね、これを見ると、新宮は泊まってくれるんですね。どうなんですか、尾鷲は泊ら

ない。  

○芝山商工観光課参事   にっぽん丸につきましては、資料３の中段にスケジュー

ルが書いてございますが、３月７日夕方５時に横浜港を出港して尾鷲に３月８日、

金曜日の朝８時半に到着をいたします。一度おりていただくお客様は、そこで尾鷲

にテンダーボートで港に上陸をしていただきまして、その後、船は１時を目途にま
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た尾鷲を旅立っていく、出港していくという、新宮に向かっていくというもので、

尾鷲市内の滞在時間は、８時半から１３時までというものでございます。  

○奥田委員   ということは、８時半で１時ですから、４時間半ですね。来てもら

うだけでもありがたいですけどね、尾鷲を知ってもらうという意味でね。ありがた

いですけど、できたらね、泊ってほしいですよね。尾鷲節コンクールにしてもね、

今、１日やけれども、最初始めたころは泊ってもらうということで２日にしたとい

う経緯があるみたいですけど、そこはあれですけど、できるだけお金が落ちるよう

な何か仕組みづくりというのを考えてほしいですね。  

○芝山商工観光課参事   このにっぽん丸の寄港につきましては、三重県も一緒に、

ともに誘致をしておりまして、今回をきっかけに、にっぽん丸側ともこういうコネ

クションができましたので、いろんな提案を今させていただいているところでござ

います。もちろん、そういうお金が落ちるような、経済活動につながるような提案

をさせていただきたいと思っております。  

○野田委員   ちょっと関連ですけれども、これはどのような形で誘致されたんで

すか、今回、初めての。  

○芝山商工観光課参事   今回は、にっぽん丸側から、まだ日本国内でまだ寄港し

ていない重立った港を探していたところ、三重県の中では松阪と津と尾鷲がまだ寄

港していないということで、にっぽん丸側から選んで、チョイスしていただいて、

それが三重県のクルーズ協議会というものがありますので、そういうところを通し

て私どもに話をいただいたというところです。  

○野田委員   今、４時間半の滞在ということですけれども、この時間を有意義に

していただく何かことは考えているんですか。行政として。  

○南委員長   熊野古道。  

○野田委員   今、言うた。  

○南委員長   熊野古道、歩くで。  

○野田委員   言うたか、ごめん。  

○南委員長   もう一回だけ、ちょっと説明したってください。新たに、また。  

○芝山商工観光課参事   このタイトルが熊野古道プレミアムというところで、熊

野古道に行くというのがメーンでございますので、まず、馬越峠に行くというのが

１点と、また、市内でも食べ歩きをしていただいたりとか、そういうところを、今、

提案させていただいております。  

○仲委員   今、芝山参事さんの説明で、あのね、熊野古道を楽しむという文書の
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中で５行目ぐらいにな、どうでもいい話なんやけど、にっぽん丸はお客様の下船完

了後、新宮港まで移動って書いていますね。皆様のお帰りをお待ちしていますとい

うことは、尾鷲おりてから、にっぽん丸に乗らんと、新宮で待っておると。  

（発言する者あり）  

○仲委員   そういうことやり。  

○芝山商工観光課参事   こちらの資料は、にっぽん丸のパンフレット、カタログ、

ツアーカタログをコピーし転載しているものでございますけれども、まだ、このパ

ンフレットをにっぽん丸が作成して、今、お客さんを集めている段階では、まだざ

っくりした案でございまして、今、そこの詳細をにっぽん丸側と我々が協議をしな

がら、どういうツアー案ができるかというのを詰めているところです。  

 幾つかのオプショナルツアーというものを考えておりますが、一つは、もうバス

でそのままいろんなところ、東紀州を回りながら新宮まで行くというのもにっぽん

丸側が考えているということで、こういう表現になっております。  

○南委員長   なるほど。  

○濵中委員   これ、関東からのお客さんが多いのかなという気がするんですけれ

ども、やはり関東方面、特に東京では、熊野古道というと奈良、和歌山というふう

にイメージをされるということをいまだに言われます。  

 例えば、サミットのときでも、伊勢神宮がクローズアップされましたけれども、

伊勢神宮から熊野詣でというような流れは、ちょっとつくれなかったのかなという

気もします。  

 なので、こういった機会をつかまえて、関東方面の方に熊野古道は三重県の峠が

人気やということをわかってもらえるような、県にもぜひ協力をいただく中でね、

そういったアピール作戦というのを、来年３月ですか、ぜひ練り上げていただいて、

熊野古道の伊勢路というものを関東方面にもっと認知してもらえるような、そうい

ったことも作戦として考えていただきたい。要望しておきます。  

○三鬼（和）委員   資料２のほうなんですけど、引き続き、株式会社熊野古道お

わせさんに夢古道を管理していただくわけなんですけど、今回具体的にレシピ等の

ホームページやＳＮＳでの紹介追加ということがあるんですけど、確か、夢古道が

スタートしたときには、ブログであるとかフェイスブックは、まめに情報発信して

くれておったんさね。ところが、最近、個人の店長であるとか、個人のほうがして

おるので、それは十分認めるんですけど、やはり夢古道おわせの公式発信をしなく

ちゃ、してもらわんとだめだと思うんですね。時々、バイキングのほうの担当者が
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きょうのものってしておるんですけれども、最近では、ランチやっておる方なんか

も、毎日の献立を載せたりとかという時代というのか、そういったものでランチを

食べにきたりという人が多い時代ですので、まめに、特にＳＮＳできょうのランチ

というのを載せるのは大した時間も労力も要らないと思うので、そういったものを

まめにしていただいたりとか、それと、夢古道全体の中の風呂のことでもいいです

し、そういった情報発信を積極的にしていただいて、本来観光協会とかお宅の課が

するべきことなんですけど、せっかく市がつくった交流施設ですから、尾鷲の情報

発信をもう少しやっぱり力を入れていただくように重々お願いしてほしいなと思う

し、実践するようにやっぱりチェックもしておいてほしいなと思うんですけど、そ

の辺はどうですか。  

○北村商工観光課長   夢古道おわせとは、情報発信についても現在も協議をして

おりまして、新しくリニューアルできるような形でも考えてもらっております。  

 ただ、新しくなったらよいというわけではございません。やはり中身だと思って

おりますので、中身も詳細に、外の方が興味を持ってもらえるような形で情報発信

してもらえるような形で協議をしてまいりたいと思っております。  

○内山委員   先ほど、お風呂のヒノキの蒸留水という話があったんですけど、実

際、僕も使用したことありまして、以前にちょっと、以前の仕事なんですけど、プ

ールでも使っていたことがありまして、非常に臭いがよくて肌にもいいという好評

をいただいておりまして、尾鷲ヒノキのＰＲにもすごくいいことだと思いますので、

ぜひ進めていただきたいと思います。  

○北村商工観光課長   企画風呂、デザイン風呂というような形でいろいろ取り組

んでまいりたいと思っております。今の御意見、参考にさせていただきたいと思い

ます。  

○野田委員   資料２の３ページの募集要項の主な変更点のところで、管理状況の

把握と評価、監査として、尾鷲指定管理者制度導入施設におけるモニタリング評価

に関する基本方針に基づくモニタリングの実施を追加ということになっているんで

すけれども、これについては今回初めて導入される部分ですが、ここは指定期間は

３年かな、３年のうちにどこかの時点で抽出してやられるんですか。抽出というか、

行くときは予定で、予定というかこっちへ申告して行くのか、それとも、どういう

形で対応されるのかということと、これについての、それ、まず教えてください。  

○北村商工観光課長   現在もアンケートなど、毎日置いて、とっておるんですけ

れども、そのモニタリング、アンケート、どういった形で、どのような形で来てい
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ただいたとかというようなモニタリングにもなっております。まだ期間とかはきち

っと決めてはおりませんけれども、なるべく短期間の中でアンケートなどを集約し

て集計して形づけて把握したいというふうに考えております。  

○野田委員   尾鷲の発信基地として非常に重要なポジションに位置していただい

ていますので、あくまでも、ここの施設が、よりレベル高めるということをお願い

したいんですけれども、いろんな内部の財務的な部分も、もう監査されるというこ

とでよろしいんですか。  

○北村商工観光課長   済みません、内部監査までは入っていなかったと記憶して

おります。  

○野田委員   最後に。これについての評価委員ということが設定されるようにな

っているんですけれども、そこら辺まで、まだ突っ込んだ決定というのはされてい

ないんですか、どうですか。  

○古戸商工観光課長補佐兼係長   済みません、今、ここら辺を調整中でして、ま

だ協議しておる最中でございます。  

○奥田委員   今の件なんですけどね、これ、募集要項の変更、管理状況の把握と

評価、監査ということで、その内部監査まで考えていないということで、仕組みも

これからということですけど、モニタリングの実施と書いてあるということは、お

客さんにモニタリングをやってもらうということですか。何か評価してもらうとい

うことなんですか。  

○北村商工観光課長   お客様に覆面調査というようなこと、現在もやってもらっ

ております。そういう話ではなくて、アンケート、お客様から意見を聴取してもら

うというような形のモニタリングでございます。  

○奥田委員   それを、まずちゃんと独立公平にやるようにね、仕組みだけはやっ

てほしいと思うんですけど、ただそれ、もうこれ、応募は１社やったんですよね、

もう決まったんですよね。具体的にこれから詰めるという話ですけど、募集の中に、

そういう。これって、プロポーザルじゃなかったんですかね。そういうのって、募

集要項の中に書いておって、こういうふうにやりますとか、こういう効率的にやり

ますとか、そういう話というのは、ないものなんですか。  

○北村商工観光課長   プロポーザルで行わせていただきました。  

 プロポーザルの場合は、細かくもう書いてあるところもあったり、提案を受ける

ということですので、一旦大きな形で募集させていただいて、応募会社のほうから、

こういったことをしますというような形で話があって、１社でして、点数をつけま
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した。点数が基準を満たしておりましたので、そこから手続を、今、行っておると。

プロポーザルの提案について、私どもとして、今現在、細かく詰めておるというよ

うな状況になっております。  

○奥田委員   最後にしますけどね、応募をしてもらってプロポーザルを受けます

よね、いろいろね、提案を受けると。点数つけて決めたと言っていますけど、これ、

応募が１社だけだったんじゃないんですか。点数つけて選んだというわけじゃない

んでしょう。だから、１社だけでしょう。  

 それでね、僕が思うのは、この、今回もね、株式会社、熊野古道おわせ、１社だ

けだったということなんですけど、最低２社ぐらい、２件ぐらいあってほしいなと

いう気はするんですけどね、僕、個人的に。やっぱり、総プロポーザルですから、

もっとこういう方法があるよというようなのを出してくれる団体があってもいいか

なという気がするんですけど、今回も１社しかなかったということに対して僕は非

常に残念なんですけどね、課長としては、どういうふうに捉えています、１社しか

なかったという。  

○北村商工観光課長   相手があることですもので、１社がどうの２社がというこ

とでは、ちょっと、私、控えさせてもらいたいと思いますけれども、ただ、１社だ

けであっても、応募内容、提案内容がどうであるかということで点数はつけさせて

いただいております。  

○濵中委員   済みません、そのモニタリングに関してなんですけれども、モニタ

リングの指定管理者のね、最後のモニタリング評価の配点表というのを以前にいた

だいておるんですけれども、これは、モニタリング方針を決めたときの、これは各

場所共通のものでしょうけれども、その中で、評価の配点表がそれぞれの施設の種

類によって分かれているんですけれども、この夢古道に関しては、産業振興施設の

配点でよろしいですか。レクリエーション施設なのか、産業振興施設なのかという

ことが、どっちなのかなというのを知りたいなと思ったんですけれども。この配点

表を見ますとね、例えば、利用者評価が、レクリエーション施設やと利用者評価２

０点で、産業振興やと１０点なんですよ。事業収支やと、それが逆になるという配

点の仕方なんですけれども、これをもうそのまま当てはめてしまうものなのか、そ

れとも、こういった夢古道のような施設の場合は、それ用の配点表をまた改めて考

えるのかということがあると思うので、そのあたりは、どっち側の分類としてモニ

タリング評価をされるのかなというの。  

○北村商工観光課長   夢古道おわせについては、レクリエーション施設の分類で
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させていただきたいと、今、考えております。  

○南委員長   よろしいですか。  

○楠委員   ２点だけ。  

 新年度から、また新しい契約ということなんですけど、二つありまして、まず、

前回でしたか、その前やったか、お風呂のガラスが割れているところの修繕、それ

と、あと、もう一つは、券売機の設置、この点については、どう検討されているの

か。  

○北村商工観光課長   前回お話しいただいて、見積もりも取りました。  

 見積もり、十数万ほどということでなっておりますので、予算の関係もございま

す。予算の経緯も見ながら、修繕、なるべく早く考えさせてもらいたいと思ってお

ります。  

 もう一つの券売機につきましては、事業者のほうにも話はさせていただいており

ます。  

 あと、ただ、お客様への案内とかもありますので、券売機が有効なのかどうかと

いうようなことも話し合いを行っておるというようなところでございます。  

○南委員長   よろしいですか。  

 他にございませんか。  

○奥田委員   その他で。  

○南委員長   ちょっとまだ待ってください。  

 よろしかったら、ＬＤビバレッジのほうの報告を求めたいと思います。  

○北村商工観光課長   では、資料はございませんが、口頭にて御報告させていた

だきます。  

 ＬＤビバレッジについてでございます。  

 これまで、株式会社ライフドリンクカンパニーのグループ会社として株式会社Ｌ

Ｄビバレッジがございましたが、このたび、今月１２月１日をもって合併されまし

て、株式会社ライフドリンクカンパニーとして発足されましたので、御報告させて

いただきます。  

 なお、代表取締役社長につきましては、変わらず皆川氏が就任されております。  

 以上でございます。  

○南委員長   ただいまのカンパニーのことでね。  

○三鬼（和）委員   カンパニーの変更になったというのは、今よくわかりました

けど、従前、海洋深層水の、きょう、取水施設の説明もあったように、海洋深層水
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を使っていただかなだめな施設なんですけど、その後、この問題についてはどうな

っておりますか。  

○加藤市長   前々から社長が交代したり組織が変わったり、今回、また事業所が

本社に統合されたりというような、ちょっと向こうのほうとしても、会社全体とし

てばたばたしておりましたんですけれども、まず、その中で、いろいろ連絡をとっ

ていた中で、彼らも、要するに前向きに修繕ということについて考えていると。  

 ただ、今、現状の中で、ＬＤビバレッジ、要するに、この飲料水ですね、飲料水

のやっぱりマーケットを拡大しなきゃならないという。そういう話になったら尾鷲

市としても協力しますよという話になりまして、今、そういう、物をつくるには、

物を売っていかなきゃならないというようなことで、実を言いますと、今後の１３

日、ちょうど休会の日なんですけれども、イズミヤというスーパーマーケットがあ

るんですけれども、あそこは年商で大体今、２ ,８００から３ ,０００億ぐらいのス

ーパーマーケットなんですけど、そこの社長と会うことができまして、そこでいろ

いろと海洋深層水の飲料水のいろいろトップセールスをやってこようかなという、

そういうことを含めながら、お互いに協力しながら、海洋深層水の要するに加工品

を、飲料水を、いろいろとマーケットを広げるがために、そういう行動を、今後、

商工観光課長と私としてくるんですけれども、そういうことを踏まえながら、お互

いに共存共栄した形の中で我々としてもやっぱり協力しなきゃならないということ

で、そういう状況に、今現在なっております。  

○三鬼（和）委員   当然、販売に関してはね、深層水そのものが本市の目玉商品

ということでありますので、その辺は、市長も、また担当課におかれても、今回、

正職員を船のほうに、職員についても全体で上げて、それをすることによって、結

果的に、海洋深層水、残念という言葉を聞かないようにしたいと思いますので、先

ほどの市長が販売店のことも含めて期待しておりますので、ぜひお願いしたいと思

います。  

○奥田委員   １点だけ、わかったら教えてほしいんですけど、例えば、僕ら、市

民の方からね、深層水も民間委託したらいいんじゃないかという話も議会報告会で

はよく出るんですけど、そのときに、補助金をもらっているからそれはできんのや

という話、ようあるじゃないですか。さっきの古江の土地もそうですよね、何かね、

補助金が。  

 この場合、どうなるんですか。これ、もともと、あさみやさんですね、深層水を

使うということで、深層水飲料をつくるということで、県からも造成費用、かなり
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のお金、あれ、何億か、もろうておるはずなんですよ。そういう、会社名は変わっ

たからといって、例えば、これ、深層水を使わない飲料、これから水だけのね、お

茶もあるのかどうかわかりませんけど、深層水使わない飲料メーカーということで、

その辺の県への補助金返還というのは、ないものなのかな。どうなんですか。わか

ったら、教えてください。  

○南委員長   会議は４時を回りますけれども、そのまま続行いたします。  

○苫谷商工観光課係長   工業団地造成に係る県の補助金なんですけれども、国の

補助金と違いまして、補助金返還までの期間というのが設定されています。５年間

というふうに聞いています。  

 その期間はもう過ぎていますので、補助金返還というところは、発生しないとい

うところの確認は一応とっております。  

 地域資源を使って一定以上の雇用数を満たす企業、進出企業に出される補助金、

整備の補助金とかもありますので、そういったものを使っているのは５年間で、う

ちが土地を造成するのに使っているのは、工業団地をつくるのにいただいた補助な

ので、深層水を使う事業をするための工業団地ではなくて、工業団地というところ

なので、どちらにしても、現状、補助金の返還というところは発生しておりません。  

○南委員長   他にございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○南委員長   他にないようですので、商工観光の……。  

（発言する者あり）  

○三鬼（和）委員   ちょっとお伝えというか、一般質問でも取り上げたんですけ

ど、消費税のことで、商工会議所が、どうもつばき商品券を発行すべく進めておる

みたいなんですけど、市としては連携されるんですか、どうなんですか。まだ相談

も受けていないのでわからないと思うんですけど。  

○南委員長   その点について、市長、どうですか。  

○加藤市長   まだ、その話は、一切聞いておりません。  

 ただ、今、感覚ですけれどもね、ちょっと難しいんじゃないかなと思います。  

 何でかというと、やっぱり補助金がかなりの額でしたから、今まで以上に行きま

すと。その辺のところを踏まえた場合に、今の状況としては、その分で補助金を出

すというのは非常に難しいと私自身は考えております。  

○南委員長   よろしいですか。  

○三鬼（和）委員   はい。  
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○南委員長   それでは、商工観光の審査を終わります。  

 引き続き、建設課の審査を行います。  

 暫時休憩します。  

（休憩  午後  ４時０３分）  

 

（再開  午後  ４時０８分）  

○南委員長   休憩前に引き続き、会議を続行いたします。  

 次に、建設課、付託議案の説明を求めます。  

○高柳建設課長   建設課でございます。よろしくお願いいたします。  

 それでは、議案第７４号、平成３０年度尾鷲市一般会計補正予算（第６号）のう

ち、債務負担行為補正に関しまして御説明いたします。通知をいたします。  

 補正予算書、７ページをごらんください。  

 建設課に係るものは、第２表債務負担行為補正のうち、７ページの上から５行目

の港湾公衆便所外清掃業務委託でございます。期間といたしましては、平成３１年

度の１カ年で、限度金額は９７万円でございます。  

 通知をいたします。  

 行政常任委員会資料、１ページをごらんください。  

 こちらの地図にお示ししたトイレが、清掃委託いたします３カ所のトイレでござ

います。  

 いずれも年度当初から業務を行う必要があり、年度内に契約手続を進めるため、

平成３１年度の債務負担行為を計上させていただくものでございます。  

 場所といたしましては、一つ目の１番、堤防付近にある天満公衆トイレ、２の長

浜公衆トイレ、３の尾鷲港屋外公衆トイレの計３カ所でございます。  

 簡単ではございますが説明は以上です。よろしく御審議のほど、お願い申し上げ

ます。  

○南委員長   ありがとうございます。  

 建設課の説明は以上です。  

○三鬼（和）委員   確認なんですけど、３の尾鷲港屋外公衆トイレ、便所につい

ては、県がつくってくれたものですけど、これは、県のやつで市が管理するんです。

県から委託ですか、どうなんですか。  

○高柳建設課長   委員、御説明のとおり、これは県のほうで設置をしたものでご

ざいます。  
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 ただ、県との協定の中で、維持管理はもう市がやるということで建設されたもの

でございます。  

○南委員長   よろしいですか。  

 他にございませんか。  

 他に報告事項というのは、別段なかったでしたね。この際ですので、その他のほ

うは、ございませんか。  

○奥田委員   １点だけ。  

○南委員長   ごみにかかわったら、いかんよ。  

○奥田委員   ちょっと建設残土のことでちょっとお聞きしたいんですけど、矢ノ

川のほうへ持っていくという話があったじゃないですか。水源地の上ということで、

水源保護条例の関係で審議会も開かれて。あれが、もう断念されたということでね、

業者が。その後、坂下トンネルを越えて、４２５号線ね、左側か、林道へ入ってい

く、坂下隧道というところのトンネルがあるんですけど、昔の林業が使っておった、

そこの下のところの谷へ、今、土捨て場みたいになっておるんですけど、あれは、

地元紙なんかを見ると、市を通して県の許可ということなんですけど、どういう流

れ。議会には、僕らも新聞を見て初めて知ったもんでね、市を通しておるなら、あ

そこでやろうとしておって、こっちに今度は許可申請してきたということは、場所

を変えるということですからね、大事なことですので、その辺のところというのは、

議会に報告せんでもええものなのか、どういうような手続になっておるんですか。  

○高柳建設課長   委員、御質問の残土の搬入ということについては、建設課が所

管する手続といたしましては、先ほどお話ありましたように、県知事への届け出と

いう形になっています。  

 その届け出自体、根拠法令といいますのは景観法という景観の観点からの届け出

になるんですけれども、県知事への届け出はありますけれども、各市町で受け付け

をするという形になっておりますので、建設課のほうを経由して県のほうへ提出さ

れたという形でございます。  

○奥田委員   これは、何か、紀北町なんかね、あれ、もう最初、千葉へ捨ててお

ったんだけれども、千葉が法的にもきつくなってきたので、三重県へ持ってきてい

るということなんだけれども、今、持ってきておるのも関西だと思うんですけどね、

尾鷲港の見ておると、関西の船が来ておるもんでね。関東からも関西からも両方来

ておるんですけど、今、残土条例とか土砂条例というのかな、そういうのは三重県

ないんですよね。三重県、ないですよね。４７都道府県を見ると２０ぐらいはある
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ということなんですけど、そうすると、景観法だけなんですか、これは。何平米と

か、そういうのはないんですか。埋め立てがこうとか、そういうのは、県には、今、

ないんですか。全然ない。残土の問題の規制というのは、全然ないものなんですね。  

○高柳建設課長   残土の搬入に対する直接の条例というのは、御指摘のとおりご

ざいません。実際に、そういう計画があれば、例えば、今回、私、説明させていた

だいたような景観法の観点からも、景観の届け出ですとか、その場所によりまして

は、例えば、砂防指定地内であれば砂防法とか、森林法とか、それぞれ今、個別の

法令に基づいて、それぞれ関連する法令で手続が行われて、やられておるというの

が実情でございます。  

○奥田委員   そうすると、今回でもね、水源地の上だからということでね、いろ

いろもめておったじゃないですか。その業者が今度あっちに申請したということで、

建設課を通したということなんやけれども、そこで、建設課としては、もう、市と

しては、もう何も言えないものなんですか。何らかの規制というのはできないもの

なんですね、今の状況だと。もう、議会にも何も報告なかったということは。  

○高柳建設課長   ちょっと議会への御報告がということについては、ちょっと必

要に応じて、その辺の情報とか、御報告させていただくべきやったんかもわからん

ですけれども、その法令に対して、問題がどうかという話に対しましては、あくま

で、我々建設課が所管しておる景観法という手続につきましては、きちっと法に基

づいて届け出がされておるというのが実情でございます。  

 特に、ほかの関連する法令については、他の所管で手続というのもとられておる

ケースもあるかと思いますけれども、そういう意味では、手続としては、きちっと

とれられておるというのが実情でございますので、それに対しては、現段階では規

制とかというのは、ちょっと景観法では、ちょっとあくまで届け出ということで処

理をさせていただいたところです。  

○南委員長   奥田委員、よろしいですか。  

○奥田委員   了解です。  

○南委員長   他にございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○南委員長   ないようですので、これをもちまして建設課の審査を終わりたいと

思います。ありがとうございました。  

 あすは、午前１０時から、病院、水道を行いたいと思いますので……。  

 これで終わります。御苦労さんでした、ありがとうございます。  



－９２－ 

（午後  ４時１６分  閉会）  

 


